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開会 午前 ９時００分 

 

◎開  会 

○議長（中田隆幸君） ただいまから、平成26年第３回川根本町議会定例会を開会いたします。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎開  議 

○議長（中田隆幸君） これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中田隆幸君） なお、本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  今期定例会に説明員として町長以下関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

  なお、本日は柳原義六代表監査委員に出席していただいております。後ほど、平成25年度

一般会計並びに特別会計決算審査について報告をしていただきたいと思います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（中田隆幸君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  ８月25日、町長から第３回定例会を招集告示した旨、通知がありました。 

  今期定例会は、お手元に配付のとおり、諮問２件、同意２件、議案８件、認定７件が町長

から提出されております。 

  次に、監査委員から例月出納検査の結果について報告がありました。内容についてはお手

元に配付のとおりです。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎行政報告 

○議長（中田隆幸君） 今期定例会招集について、町長から行政報告を兼ねまして御挨拶があ

ります。町長、鈴木敏夫君。 
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○町長（鈴木敏夫君） 皆さん、おはようございます。 

  きょうは第３回の議会の定例会ということで、全員の皆さんに御参集いただきまして誠に

ありがとうございます。 

  また、日ごろは行政に対しましても大変御尽力いただいておりますことを、心より敬意を

表したいというふうに思います。 

  なお、私、行政報告を、８月18日からの説明をさせていただきます。 

  まず、８月18日から22日まで中国の竜泉市へ議会の皆さん３名と各種団体の皆さんと行っ

てまいりました。これにつきましては、当然ながらこの後で今後どのような対応をするかと

いうことは、出席された方、参加された方ともども検討していき、結論を出していきたいと

いうふうに思います。その中では、当然議会の皆様にも御相談を申し上げたいというふうに

思っております。 

  ８月25日でございます。川根高校の校長が参りました。これは、学生寮についての寄附の

関係、同窓会が中心でございますけれども、これに対して行政も積極的に参加をお願いした

いというような要請がございました。当然ながら、川根高校の存続のためにも、行政といた

しましても、できる範囲の対応はしていきたいというふうに思っております。 

  この日には、職員の採用試験を行っております。それから、この夜ですが、広域施設組合

の関係の打ち合わせを行いました。 

  ８月26日、この日は議会の全協ということでございます。この夜ですが、上長尾診療所の

先生と打ち合わせをしたという経緯がございます。 

  ８月27日ですが、この日には入札を執行しております。この日のお昼、つのだひろ氏とい

う音楽家と、こちらでいろいろなイベントを開催したいというようなお話があったものです

から、対談をいたしました。この日の午後ですが、公共交通会議がございまして出席をして

おります。この日には、午後３時から決算審査の報告をいただきました。大変厳しい指摘も

ございまして、すぐに対応するようにいたしました。この日には、柚子組合の皆さんがお見

えになりまして、今後の柚子に対しての支援方をお願いしたいというような要請がございま

した。この日に、長島ダムの所長さんが参りまして、イベント等これから長島ダム関連でや

るので、行政も協力をしてほしいというお話がございました。この日ですが、浜松の河川国

土事務所の所長さんがお見えになりまして、災害等のときの対応、それについては全面的に

協力するというようなお話をいただきましたし、また古い交通基盤の中で、やはり素人では

わからないことは、当然ながら専門的な職員等を派遣して検査等にも参画したいというよう

なお言葉がございました。 

  ８月28日から30日まで、静岡県下の市町村長の砂防事業の視察がございました。これは、

北海道の知床でございますけれども、ここへ現地の視察に行ったというのがこの日でござい

ます。 

  ９月１日、皆様方にも大変お世話になりました、防災訓練がございました。これに多くの
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皆さんに参画をしていただいたということで、今後の防災関係につきましては、当然ながら

きめ細かい対応が必要だということを痛感をいたしました。 

  ９月２日ですが、この日には県内の町村会の総会がございました。町長並びに市長が合同

で研修会も行ったというのが、この日でございます。 

  ９月３日ですが、「時の栖」の社長がお見えになりました。今後、川根温泉を中心とした

南アルプスエコパークに指定をされたということもございますので、積極的にＰＲをしてい

きたいというようなお話もございまして、当然ながら行政と一体となって対応をしていきた

いというようなお話がございました。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中田隆幸君） 御苦労さまでした。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中田隆幸君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、２番、坂本政司君、３

番、野口直次君を指名します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（中田隆幸君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月19日までの16日間にしたいと思います。 

  御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から９月19日までの16日間に決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（中田隆幸君） 日程第３、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 
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○町長（鈴木敏夫君） それでは、諮問案件です。諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦に

ついての提案理由の説明をさせていただきます。 

  議案１ページをごらんください。 

  人権擁護委員は法務大臣から委嘱されるものでありますが、候補者につきましては、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、市町村長が議会の意見を聞いて推薦することになっ

ております。 

  川根本町の人権擁護委員は４名であります。このうち、下原泰氏が平成26年12月31日をも

って任期が満了となりますが、引き続き下原氏を推薦をしたくお諮りをするものでございま

す。 

  下原氏は昭和24年12月19日生まれの64歳で、平成24年１月１日から人権擁護委員に就任さ

れ、現在１期目で、確実にその任に当たられ、御活動をいただいており、引き続き委員に推

薦をしたく御同意をお願いするものであります。 

  以上、人権擁護委員候補者の推薦についての説明を終わらせていただきますけれども、よ

ろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案は人事案件でありますので、申し合わせにより討論を省略します。 

  これから諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案による者を適任と認めることに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦については、原案による者を適任と

認めることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（中田隆幸君） 日程第４、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦についての提案理
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由の説明をさせていただきます。 

  議案の２ページをごらんください。 

  人権擁護委員は法務大臣から委嘱されるものでありますが、候補者につきましては、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、市町村長が議会の意見を聞いて推薦をすることにな

っております。 

  川根本町の人権擁護委員は４名であります。このうちの１名が平成26年12月31日をもって

任期が満了となり、退任されることになりました。今回、新たに森田雅文氏を推薦したくお

諮りをするものでございます。 

  森田雅文氏は、昭和25年１月４日生まれの64歳で、昭和48年に東京都職員として採用され、

平成21年に退職されるまで36年間勤務され、行政経験は豊富であります。また、退職後は家

業を継ぐため帰郷し、その温厚で誠実な性格により地域の皆さんの信頼も厚く、人権擁護委

員としての職務を公正に行うに十分な資質を備えており、適任と考えますので、推薦をいた

したく御同意をお願いするものであります。 

  以上、人権擁護委員候補者の推薦について説明を終わらせていただきますけれども、よろ

しく御審議の上、御同意くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案は人事案件でありますので、申し合わせにより討論を省略します。 

  これから諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦については、原案による者を適任と

認めることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（中田隆幸君） 日程第５、同意第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任について

を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 
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○町長（鈴木敏夫君） それでは、同意案件第２号です。川根本町固定資産評価審査委員会委

員の選任についての提案理由の説明をさせていただきます。 

  地方税法の規定により、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服審査等の事務を

行う機関として、固定資産評価審査委員会が設置をされております。 

  この委員会は３名の委員から成っており、このうち藤田至氏が平成26年10月25日をもって

任期満了となるため、引き続き藤田至氏を委員として選任をいたしたく、地方税法第423条

第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  藤田氏は、昭和25年２月21日生まれの64歳で、40年間、町職員として活躍をいただきまし

た。昭和45年度から昭和48年度及び昭和60年度から平成３年度までの11年間にわたり、固定

資産税に関する事務を経験されるなど、幅広い識見と固定資産の評価等について必要な知識

と経験を有していることから、委員として適任であると考えております。 

  なお、任期は、平成26年10月26日から平成29年10月25日までの３年間となります。 

  以上、よろしく御審議の上、御同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案は人事案件でありますので、申し合わせにより討論を省略します。 

  これから同意第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、同意第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任については同意することに

決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第６ 同意第３号 教育委員会委員の任命について 

○議長（中田隆幸君） 日程第６、同意第３号、教育委員会委員の任命についてを議題としま

す。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 同意案件の第３号です。教育委員会の委員の任命について、提案理由

の説明をさせていただきます。 
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  鳥居進氏にお願いをするというものでございます。 

  鳥居進氏は、川根本町下泉1944番地に在住で、昭和25年７月25日生まれの満64歳でありま

す。 

  現在、教育委員として平成23年10月11日から平成26年10月25日までの１期を務められてお

り、平成24年10月26日からは委員長としての重責を担っていただいております。 

  鳥居氏の略歴でございますけれども、旧地名小学校、中川根南部小学校のＰＴＡ役員とし

て地域と学校との連携を図り、地域ぐるみで児童の健全育成に努めるなどの取り組みを積極

的に行うとともに、地域の生涯学習推進委員や区役員として生涯学習活動を通じての地域づ

くりや自治会活動に積極的に取り組まれております。 

  このような経歴から、教育、学術、文化の面に関し高い識見を有され、また人柄も誠実、

公平な方で、引き続き、これからの当町の社会教育や学校教育の諸課題に真摯に取り組んで

いただけるものと期待をしているところであります。 

  今回、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、御同意をお

願いするものであります。 

  任期は、平成26年10月26日から平成30年10月25日までの４年間でございます。 

  よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案は人事案件でありますので、申し合わせにより討論を省略します。 

  これから同意第３号、教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、同意第３号、教育委員会委員の任命については同意することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第３９号 川根本町特定教育・保育施設及び特定地域 

             型保育事業の運営に関する基準を定める条 

             例の制定について 

○議長（中田隆幸君） 日程第７、議案第39号、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型
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保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 議案第39号です。川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきます。 

  議案の５ページから27ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成24年８月に子ども・子育て支援法が成立し、保育所などの施設型給付や小規模保育な

どの地域型保育給付が創設されました。これらの給付対象となる施設は町が確認することが

定められており、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の実施のため、運営基準を

条例で制定をする必要がございます。 

  今回、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定めたく提案をするもの

であります。 

  よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明

にかえさせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑は総括的な内容で行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第39号は、第一常任委員会に付託したいと思います。 

  御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第39号、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定については、第一常任委員会に付託することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第４０号 川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営 

             に関する基準を定める条例の制定について 

○議長（中田隆幸君） 日程第８、議案第40号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第40号です。川根本町家庭的保育事業等の設備及び運
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営に関する基準を定める条例の制定についての提案理由の説明させていただきます。 

  議案の28ページから47ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成24年８月に子ども・子育て支援法が成立し、保育所などの施設型給付や小規模保育な

どの地域型保育給付が創設をされました。 

  これらの給付対象となる施設は、町が確認することが定められており、平成27年４月から

の子ども・子育て支援新制度の実施のため、運営基準を条例で制定する必要があります。 

  今回、地域型保育給付である小規模保育事業や、家庭的保育事業の設備基準や運営基準を

定めたく提案をするものであります。 

  よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明

とさせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑は総括的な内容で行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第40号は、第一常任委員会に付託したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第40号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定については、第一常任委員会に付託することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第４１号 川根本町放課後児童健全育成事業の設備及 

             び運営に関する基準を定める条例の制定に 

             ついて 

○議長（中田隆幸君） 日程第９、議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第41号です。川根本町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定についての提案理由の説明をさせていただきます。 

  議案48ページから54ページをごらんいただきたいと思います。 
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  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福

祉法の改正により、法に第34条の８の２が追加され、市町村は放課後児童健全育成事業の設

備及び運営について条例で定めなければならないことになりました。 

  今回、法に基づき放課後児童クラブの設備基準や運営基準を定めたく、提案をするもので

あります。 

  よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑は総括的な内容で行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第41号は、第一常任委員会に付託したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定については、第一常任委員会に付託することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第４２号 川根本町職員の勤務時間、休暇等に関す 

              る条例等の一部を改正する条例について 

○議長（中田隆幸君） 日程第10、議案第42号、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第42号です。提案理由の説明をさせていただきます。

川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例についてでございま

す。 

  今回は、平成20年人事院勧告の中で勤務時間の改定に基づき、関連条例を改正するもので

あります。平成20年の人事院勧告では、民間企業の所定労働時間の状況を踏まえ、勤務時間

を１日８時間、１週40時間から１日７時間45分、１週38時間45分に改定することが適当であ
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るとの勧告でありました。 

  多くの自治体が平成21年度から改定する中、本町では町内の状況を考慮し、現在まで改定

を見送ってきたところでございますが、平成25年度において改定していない自治体は、静岡

県内では本町のみとなり、全国でも29団体となっております。 

  勧告から５年が経過し、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適

当な考慮が払われなければならないとの「地方公務員法第24条第５項の均衡の原則」を踏ま

え、今回改正するものであります。 

  なお、この改正により、「川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例」「川根本町職

員の休業等に関する条例」「川根本町職員の給与に関する条例」３条例の関連する箇所を改

正するものでありますが、いずれも勤務時間を１日８時間、１週40時間から、１日７時間45

分、１週38時間45分に改正をするものであります。 

  以上、よろしく御審議いただき、御同意くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  通告したとおりですけれども、全協でも伺ったんですけれども、町内の事業所の勤務状況、

時間など、わかったら教えてください。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） それでは、ただいまの鈴木議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

  まず、職員の労働時間に関することですけれども、労働基準法の第32条において、まず使

用者は労働者に休憩時間を除き、１週間について40時間を超えて労働させてはならないとあ

ります。それから、第２項のところで、使用者は、１週間の各日については、労働者に休憩

時間を除き１日について８時間を超えて労働させてはならないという決まりがあります。こ

れに基づいて各事業者は、１日あるいは１週間の勤務時間を定めているということになりま

す。それを踏まえて、各町内の主な事業所さんのほうに御確認をさせていただきましたとこ

ろ、まず８時間勤務をしているところが、川根本町社会福祉協議会、島田信用金庫中川根支

店、ケーブルテクニカ株式会社、川根インダストリー株式会社さんであります。 

  それから、７時間45分という勤務時間を採用しているところが、大井川農協さんでありま

す。それから、７時間40分という時間を採用しているところが、中部電力の大井川電力セン

ターさんでございました。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 再質疑はありませんか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ありがとうございます。 

  国は、この改定をしたときに、人事院は、全国の企業の勤務時間の平均値を調べて７時間
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45分だということで、こういう改定勧告を国家公務員に出したということですけれども、こ

ういうことで多くの自治体がそれに合わせて、国の勧告に合わせて改定をしたと、先ほど提

案理由の説明がありましたけれども、まだ変えていないのが静岡県では当町だけだというこ

とで、これは本当にやらなければいけないことだと思うんですけれども、こういう働く人の

待遇改善というのは、やっぱり行政がやることによって、その地域の企業、職場にそういう

効果が波及していく、改善されていくということが一番大きな効果だろうと思うんです。 

  先ほどの勤務時間の御報告をいただいたんですけれども、やはり役場で７時間45分とする

と、多くの町内の事業所はまだ８時間というところが多いわけですけれども、こういうこと

に対して、やはりどういうふうに労働条件を改善していくお願いというのか、指導というの

か、そういうことをされる考えがあるかどうかお聞きします。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 先ほど、労働基準法を申し上げましたけれども、これに基づいて

各事業者さんがそれぞれの御判断で勤務時間を決められているという現状がありますので、

町がこうしたからお宅もそうしなさいというのは、やっぱり乱暴なことだと思いますので、

そこら辺につきましては、各事業者さんがいろいろお考えのある中で御判断いただくという

のがやっぱり筋ではないかと、私は考えております。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 労基法では８時間がもう原則ということで、それを超えていなけ

ればいいということになっているんですけれども、やっぱり公務員がなぜ、じゃ７時間45分

にするのか、行政の。やっぱり健康とか家庭生活を守る、家族との時間とか、そういうこと

があって国がやったことを必ずしも地方自治体がやらなければいけないことではないけれど

も、でも、それは国に合わせましょう、いいほうに合わせましょうということで働く職員の

待遇を改善していくということで、私はこれは大切なことだと思うんですよ。だったら、や

っぱりこういうことを行政もやりましたよという告知をするか、お知らせをするとか、何か

のアクションを起こすべきではないかと思うんです。そのことが、やはり町内の業者さんた

ちにも、確かに勤務時間を短くすることは業者の人たちにとっては、経営者にとってはリス

クがあることだと思うんですけれども、そういうことで行政と同じように働く人たちの健康

とか家族との時間とか、そういうものが守られていくということを期待するということでは、

やっぱり行政は変な言い方ですけれども、隠れてやるというのではなくて、こういうことを

やったからやりました、やったからやってくださいとまでは言えなくても、やりましたよと

いうお知らせをすることによって、じゃ、私たちの職場もというふうな波及効果が生まれる

んじゃないかなと思うんですけれども、そういうお知らせというんですか、何かでやるんで

しょうか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今のお話ですが、今基準的には公務員の中でも差があるということで、
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並びにしたいということで、県内で１町だけでは大変横並びにならないということが１つあ

ります。それから、今の指摘ですが、これはやはり先ほど総務課長が言ったように、それぞ

れの企業の特性もあるというような中、内容によってもいろいろ違うということもございま

すので、それはそれぞれの事業者の皆さんの判断にゆだねるしかないというふうに思います。

その中で、広報としては、議会だよりを当然ながら多分出すでしょうけれども、そのことを

踏まえてそれぞれの事業者の皆さんに判断をしていただくということで、こちらが積極的に

このようなことにしろというような命令的な対応はする予定はございません。 

  議会だよりでうまく書いていただければ、それが一番効果があるのではないかというふう

に思っております。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 今、広報というお話がありましたけれども、川根本町役場のこの

勤務時間については、当然町民の皆さんにこういう時間になりますよというのはお知らせす

る義務がありますので、間接的という形にはなるでしょうけれども、町が７時間45分になり

ますというお知らせは十分にさせていただいて、町民には周知をさせていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 鈴木多津枝君の質疑は既に３回になりましたので、質疑を終わります。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第42号、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

条例についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第42号、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正

する条例については原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎日程第１１ 議案第４３号 財産の取得について 

○議長（中田隆幸君） 日程第11、議案第43号、財産の取得についてを議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第43号です。財産の取得についての提案理由の説明を

させていただきます。 

  本案は、平成26年度緊急地震・津波対策基金事業消防ポンプ自動車購入に係る財産取得に

ついての議決を求めるものであります。 

  本事業につきましては、去る８月27日に10社をもって指名競争入札を実施いたしました。

その結果、株式会社カーサービスマツモトが落札し、契約金額1,770万円で物品売買契約を

締結しようとするものであります。納期につきましては、議決の日の翌日から平成27年３月

20日を予定しております。 

  以上、よろしく御審議の上、御採択賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。１番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） 私の記憶がちょっと飛んでしまったものですから。この入札をして、

これは何分団に予定購入されますか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問ですけれども、第７分団２部下長尾のポンプ車

更新であります。 

○議長（中田隆幸君） 再質疑はありますか。 

  ほかに質疑はありませんか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  通告通り予算額、それから入札予定価格、それと各業者の入札額をお答えいただきたいと

思います。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問でありますけれども、ポンプ車の自動車購入に

つきましての予定価格は1,855万4,000円であります。そして、各事業者さんごとの入札価格

でありますけれども、読み上げてまいります。敬称は略させていただきます。西村自動車修

理工場、1,810万円。柳原モータース商会、1,878万円。有限会社地名モータース、1,795万

円。川根自動車株式会社、1,800万円。有限会社榊原自動車整備工場、1,780万円。有限会社

河畑自動車、1,789万円。勝下自動車整備工場、1,778万円。有限会社森下自動車、1,779万

円。株式会社カーケア中原、1,788万円。株式会社カーサービスマツモト、1,770万円。 

  以上でございます。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 予算額もお聞きしたんですけれども、当初予算で備品購入費
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2,084万3,000円ということで上がっていました。それで、それには予算のときの説明では、

ポンプ車と中継用のトランシーバーで2,084万3,000円という当初予算でしたので、その入札

予定価格と予算額は違うんじゃないかなと思うんです。予算額は幾らだったんでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 申しわけありません。正確な数字を今持ち合わせていません。ま

たすぐに調べてお渡しします。1,900だったと思いますけれども、だったと思うではいけま

せんので、調べてすぐにお答えしたいと思います。 

（「通告していたんですけれども」の声あり） 

○総務課長（前田修児君） すみません。予定価格とちょっと勘違いしました。申しわけあり

ません。 

○議長（中田隆幸君） 鈴木さん、いいですか。 

  ほかに再質疑はありますか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第43号、財産の取得についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第43号、財産の取得については原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１２ 議案第４４号 平成２６年度川根本町一般会計補正予算 

              （第４号） 

○議長（中田隆幸君） 日程第12、議案第44号、平成26年度川根本町一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第44号です。提案理由の説明をさせていただきます。
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川根本町一般会計補正予算第４号についてです。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

8,153万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ82億2,316万円といたし

たいものでございます。 

  第２表では、債務負担行為について新たに事業を追加したいものであります。 

  今回の補正は、健康増進施設の耐震補強工事に伴う実施設計業務委託料の増額、高度情報

基盤整備事業の実施に係る臨時職員賃金等の追加、高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料の増

額、坂京飲料水供給施設井戸揚水管洗浄業務委託料の追加、茶共済加入促進のための補助金

の追加、林道工事等の測量設計業務委託料の増額及び林道工事請負費の増額、町道工事に係

る工事請負費の増額などが主なものでございます。 

  事項別明細書により歳出から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の一般11ページからごらんください。 

  第２款総務費、第１項総務管理費は200万1,000円の増額です。これは一般管理費としての

産業文化祭のゆるきゃら「オチャッピー」の商標登録のための委託料の追加、自治会振興費

としての、全国自治会連合会静岡県大会参加負担金の追加、山村開発センター等運営費とし

て、耐震補強工事等の実施設計業務委託料の追加をお願いするものであります。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  第２項企画費は778万4,000円の増額です。これは情報政策費として、高度情報基盤整備事

業の実施に係る臨時職員賃金、通勤手当、社会保険料、使用車両のリース料の追加、ＩＣＴ

利活用検討委員会委員報償費の追加、告知端末機設置同意書の配布、回収等の通信運搬費の

追加、共通番号制度に対応するための町内統合宛名システム構築業務委託料の追加、同制度

対応のための地方公共団体情報システム機構負担金の追加をお願いするものであります。 

  第３項徴税費は190万円の増額です。これは、共通番号制度に対応するための税務システ

ム改修業務委託料の追加をお願いするものであります。 

  13ページをごらんください。 

  第４項戸籍住民基本台帳費は330万円の増額です。これは共通番号制度に対応するための

住民基本台帳システム改修業務委託料の追加でございます。 

  第７項監査委員費は9,000円の増額です。これは監査委員研修会参加のための資料代の追

加をお願いするものであります。 

  第３款民生費、第１項社会福祉費は434万5,000円の増額です。これは介護保険費として、

「小規模多機能介護ホームまつおか本川根」の設備にスプリンクラーを設置するための補助

金の追加及び国・県支出金等返還金の増額をお願いするものであります。 

  14ページ、15ページをごらんください。 

  第４款衛生費、第１項保健衛生費は694万1,000円の増額です。これは母子保健費として、

未熟児養育医療費に係る国庫補助金及び県支出金の返還金の増額と、予防費として、高齢者
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肺炎球菌ワクチン接種及び水痘ワクチン接種が定期接種となったことに伴う接種委託料の追

加と、これに伴う扶助費の減額と、地域医療推進費としての本川根歯科医院患者用トイレ改

修工事請負費の追加と、環境衛生費として本川根斎場着火バーナー故障に伴う修繕料の追加

と、飲料水供給施設費として坂京飲料水供給施設取水設備測量設計業務委託料の増額及び坂

京飲料水供給施設井戸揚水管洗浄業務委託料の追加をお願いするものであります。 

  15ページをごらんください。 

  第２項清掃費は16万5,000円の増額です。これはし尿処理費として、し尿処理施設検討委

員会委員報償費の追加をお願いするものであります。 

  15ページ、16ページをごらんください。 

  第６款農林水産業費、第１項農業費は889万6,000円の増額です。これは茶業推進対策費と

して、結婚記念品としての報償費の増額及び茶共済加入促進のための補助金の追加と、農地

費として農道維持管理のための小規模修繕委託料の増額と、農業農村整備事業費として県営

中山間地域整備事業費負担金の追加及び制度改正に伴う農地・水・環境保全向上対策事業負

担金の増額をお願いするものであります。 

  16ページをごらんください。 

  第２項林業費は1,747万1,000円の増額です。これは、林業振興費として昭和54年度に建築

した、山村高齢者林産物処理加工施設の老朽化に伴う解体工事請負費の追加と、林道費とし

て林業専用道塩野線改良工事の測量設計業務委託料の増額、林道塚ノ山線開設工事の詳細測

量設計業務委託料の増額及び林道河内川線維持工事の工法変更に伴う測量設計業務委託料の

追加と、林道塚ノ山線開設工事に伴う水道管移設工事請負費の増額、施業道ヒラト線開設工

事請負費の増額及び林道河内川線維持工事の工法変更に伴う工事請負費の減額をお願いする

ものであります。 

  17ページをごらんください。 

  第８款土木費、第２項道路橋梁費は1,652万2,000円の増額です。これは、道路維持費とし

て徳山・青部間の防犯灯電気料及び同区間の防犯灯設置工事請負費の追加と、道路新設改良

費として町道坂京線改良工事に伴う道路概略設計業務委託料の増額、町道田野口線改良工事

に伴う用地調査再積算業務委託料の追加及び同工事に伴う街路灯設置詳細設計業務委託料の

追加、町道野志本下村線改良工事請負費の増額及び町道高郷田野口線舗装工事請負費の増額、

町道野志本下村線改良工事に伴う土地購入費及び同工事に伴う電柱、茶樹補償費の追加をお

願いするものであります。 

  17ページ、18ページをごらんください。 

  第３項河川費は813万4,000円の増額です。これは、準用河川沢奥沢川改修工事２工区に伴

う土地借り上げ料の追加、同工事請負費の追加及び茶樹等の補償費の追加、青部地区排水施

設工事請負費の増額をお願いするものであります。 

  18ページ、19ページをごらんください。 
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  第９款消防費、第１項消防費は259万2,000円の増額です。これは、消防施設費として第５

分団１部元藤川地内の消防詰所移転に向けての用地茶樹抜根処分委託料の追加、第７分団１

部ポンプ小屋の屋根修繕工事請負費の追加及び久野脇地区耐震性貯水槽新設に伴う電柱移転

補償費の追加、災害対策費として、南部地区の防災行政無線の免許申請手数料に係る印紙代

の追加と、同施設開局に伴う電波利用料の追加をお願いするものであります。 

  19ページをごらんください。 

  第10款教育費、第２項小学校費は57万3,000円の増額です。これは、中川根第一小学校１

階生活科室床改修工事請負費の増額です。 

  第３項中学校費は90万6,000円の増額です。これは、本川根中学校のＰＣＢ廃棄物処理運

搬費及び処分費の追加をお願いするものであります。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  事項別明細の一般７ページをごらんください。 

  第９款地方交付税、第１項地方交付税は9,298万6,000円の増額です。これは、本年７月に

普通交付税が決定し、本町分は23億9,298万6,000円の交付となりますので、当初予算額との

差額分の増額を今回全額計上するものであります。 

  第13款国庫支出金、第２項国庫補助金は1,122万9,000円の増額です。これは、土木費国庫

交付金として町道野志本下村線改良工事に伴う道路整備交付金の追加と、総務費国庫補助金

として番号制度導入に係る関係システム整備に伴う社会保障・税番号制度システム整備費補

助金の追加をお願いするものであります。 

  第14款県支出金、第１項県負担金は６万6,000円の増額です。これは、養育医療に係る母

子保健衛生費等県負担金の追加でございます。 

  ８ページをごらんください。 

  第２項県補助金は402万6,000円の増額です。これは、民生費県補助金として「小規模多機

能介護ホームまつおか本川根」の施設へのスプリンクラー設置に係る介護基盤緊急整備等特

別対策事業補助金の追加と、農林水産業費県補助金として制度改正に伴う農地・水・環境保

全向上対策事業推進交付金の増額をお願いするものであります。 

  第17款繰入金、第２項基金繰入金は3,364万1,000円の減額です。これは、今回の補正にお

いて一般財源の調整による財政調整基金繰入金の減額と、健康増進施設耐震補強計画策定に

伴う緊急地震対策事業基金繰入金の減額をお願いするものであります。 

  ９ページをごらんください。 

  第19款諸収入、第５項雑入は687万3,000円の増額です。これは、平成17年４月に解散した

旧島田・榛原地区広域市町村圏組合における財産処分が完了したことに伴う清算金の追加を

お願いするものであります。 

  第２表債務負担行為補正につきましては、一般４ページをごらんください。 

  健康増進施設の耐震補強計画及び耐震補強工事実施設計・監理業務委託料の追加をお願い
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するものでございます。 

  よろしく御審議の上、御採択賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  通告に従いまして質問をいたします。本来だったら、ただいま町長が提案理由の説明され

たぐらいの書いたものを全協で配付していただければ、本当にわかりやすいなと。なかなか

言っているのを、読み上げているのを書き取るということはなかなか難しいことですので、

ぜひ今後検討していただきたいということを 初にお願いを申し上げまして、質疑に入りま

す。 

  まず、歳出のほうからですけれども、11ページの２款１項１目一般管理費の13節委託料で、

細節９商標登録出願手続委託料82万9,000円について「オチャッピー」の所有権は全協で町

にあるという答弁をいただきましたけれども、申請は誰の名前で行うのかお聞きいたします。 

  それから、２番目です。12ページ２款２項５目情報政策費の７節賃金、臨時雇賃金363万

7,000円について９月５日から３月31日までの120日間を３人分の賃金だという説明がありま

したけれども、この３人の人たちの120日間の業務内容、それから勤務状態、月に何日ある

いは週に何日、１日何時間、あるいは時給が幾らなのか、そういうことについて説明を求め

ます。 

  それから、９月５日からということは、あしたからということですね。もう雇用者を決め

ているということなのでしょうか。公募をしたということもちょっと気がつきませんでした

けれども、どのように決めたのか説明を求めます。 

  それから、工期が３月２日で４月１日から供用開始という説明が以前ありましたけれども、

この臨時雇いの賃金が３月31日までというのも、ちょっとおかしいのではないかなと思いま

す。全協で、こういうテンポで本当に大丈夫かという心配を、太田議員が発言をされました。

３月31日までなどというのではなくて、ここを集中的に早く承諾を得なければ、整備事業に

取りかかれないのではないかという質問をされましたけれども、それに対して、職員の異動

も考えているとの答えがありました。また、職員の協力も得て承諾書の取りつけを早めるな

どという説明もあったように記憶していますが、どのようにこの承諾書の取りまとめを早め

ていく考えかお聞きいたします。 

  それから、この件で全世帯に無料で設置するという受信端末機に対して、強制加入なのか

とか、断ることはできないのか、お金を取られるのか、年寄りが使うことができるのかなど

など、私のところにも電話や出会った人から不安の声がたくさん寄せられています。地区の

説明会が既におとといで８回開かれているわけですけれども、私、今回は１回も行っていま

せんけれども、出席状況や住民参加者からの質問内容などを教えていただきたいと思います。 

  それから、この件での 後ですけれども、説明会に出席する説明員が課長、東海ブロード
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バンド社の社員１名のほか職員が４人とのことでしたけれども、今回承諾書の取りまとめも

あわせてこういう時間外の職員勤務ということでは、時間外手当も必要になるのではないか

と思うんですけれども、計上されていませんけれども、正規の勤務時間内で昼間だけ職員に

やっていただくというふうに考えているのかどうかお聞きいたします。 

  次が３点目ですけれども、同じ目の中の13節の委託料で、細節10町内統合宛名システム構

築業務委託料150万円を初め、次の税務総務費や戸籍住民基本台帳費でも番号制度に係るシ

ステム改修費として各190万円、330万円が出ていますけれども、全ての国民に対する個人情

報の一元化については個人情報の漏えいなど危機感が強く、多額の費用をかける割には行政

も住民も利便性や効果が期待できないという意見もあり、多くの識者や国民の人たちが反対

や不安の声を上げているものです。全国的に、国民の理解も了解も得られている状況だとは

思えませんし、当町でも町民の多くは知らないのではないかと思います。町民や行政にとっ

ての考えられる具体的なメリット、デメリットについて、また危険についてどのように防ぐ

考えなのかお聞きいたします。危険というのは、情報漏えいとか成り済ましなどの事件もあ

りますのでお願いいたします。 

  それから、４点目ですけれども、14ページの４款１項３目予防費13節委託料の細節９高齢

者用肺炎球菌ワクチン接種委託料142万5,000円について、当初予算で38万円の計上でしたが、

そのときの説明で、５年を経過したら次をやってもいいということで、毎年では副反応が強

いということでこういう少ない予算が計上されたという説明だったような記憶があります。

今回、増額がかなり大きいわけですけれども、その理由と積算根拠を求めます。 

  それから、次の14ページ、６目環境衛生の修繕費については、先ほど町長の説明で、本館

で 長の着火バーナーの修理だということでわかりました。私、全協での説明を多分聞き落

したんだと思います。これは取り下げます。 

  次の、同ページの８目飲料水供給施設13節委託料、細節８施工管理業務委託料83万円につ

いてですけれども、これは次の細節９坂京飲料水供給施設井戸揚水管洗浄業務委託料310万

円の施工管理委託料なのかどうかを確認します。そして、この揚水管の洗浄委託は、揚水管

の直径ですか、どれくらい何センチあって長さが何メートルのものを洗浄する委託料なのか

お聞きいたします。 

  それから、７番目ですけれども、15ページ４款２項２目し尿処理費、８節報償費の検討委

員会委員報償費16万5,000円についてですけれども、７月18日の全協で配付された検討委員

会設置要綱の第２条所掌事務には、平成30年度以降のし尿処理の方法などについて検討また

は審議するものとすると書かれていましたけれども、それにもかかわらず、第４条で、委員

の任期は平成26年８月１日から12月31日までと、今年度内が任期という余りにも短い任期に

なっています。これは、この要綱の中で非常に矛盾する記述ではないかと思うんですけれど

も、理由は何でしょうか。全協での説明では、委員会を非公開で進めるという説明もありま

した。私は、決まったことだけを議会や町民に知らせるのは、やはり住民が主役の行政とし
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ては も避けるべきことではないかと考えています。交渉事という言葉が何度も飛び交いま

したけれども、交渉事だからこそ、私は、住民を味方にしてやっていかなければいけないし、

隠さなければならないことというのは、このことにおいては全然ないと思うんです。むしろ、

こちらの立場を伝えてしっかりと理解し、当初の建築したときの目的に合わせて協力をお願

いする、そういうことをやはり町を挙げてやっていかなければいけないんじゃないかと思う

んですけれども、その点についてお考えをお聞きいたします。 

  ８点目、15ページの６款１項５目茶業推進対策費の19節負担金補助及び交付金の茶共済加

入補助金408万円についてですけれども、１点目は茶農家の凍霜害支援策として、個人また

は農業生産法人などが加入時に支払った掛金の２分の１を補助するものという説明がありま

したけれども、この全協での説明では、このとき、以前の全協ですけれども、340ha掛ける

3,000円で約1,000万円の半分で500万円を補塡するという説明がありました。今回、予算計

上で100万円減った理由と、補正予算に計上した額の積算根拠を求めます。 

  それから、２点目ですけれども、茶農家の方々は、このところ、もう何年も放射能風評被

害の前からも凍霜害が続いて減収、減収で苦しめられています。後継者が得られない状況も

続いており、耕作放棄地も増え続けています。行政の待ったなしの対応が重要なときなのに、

昨年は凍霜害農家支援として肥料代や農薬代、支援補助で1,360万円の補正予算が組まれま

した。ところが、今年はこの３分の１以下の400万円の補助しか上がってきていません。こ

のほかに利子補給がわずかな額ですけれども毎年ありますけれども、金額の問題ではないと

は言えども、やはり効果ある補助であるかが重要なのは言うまでもないんですけれども、せ

めて前年同様の補助支援、効果ある補助支援が行われると思っていたんですけれども、今年

度肥料、農薬代への補助がなくなったことについては、やはり農家の方から、そういうもの

があれば助かったよというふうな声も聞きますので、やめた理由は何かをお聞きいたします。 

  すみません、もう１点。通告していませんけれども、思いついた歳入のほうで、交付税の

２億円減額の理由について全協で説明があったんですけれども、ちょっと書き取れませんで

したので、もう一度説明をお願いいたします。 

○議長（中田隆幸君） それでは、順番に答弁をお願いします。総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） まず、先ほどのポンプ車の予算の件ですけれども、予算額は

1,900万円でございました。大変失礼しました。よろしくお願いします。 

  初に、総務課関連ですけれども、「オチャッピー」の所有権は町にあるということで、

申請は誰の名前で行うかということでありますけれども、この「オチャッピー」ですが、当

初産業文化祭のイメージキャラクターとして誕生した、町のいわゆる、ゆるキャラというこ

とでありますけれども、近年町民の方からいろんな「オチャッピー」のものを使いたいとい

うニーズが増えていることなどから、今後町としてのイメージアップのために多くの方に使

っていただきたいという思いから、今回、商標登録の申請を行うものであります。商標登録

を行うことで、このキャラクターを大いに活用していただきまして、町をＰＲしていただき



－27－ 

たいというふうに今後考えておりますので、申請はあくまで町長名で行いたいと考えており

ます。具体的には、もしこの補正予算が可決していただいた後に、速やかに申請をしていき

たいと考えております。 

  それから、総務課関連でございますのでもう１点、ほかの課にも関連しますけれども、マ

イナンバー制に係るシステム構築のことについてお話をさせていただきたいと思います。 

  まず、マイナンバー制度というものは、国民一人一人の方に12桁の番号を割り当てをいた

しまして、氏名や住所、生年月日、所得、税金、年金などの個人情報というものをその番号

で一元管理をするという、いわゆる共通番号制度のことであります。これは、国が全国一斉

に2015年度を目標に実施するということでありまして、そういうことで決定された事業であ

りますので、今の時点でシステム改修を行っていかないと、この時期に間に合わないという

ことで今回補正をお願いするものであります。ちなみに、全て経費につきましては国が負担

するというものであります。 

  それから、マイナンバー制度のメリットでございますけれども、これにつきましては納税

とか年金、医療などに関する手続が簡素化をされまして、行政サービスの向上が期待をされ

ております。例えば児童手当等の申請につきまして、現在は所得証明とか健康保険証のコピ

ーをそろえて町の担当部署に申請するということが多いんですけれども、この制度が導入さ

れますと窓口でこの個人番号カードを提示することで、書類の記入の町民の方々の負担が軽

減されるということになります。これは、役所が所得などの必要な情報をこの個人番号を使

って、ほかの機関とか部署との連携で照会ができるということになるものであります。 

  具体的にいろいろメリットがあるんですけれども、４点ほど申し上げますと、確定申告の

ときに控除証明書の添付が不要になってくる。それから、いわゆる年金記録問題がありまし

たけれども、そういう年金記録問題については、年金記録がほかの記録と紐づけされるもの

ですから、こういう年金記録問題などが発生しなくなる。それから、生活保護の不正受給が

非常に大きな社会問題となっておりましたけれども、こういう生活保護の不正受給につきま

しても、生活保護の申請にマイナンバー制度が使われるということになりますと、この登録

が必須になるということで不正受給がしにくくなる。それから、所得の過少申告が難しくな

るため、個人事業主などのやってはいけないですけれども、脱税などを未然に防ぐことがで

きるというふうなメリットがございます。 

  それから、デメリットでありますけれども、議員御指摘のとおり、情報漏えいというのが

非常に大きな問題になると思います。これにつきましては、国のほうでは個人情報を一元的

に管理しなくて分散管理をするということにしております。これは、国が一括管理というこ

とではなくて、各自治体とかいろんな組合とか団体それぞれに、情報を個別にまず管理をし

ていただくということにするということであります。ただし、データのバックアップとして、

情報をプラットホームと呼ばれる東西２カ所で管理するということは進めているようであり

ます。 
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  さらに、実際の運用面について個人番号を直接用いず、符合を用いた、ＡＢＣとかそうい

う番号ではなくて符合を用いた情報連携を実施するというほか、情報にアクセスできる人間

の制限とか管理を実施するということを、国は申し述べています。それから、罰則関係もい

わゆるマイナンバー法、番号法というものでは、不正に情報を漏えいするなどの行為に対し

ましては、４年以下の懲役または200万円以下の罰金といった罰則が設けられております。 

  それから、町民の方々への周知でございますけれども、順調に制度が進めば、2015年の秋

には各家庭にこうしたナンバーカードが配られて制度が導入されてくるという予定でありま

すけれども、町民の皆さんに対する広報につきましては、まず国については、本年10月ごろ

から問い合わせコールセンターの開設が予定されているほか、総務省のホームページ等で広

報が予定をされております。本町におきましても、こうした国の情報あるいは制度の内容が

はっきりした時点で広報誌、チラシ等で町民の皆様に周知させていただくことを考えており

ます。 

  それから、 後に歳入の交付税の減額理由について今通告なしの御質問があったんですけ

れども、私どもでちょっとまとめておりませんので、これも後でまとめてお答えをしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） それでは、企画の臨時の賃金等の御質問に対してお答えをいたし

ます。まず、業務内容ですけれども電柱に光ケーブルを添架するための地番、地権者の確認、

それと添架を承諾していただくための協力依頼等の業務、中継局の新設のための地番、地権

者の確認、使用の承諾、伐採等への協力の依頼業務、サービス利用者台帳の作成業務、告知

端末機設置同意書兼工事承諾書の回収業務、端末機取り扱い説明会での補助業務などを想定

をしております。それと、勤務状態、勤務条件ということですけれども、週40時間以内での

勤務を想定しております。 

  また、時給につきましては、予算措置においては町のほうの基準の中から、単価1,215円

を積算基準として予算措置をさせていただきました。実際には雇用契約をする時点で決定す

ることとなります。それと、雇用者が決まっているかということですけれども、現時点であ

すからの雇用をする者はおりません。退職した職員の方の協力を依頼したいと考えておりま

す。 

  それと、工期のことですけれども、工期が３月20日ということで雇用期間が３月31日はお

かしいのではないかということですけれども、予算としては年度内の事業としての予算措置

で３月31日までの日数を積算をしてございます。それと、先に４番目の職員の説明会、職員

の異動等ですけれども、先に承諾書の取りつけを早めるなどの説明の現在の進捗状況ですけ

れども、まず職員対象の事業内容の説明会を８月28日に実施をいたしました。その説明会で

は、９月上旬から10月中旬にかけて各世帯を全職員がパンフレットを配布しながら説明し、

告知端末の各世帯への設置への御理解を得るよう努めていく予定となっております。 
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  それと、全世帯に設置する端末機に対してのいろいろな町民の方の不安の声ということで

すけれども、８月18日の洗富小幡地区から９月２日瀬平地区までの８回で、延べ211人の参

加を得ております。質問内容は、大きく言いまして告知端末川根本の利用方法、設置の仕方

や料金の御質問、インターネットの速度、使用方法、また料金等の御質問、また高齢者にわ

かる説明方法の要望等がございました。 

  あと、 後の説明会に出席する説明員のその時間外手当という御指摘でしたけれども、時

間外手当の予算は年間予算として現予算で手当てしてありますので、この事業のための時間

外手当としての予算、そういう組み立てはしておりません。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 生活健康課長、伊藤千佳子君。 

○生活健康課長（伊藤千佳子君） まず、御質問いただきました４款予防費委託料の高齢者用

肺炎球菌ワクチン接種委託料、増額補正理由と積算根拠についてお答えいたします。 

  まず、この高齢者用肺炎球菌ワクチン接種は、国の予防接種法によって今年の平成26年10

月１日から定期接種に位置づきます。その関係で、今年度の対象と定められた763人の方に

対する委託料になります。ただし、763人の対象のうち、もう既に平成22年度から当町単独

でスタートさせておりました任意接種によって104人の方が接種済みでありますので、差し

引いた659人の中の接種率を40％で見込んで、263人の方に対する委託料を算出しております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 建設課長、大村浩美君。 

○建設課長（大村浩美君） ８目飲料水供給施設費の関係で説明させていただきます。 

  ８細節施工管理業務委託料と９細節坂京飲料水供給施設井戸揚水管洗浄業務委託、これは

別の事業となります。８細節の施工管理業務委託料につきましては、同じ坂京飲料水供給施

設になりますけれども、新たな水源確保のための坂京飲料水供給施設取水設備測量設計業務、

この業務において、電気設備の追加設計が必要となりましたので、増額の補正をお願いする

ものです。９細節の坂京飲料水供給施設井戸揚水管洗浄業務、これにつきましては、既存の

井戸の洗浄業務を新たにお願いするものです。揚水管の口径につきましては直径25インチ、

メートル法にしますと63.5センチ、長さは24メートルとなります。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 産業課長、後藤泰久君。 

○産業課長（後藤泰久君） 15ページの６・１・５茶業対策費、19節の負担金補助及び交付金

の茶共済加入補助でございますが、全協で説明させていただきました金額に目標の加入率を

８割と見込みまして、積算をさせていただきました。茶園の面積が340ha、反歩当たりの掛

金が3,000円ということで全体の掛金が1,020万円になりまして、その半分が補助ということ

で510万円、これに目標の加入率80％を掛けまして、今回の補正額408万円という積算でござ

います。 
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  ２つ目の質問ですが、平成22年度と25年度に全町的に茶の凍霜害が認められまして、大井

川農協と協調して肥料や農薬に係る経費の補助を行った経緯があります。本年度におきまし

ても、４月の低温、５月の降雹により強い被害を受けた地区がありましたが、一部の地域、

一部のエリアということであったため、昨年度のような支援を見送りまして、今年は近年の

気象状況を踏まえまして、農業事業者への支援ということで茶の共済への推進とすることに

いたしました。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今、それぞれ担当課長から説明をさせていただきましたけれども、特

に異動の関係を言及されましたので、お答えさせていただきたいと思います。 

  中途異動というのは非常に難しくて、１人を動かしますと三、四人の職員に影響があると

いうぐらい大変な判断をしなければいけないということがありますけれども、今回はそれぞ

れの皆さんからの御提案もありまして、なるべく早い時期に対応するということで今検討し、

間もなくそれぞれの異動を命じたいというふうに思っております。 

  それから、今お茶の関係でありましたけれども、基本的にはいっときの対応をするよりは、

将来に所得補償という形で対応ができたほうが安定するのではないかということで、初めて

の試みではございますけれども、２分の１という補助をして所得補償を完璧なものにしてい

く一助になればいいというふうに思って、ＪＡ共済等々との話の中で推進をしていく、それ

が安定する所得補償になるんではないかという思いから、そのような対応をさせていただき

ました。 

  それから、し尿の関係の処理の関係ですが、これは私が就任する以前から島田市が増設改

修の予定があったようです。それが私どもには引継ぎがなかったんですが、早急な話があり

まして、すぐに返事をしろというようなお話がありました。しかしながら、このし尿につき

ましてはこれまでの経緯も大変微妙なところもございましたし、これからどのような方法で

対応するのがいいかというのは、５つぐらいの判断材料があると思っています。こうすれば

完璧だということがないものですから、その中では当然ながら負担の関係等々が出てきます

し、また今ある施設をどうするか。具体的に言いますと、今川根本町でやっております、し

尿の関係、今は島田市と共同ですが、これを単独でやるか共同でやるか、またはこれをなし

にして全てをお願いするか等々、私は５種類ぐらいあると思っておりますけれども、その判

断をしなければいけないということで、それが早い時期でないと、島田市のほうの総合計画

に入らないというようなこともあるものですから、やはり焦っています。その中で、私は今、

鈴木議員が申し上げたとおり、多くの町民、また特に地元には迷惑施設ということで過去の

経緯は大変厳しいものがあったということも、私自身も経験をしておるものですから、それ

も踏まえながら対処する必要があるということで、これは金額ばかりではなくて、今後どう

したらいいか、また世の中が変わりまして、多分の話で申しわけないんですが、いろいろし
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尿の関係につきましては対応を多く考えておかなければいけないだろうという思いから、や

はりこちらの腹を見せるよりは、なるべく慎重に研究しながら対応し結論する。当然ながら

議会の皆さんには御相談を申し上げて 終的な判断をしたい。それは早急な話だったんです

が、少し延ばしてもらって今年いっぱいには対応をしたいということを私は申し上げたとい

うことでございますので、いろんな選択肢があるものですから、少し慎重に、委員の皆さん

には今年いっぱいということなものですから、大変委員会等も開催が増えると思います。そ

のようなことで集約していきたいというように思っておりますので、この件につきましては、

そのような理解をいただければありがたいというように思います。 

  すみません、訂正させていただきます。ＪＡ共済と申し上げましたけれども、中部農業共

済の間違いで、大変申しわけない。以前はＪＡ共済で通ったものですから、私の過去のあれ

で申し訳ありません。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 先ほどは失礼しました。普通交付税の２億少しの減額についての

理由ということでありますけれども、これは普通交付税についてはいろんな算定基準がある

というのは皆さん御存じのことだと思いますけれども、その中で特に大きなものが２つあり

まして、１つは地域経済雇用対策費、これが算定基準が変わりまして、これが昨年と比較し

まして約１億6,000万ここで減っております。それからもう１個、総務費の地域振興費の中

のやはりここの算定基準が人口の部分で変わりまして、ここが約5,500万円ほど減っており

ます。この２つを合わせて約２億1,000万ほど減るわけですけれども、ここが今回２億3,000

万ほどの減額となった 大の理由となります。 

  全国的に見ても、この地域経済雇用対策費というのが全国の平均で前年度比約27.5％減っ

ているというふうな状況で、全国的にこの算定基準が変わって減ったということになってお

ります。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 再質疑はありますか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 鈴木です。 

  初の「オチャッピー」の申請を町長の名前で行うということで、以前「茶茗舘」で鹿ん

舞の茶袋をつくったときに、商標登録申請するとき、団体の名前では申請ができないからと

いうことで組合長個人の名前で申請しました。組合長個人の名前で申請したところ、そのと

きには、組合長が代々変わっても引き継ぐんだよという説明だったんですけれども、結局解

散をして、組合長も組合もなくなった以降は、個人のものになってしまっています、今、そ

の権利が。それで、個人が個人的に袋を販売して、ほかの人が使えないというふうに、その

方のお名前で登録をされているからそういうふうになるんです。まさか、町長がそういうこ

とをされるとは思いませんけれども、やはりそこのところは、ここでそういうことはないと

言明をしていただかないと、前例がありますので、まだまだ私の記憶にはありますので、ぜ
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ひよろしくお願いいたします。 

  それから、情報基盤の臨時雇い賃金の件についてですけれども、８月28日に職員を対象に

説明会を行って、９月上旬から10月中旬にかけて全世帯へ職員がパンフなどを持って説明し

て回る、そして説明だけなんでしょうか、それは。それは、昼間勤務時間内にやるんでしょ

うか。その点をお聞きいたします。 

  それから、時間外手当は年間の予算で組んであるので、この事業としては特別計上しない

という答弁がありましたけれども、結構時間外が増えるんじゃないでしょうかね。こうやっ

て職員の人たちに全世帯を回ってもらう、勤務内にできることなのかどうかも私はちょっと

わかりませんけれども、時間外にもしするとすれば、それは当然サービス残業は許されない

わけだから、法的に認められていませんので、きちんと払わなければいけないことだと思い

ます。そういう点でも協力、理解が得られたということで、ただ働きさせるというのは私は

絶対許されないことだと思いますので、その点についてお伺いいたします。 

  それから、し尿処理の検討委員会については町長の答弁で本当によくわかりました。いろ

いろな方法というか、これから選んでいく選択肢があると思いますので、そういうことにつ

いても、やはり悔いが残らないように、町民の人たちの知恵もおかりするときはおかりする、

そしてきちんと交渉、交渉というと、きつい感じで本当に島田市にも理解していただくとい

うことが大事なのではないかと思いますので、これは秘密会という言葉はちょっときつくて、

全協のとき、どきんとしたんですけれども、町長の説明では、何でもかんでも秘密にするん

じゃないよということで、必要なことについてはちょっと待ったがかかるということは理解

できますので、その点は了解いたします。 

  それから、お茶農家への補助が、今回茶共済の補助金２分の１が、掛金の２分の１が計上

されて、これは本当に今までなかったことで、よかったと思います。大いに評価できること

で。８割しか見なかったというのは何なんだろうなと思いますけれども、ちょっと消極的で

はないかと思うんですけれども、むしろそれと、茶共済自体の性格からして、もう本当にな

かなかその凍霜害などを受けたときの補償が、その前の３年ですか、５年間ですか、あの、

平均ということで、ここずっと生産量が、販売量が減っている状況の中では、そこが基準に

なるとすれば、農家の方々にはちょっと魅力が落ちるものなのかもしれないなと。そういう

声を聞いた上での８割なのかなというふうなことも考えましたけれども。私はやっぱり大変

な状況、この町が存続というとおかしいかもしれませんけれども、存続はちゃんとある限り

はして、人が住んでいる限りはしていくわけですけれども、でもお茶をやる人たちがどんど

ん減って耕作放棄地が増えていけば、全てに影響が及んでくると思うんです。観光だって景

観の問題では、お茶のきれいに刈り取った茶畑の景観というのはすばらしいもので、そうい

うものを守っていくということでは、ちょっとまだ町の支援策、本当に生ぬるい。まだまだ

農家の人たちが頑張ろうという気力をつくれるだけには達していないのではないかと思うん

です。そういうことでは、やはりまだ行政、財政大変という言葉を使われますかね、使わな
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いですよね。大変こういう状況の中で交付税減らされましたけれども、２億円ぐらい。でも、

やはり繰越金もまだ３億ぐらい残っていますし、そういう中で、もっともっと積極的にやは

り支援策を農家の人たちとしっかり大いに話し合いをして、求められる、待っていること、

それから行政として戦略的にこの町に若者を呼び込む方法とか、茶業として。そういうもの

を早く打ち立てないと、皆さん本当に心配しているんですよ、耕作放棄で荒れた茶畑を見て。

だから今回の９月補正でどういうものが出るのかということは、かなりの人が期待していた

と思うんですけれども、茶共済の補助が出たよということで、ちょっとほっとしたという声

も聞きます。ありがたいなという声も聞きます。でも、もっとそれより積極的な補助を考え

れば、やはりこの町はいい町だというふうに町民の人たちが元気、勇気を持つと思いますの

で、ここのところはもっと積極的な対応が欲しかったなと思いますが、今後そういう考えが

あるかどうか確認をさせてください。 

  以上です。お願いします。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 一番 初の登録の関係で、私が個人的にどうにかしようなんて話は全

然ありませんし、そのようなことも考えてもいなかったということだけお答えをしたいと思

います。ですから、個人的に利用するようなことはありません。 

  それから、お茶の関係、今具体的にお話がありました。これはもう実はこれまでもほとん

どの行政、トップの方どなたも、農業を何とかしたい、お茶をなんとかしたい、一次産業を

何とかしたいという思いはみんな持っていました。しかし、何をやったら突破口が開けるか

ということにはつながらなかったということがございます。ですので、私は個人的にはやは

り所得補償をまずする必要がある、それが一つの安定の材料になるのではないかということ

で、このような制度を取り入れたということがあります。今言われたように、昨晩もほかの

会合でお話を聞きましたけれども、やはりこちらへ来て農業をやりたい人はいるそうです。

しかしながら、空き家対策もまだ完璧でない、住居が完璧でないということで、こちらへ見

えられないという方が私に話がありました。ですから、今言われたように景観を守ろう、そ

れも大事なんですが、どうしたら守る人がこちらへ来るかということも総合的に考えないと、

ある意味、今言われた肥料を少しやって、また幾らかのお金を差し上げて、それでお茶の再

生をすることは絶対にあり得ないというふうに感じているわけです。ですから、総合的にお

茶をもう少し活発にするにはどうしたらいいか、複合的な施策が必要というふうに考えてお

りますので、若者の定住も含めてやはりお茶でやりたい方、またこちらへ来て自然環境とと

もに生活したい方、いろんなパターンの方がおるもんですから、そういう皆さんにもこちら

へ来ていただけるような意見等も聞きながら対応する。それにはやはり働くところ、それは

農業でも事業所でも結構だと思いますけれども、それと住居、いわゆる空き家対策等も関連

してやることが必要と思っておりますのでね。それは具体的に企画、観光等、今までどおり

よりは少し一歩前進したような形で進めていきたいということを考えております。 
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○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 時間外手当の件でございますけれども、それにつきましては、当

然職員の時間外等不足した場合には、人事のことでありますので、総務課のほうで12月補正

等で対応するということになると思います。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） サービス残業などは絶対にしないという、考えているということ

ですね。確認をさせていただきます。 

  それから、先ほど再質問のところで落としましたけれども、マイナンバー共通番号制につ

いて再質問をさせていただきます。これについては総務課長からいろいろメリット、デメリ

ット、デメリットというのは漏えいの問題ということでありましたけれども、それも制度が

打ち出されたころよりは、いろいろとやはり批判を受けて改善がされている、取り組みがさ

れているんだけれども、それゆえに、さらに複雑なシステムにしていかなければならないと

いうようなことも報道で知りました。そういうことで、町として成り済ましですね、説明書

にもありましたけれども、そういうものが見つかるのか、あるいはまた国などからその１つ

の番号、一人の人の番号について名寄せというか、いろいろな情報を統合して調べられよう

としたときに、そういうことを町が気づくことができるんでしょうか。使われようとしたと

き。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 現在の時点では、私の口から、その成り済ましの方をどんなふう

に見つけるかとかそういうことは、全然判明していないことであります。当然それは国のほ

うでも対処法は考えてくるでしょうし、ちょっと調べましたら、世界を見ますと、もう先進

諸国についてはかなり前からこのナンバー制度というか、ＩＤ制度を採用している国が結構

あります。見ただけでも22カ国ぐらいが既にやっていて、特にお隣の韓国なんかは、もう

1968年ごろからこのナンバー制度を採用しているようなところもありますけれども、そうし

たいろんな先進諸国の例もありますでしょうけれども、そうしたところでやっぱり内容を見

ますと、そうした成り済ましとか情報漏えいとかの問題が非常に多く出て、それに対処して

いるということが書かれております。当然国のほうでもその辺のことは承知をしていて、い

ろんな形の事例を見ながら、その対処法について考えていることと思います。そこら辺の全

貌が明らかになるのはまだちょっと先のことになると思いますけれども、当然議員御心配の

こともありますので、町としてもそこら辺はしっかりと捉えて対応を考えていきたいと思っ

ております。 

○議長（中田隆幸君） 鈴木多津枝君の質疑は既に３回になりましたので、質疑を終わります。 

  ほかに質疑はありませんか。５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） １点、確認をさせていただきたいと思います。 

  企画の課長のほうから、情報端末の説明会ということで８回の開催がされ、218人の多く



－35－ 

の方が参加されている中で、高齢者への説明の方法というものについての質問があったとい

うことですが、私の地区においても高齢者が参加して、端末機が非常に小さくて見えないと

いう意見が多々出ております。ですので、老人会等で、その会場に業者の方においでいただ

いて説明をしていただくことができるかどうか、その辺の確認をお願いしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 今、各地区で「いきいきサロン」等を行っております。そういう

ときに日程調整をして、要望に応じてその場で実際に触っていただく機会を少しでも多く設

定をして、使い勝手がいいようになれていただくよう、やっていく計画でおります。 

○議長（中田隆幸君） 再質問はいいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） ７番、太田です。 

  通告なしで申しわけないんですが。 

  まずお茶の共済の関係ですけれども、町長が言うように、所得補償ということでお茶共済

を考えているようですが、所得補助という点でいけば農薬とか肥料を補助するということに

なると思うんですけれども、前回全協か何かでちょっとお願いしておいたんですけれども、

町が半分、400万円出すということですよね。そうすると、加入する方の加入金と、５年間

の平均の被害額の８割を補償するということの補償額とのバランスがどうかということを出

していただきたいとお願いしておきましたけれども、またさらに出しておいていただいて、

どの程度の補償効果が得られるのかということを、具体的に出していただきたいと思うんで

す。 

  そのことと、前年まで行われた肥料、農薬への補助関係と、どのように効果が即効的にあ

るかという点を、今後機会を見て質問をしたいと思いますので、何らかの数字で示していた

だけたらと思います。 

  それから、もう１点いいですか。 

  端末機の説明につきましては、簡単に言うと、梅高、あるいは瀬平でもそうでしょうけれ

ども、この端末を使うならば、ＮＴＴの電話はやめてもいいじゃないか、そのほうが安くて

うまくいきそうだなというような、非常に誤解を招くようなケースが結構多いわけです。そ

の辺の誤解とかわかりにくい点を、むしろこの218名の出席の中の意見から吸収して、どの

ように説明していけば誤解なり勘違いがなくなるかというようなことの勉強会というか、学

習会が必要であろうと思うんです。いろんな機会を得て説明会をと言っているんですが、き

ょうはこの会議ですから全職員が聞いているからあえてお話ししますと、梅高が約120件あ

って出席したのが20件、あと100件を大体今までの説明会と同じように小１時間かかって、

あと100時間か80時間かかるというようなことになると、途方もない時間が全町でかかって

くると思います。それは、かなり職員の皆さんに負担を強いるような、あるいはサービス残

業で土曜でも日曜でも自分の地区は行かないと留守が多いとか、そういうケースが心配され
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ますので、お年寄りの方々に端末の利用方法を理解していただくための、もう少し具体的な、

あるいはわかりにくい点の咀嚼、あるいは説明方法をきちっと決めてやっていただいたら効

果的ではないかなと思います。そのことができないと、ほとんど使い勝手が悪くて誤解を招

くと思います。 

  もう一つは、裏を返して言うと、これは運営会社がやることですから、営業促進になりか

ねない側面もあると。いうことは、行政の職員が説明に歩きますから、くれぐれも営業推進

にならないように配慮するトークが必要だと思います。 

  その確認だけ、ちょっと企画課長からお聞きしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 先ほどから説明しておりますけれども、まずは数字的に加入者の数等

は今課長のほうから説明をさせますけれども、それが一番大事だろう、それが専業でやって

いる皆さんにも補償が得られるということで、このようなことをさせていただきましたけれ

ども、今言われたように、所得の補助も必要ではないかという御意見かと思いますけれども、

当然補助的なものも必要だというふうに考えておりますし、今回の共済の加入によって対策

も少し変えなければいけない、またそのような促進もしなければいけないだろうというふう

に考えておりますので、今、共済だけで全てが解決するとは思っておりませんので、きめの

細かい対応を検討していきたい、また御指導をいただければありがたいというふうに思って

おります。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 高齢者への説明ですけれども、確かにおっしゃるとおり各会場で

の出席者、地名の地区は大変多くの方に見えていただいたんですけれども、少ないところが

ございます。それにつきましては、今度全職員で回るときには各世帯に設置するに当たって、

その家の世帯主、家屋の所有者の承諾をいただきたいということで説明をしなくてはいけな

いということが、まず 初になります。それと、機器の内容ですけれども、110番、119番が

使えないと、そのことについては誤解のないよう説明は繰り返ししていかなくてはならない

と思っております。実際、職員が回ったときの営業云々ですけれども、職員はあくまでも

「かわねフォン」のほうの設置で、世帯に情報を伝える伝達の一つの媒体としての「かわね

フォン」をぜひ置いていただきたいとのスタイルでの説明で、インターネット云々に入って

くださいとか、今の契約を解除してくださいとかそういうような話は一切できる話ではない

ので、利用の方法としてパンフレットの中には、インターネットの加入もできます、050サ

ービスへの加入もできますというその紹介はできますけれども、それによって運営事業者の

営業に結びつくようなところはしっかり線引きをしなくちゃいけないと考えています。ただ、

情報基盤は各世帯にとにかく今回の線を引き込まない限り皆さんにサービスが提供できない

ので、そのためには、とにかく世帯に引き込むための説明が中心になると、その必要性と機

器の利用の方法が主なところになると思って考えております。何回か、説明会をやってきて
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問題点が見えてきますので、工夫を重ねて誤解のないよう進めていきたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 産業課長、後藤泰久君。 

○産業課長（後藤泰久君） 議員、おっしゃられたように肥料、農薬の支援と茶共済の支援、

またここら辺の効果を今後検証していきたいと思います。現在の今年の茶共済の申し込みの

意向を今とっているわけですが、昨年の54件に対しまして、８月末で140件の加入の意向が

来ております。そのほかに、もう少し待ってくれという茶工場がありますので、若干増える

かと思いますが、このような状況です。 

○議長（中田隆幸君） 再質疑はありますか。７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） ７番、太田です。 

  先に情報基盤、端末のほうを言いますと、役場の職員の皆さんで勉強会というか説明会を

やったと聞いているんですけれども、多分くれぐれも言うと、職員さんがきょうもこの放送

を聞いていると思うんですけれども、温度差が非常にあると思うんですよね、受けとめ方が。

パンフレットで新しいものが、きれいなものができてきて、それを持って、いわば町でこう

いうことをやりますよと言うようなレベルのものと、屋内への引き込みの承諾書、前に言っ

た区長会の皆さんにお願いしたようなことを、承諾書をいただくというようなレベルと、端

末本体の説明と、３つ大枠ではあると思うんですが、ほとんどがパンフレットを持ってこう

いうものを町でやりますのでという軽いレベルの訪問になろうかというふうに感じざるを得

ないところが多いと思うんですね。 

  非常に重要なのは、家の中での引き込みの承諾書をどうとるかという点についての職員さ

んの説明の仕方、承諾書のとり方というのは、ほとんど説明会の中ではされていないと聞い

ておりますけれども、その辺の目的とか狙い、目標というものがめり張りがきかないような

答弁をされていると、うまくいかないよというふうに思います。 

  それから、お茶共済の方はやはり今数字は聞きましたけれども、自園自製の方々が、なか

なか書類がそろわずに躊躇される方が多いわけです。ですから、そこら辺と、もう一つは申

請する時期が差し迫っていますから、そういうことがあってなかなか思うようにできません

けれども、50が100件になっても平均の法則で言えば補償とのバランスは同じことですから、

くれぐれもそこら辺を試算していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 副町長、森紀代志君。 

○副町長（森紀代志君） 情報基盤の関係です。情報基盤の中での職員の対応ですけれども、

職員について、今その住民の方への説明が、引き込みということはちょっと省くんではない

かというようなことをおっしゃいましたが、それについても、職員には、承諾を得るという

のは、そこのうちの建物または中に入ったり穴をくぐってそこへ通すという作業が入ってき

ますので、それについては十分説明をするように伝えておりますので、やっていただけると

思っております。 
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  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 職員の説明会の席においても、ポイントを絞って大事なところを

もう一度示してもらいたいという職員からの要望もありましたので、そのような段階、準備

をしているところでございます。 

○議長（中田隆幸君） 再質問はありますか。 

  それでは、ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  一般会計補正予算（第４号）に反対の立場から討論を行います。 

  先ほど、たくさん質問を、通告をしまして前向きな答弁もたくさんいただきました。引き

出すことができました。そういう中で、どうしても納得できない、賛成することができない

というのは、共通番号制導入に向けたシステム構築費や改修費、それから機構への負担金と

して73万6,000円が、国から全額というお答えでしたけれども、全額ではないですけれども、

736万円に対して国より672万9,000円の補助が出ているということで、大半が国の費用で行

われるということになっていますけれども、これは前田総務課長は本当に前向きな姿勢、答

弁をいつもしてくださって心強いんですけれども、ずっといらっしゃるわけではないし、本

当に国が目指しているところはそんなに生易しいものではなくて、いずれは民間企業などへ

の活用も広げていこうということも書かれているという説明も読みましたので、危険性がま

すます大きくなるなということで、賛成できないかなと、今ずっと迷ったんですけれども、

ほかの点での答弁では納得できましたので、納得できたというか、お茶の支援ではちょっと

まだ物足りないなというところがあったんですけれども、そのほかの点ではほぼ了解できま

したので、賛成しようか、どうしようかと今ずっと悩んでいたんですけれども、やっぱりこ

れはこの場で賛成をしていたら後々後悔することになるだろうということで、反対をするこ

とにしました。 

  もともと、この制度は民主党内閣のときに出されたもので、第二次安倍政権でさらに財界

からの要求に合わせて、手を加えて使いやすくしようというふうな内容になって提出し直し

たものですけれども、昨年５月24日に可決成立して31日に公布されています。行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律案、その他３つの全部で関連

４法から成っており、全協で配付された資料の15ページにも番号制度による国民の懸念とい

うのが書かれておりました。単なる懸念ではなくて、どれを見ても、この書かれていたこと
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は重大なことだなと、問題だなと思います。 

  １つは、一人１番号に統合することで個人のいろいろな情報が容易に照合ができて、追跡

や名寄せ、突合による集積、集約などで個人情報が外部に漏えいするのではないかという懸

念。 

  そして２つ目は、いわゆる成り済ましなどによる個人番号の不正利用などで、財産その他

の被害を負うのではないかという懸念。 

  そして、３つ目が一番大きな問題です。私は問題だと思うんですけれども、国家により個

人の様々な情報が個人番号をキーに名寄せと符合されて一元管理されるのではないかという

懸念。民主主義社会の根幹を揺るがしかねない重大問題が含まれているということで、弁護

士の皆さんや学者の皆さんなど多くの方々が反対、懸念の声を上げているものです。これに

対して、先ほどの課長の答弁、余り概要がはっきりしないので、いずれはっきりしてくれば、

それに対する対応もきちんと行うし、町民を守るためにしっかり行政も対応していきたいと

いう答弁があって、それはそれで本当に立派というか正しいことなんですけれども、でもそ

ういう国の思惑というのはやはりそうではなくて、やはりこの番号を導入することによって、

今でもしばしば起きている個人情報の漏えい事件が、より頻繁に、より大規模に起きるとい

う先ほどの３つの懸念にあわせても、それが大規模に起きて使われていくようになるという

ことは、誰もが考えれば心配するところだと思います。どのように漏えいや成り済ましなど

の事件を防ぐのか、どのように国民の権利を守るのかという点では国も非常に苦慮していて、

いろいろなシステムを複雑化していっている。それが、先ほど課長が言われたように、識別

や一元管理ではなく個別管理にするとか、東西２カ所のプラットホームで管理するとか、符

合を用いた、数字ではなくて、ＡＢＣとかいう文字ではなくて、ちょっとわからないような

符号を用いた管理を考えている、罰則も強化するというふうな、そういうことを国はやるん

だと言っていますけれども、これからどうなるかわからないものです。本来の目的は、こう

いう情報を一元化することによって使いやすく個人の情報を知ることができる、そして民間

でもそれを活用できるようにしていこうという安倍政権の思惑のもとに進められているもの

で、私は何に使われるかというと、医療とか介護サービス、公平な公正なサービスと言いま

すけれども、今抑制策が出ています。生活保護の申請なども、親類の所得状況まで提出、申

請させるという、そういう申請、抑制が強化されています。そういう社会保障と税の一体改

革の中で社会保障費を減らして抑えていこう、そして税をしっかりとっていこうということ

の一環でやられている、このマイナンバー制度。そうなると、マイナンバー制度が用いられ

れば、課長が言われたように脱税がなくなるのかというと、脱税という形ではどうかわかり

ませんけれども、海外の事業、営業で儲けたものとかには、このマイナンバー制は全く適用

しない、使わないということですので、全然そこは一番儲かるところであろうところの情報

というのは正確につかむ保証はないということなんです。 

  小さい個人業者の人たちが、ちょっとした申告漏れなどは確実に指摘されるであろうし、
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それは悪いことではないのかもしれませんけれども、一方の大きいところをざるにしてしま

うということでは、この制度が決して脱税を防ぐ大きな有効なものになるとは言えないもの

で、行政手続などが簡素化されるということでも、やはり今まで紙に書いていたものを紙で

出さなくなるのかというと、そうではないでしょうし、ちょっとした待ち時間が短くなると

いうぐらいのもので、住民は今後2015年、来年10月に個人への番号が通知され、再来年１月

から個人番号の利用が始まるわけですけれども、顔写真が入った個人番号カードが公布され

ると、住民は通知カードや個人番号のカードを持って、会社などに自分の個人番号を提示し

なければならなくなります。そして、会社は源泉徴収などの書類に個人番号を記載して提出

しなければならないということで、会社に個人の番号が行き渡っていくわけです。そして、

2017年１月からは、個人番号によって至るところで個人情報を照合する情報提供ネットワー

クシステムの運用が始まります。共通番号制度の導入により、今でもしばしば起きている個

人情報の漏えい事件が、より頻繁に、より大規模に起きることは誰もが考えられることで、

どのように漏えいや成り済ましなどの事件を防ぐのかというのは、国でもその方法は打ち出

せないでいます。先ほど、課長は先進国22カ国ではもう早くからやっていると、取り入れて

いるということですけれども、韓国でもイギリスでも早くから取り入れていますけれども、

こういう成り済ましなどの事件が頻繁に起きるということで、もうむしろ情報の一元化は止

めようと、分散していこうと、そういう形に今とられてきています、いると書いてありまし

た。情報の中に。 

  ですから、日本はそういうことを事例を見ながらも、財界の要望に沿って、この一情報を、

個人情報を利用できるようにしよう、国もまた、もしかしたら集団的自衛権行使容認などで

自衛隊に人を入れなければいけない、若者を迎えなければいけない、そういうときの個人情

報も得られるようにしようと、そういう思惑もあるのではないかと私は危惧をしています。

そのことで、やはり安易にこういう制度改正について議会でも全協で26日に資料が示された

だけで、議会で特に議論することはありませんでした。私も資料を読んでいて本当に怖いな

と思い、インターネットを開いていろいろ調べて、今のことを考え、賛成できないと思いま

した。本当だったら、もっと議会がきちんとこういう重大なことについては議論をして、

低でも初日の議会で議決をするなどという、こういう安易な態度をとってはならないものだ

と思います。そういうことが相変わらず続いている議会で、この重大な問題を含む一般会計

補正予算に賛成できないということを明らかにして、反対討論とします。 

○議長（中田隆幸君） 次に、原案に賛成の発言を許します。11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） 11番、小籔でございます。 

  一般会計の補正予算案に、ただいま反対の意見が述べられましたけれども、マイナンバー

制度はいろんな懸念があるかと思いますけれども、これは国の政策の中の問題でございまし

て、今回審議しておる川根本町一般会計補正予算案、教育あるいは農業、情報基盤等々いろ

んな問題を含んでおります。身近な生活の問題が含まれております一般会計補正予算が、こ
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の一国の政策的なもので反対されるというのはいかがなものかと考えます。 

  それから、こういう問題は先ほどもありましたけれども、情報基盤では特にコマーシャル

トークを控えて、役場の職員が言ったから入ったけれども、どうだこうだという状況がない

ようなことも注意するというような発言もございましたので、それらを含め、一般町民生活

のために補正予算案に賛成するものであります。 

  皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（中田隆幸君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで討論を終わります。 

  これから議案第44号、平成26年度川根本町一般会計補正予算（第４号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立多数です。 

  したがって、議案第44号、平成26年度川根本町一般会計補正予算（第４号）は原案のとお

り可決されました。 

  なお、ここで30分まで休憩をとりたいと思います。 

  なお、皆様にお願いがございます。先ほど、私がこちらを向いているときに手を挙げた方

がいますが、こちらでは見えないときがございますので、手を挙げて議長と言っていただけ

ればその人を指名できますので、今後は答弁するときも手を挙げてお願いしたいと思います。 

  では、休憩に入ります。 

 

休憩 午前１１時１９分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○議長（中田隆幸君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１３ 議案第４５号 平成２６年度川根本町介護保険事業特別 

              会計補正予算（第１号） 

○議長（中田隆幸君） 日程第13、議案第45号、平成26年度川根本町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 
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○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第45号です。川根本町介護保険事業特別会計補正予算

第１号の提案理由の説明をさせていただきます。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

3,207万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,217万7,000円とし

たいものでございます。 

  これは、前年度の介護保険事業の実績に基づき、国庫支出金、県支出金及び支払基金につ

いての精算に伴う返還金の補正が主なものでございます。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明をさせていただきます。 

  事項別明細の介護４ページをごらんください。 

  第２款保険給付費、第１項介護サービスは、繰越金の補正に伴う財源更正でございます。 

  第７款諸支出金、第２項償還金及び還付加算金は3,207万7,000円の増額です。これは、前

年度の介護給付費及び地域支援事業分の交付額が所要額に対して超過となった国庫支出金、

県支出金及び支払基金交付金をそれぞれ返還するためのものであります。 

  続きまして、歳入について説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の介護３ページをごらんください。 

  第７款繰入金、第２項積立基金繰入金は190万8,000円の減額です。これは、繰越金の補正

に伴う一般財源の調整のための基金の取り崩しの取りやめをお願いするものでございます。 

  第８款繰越金、第１項繰越金は3,398万5,000円の増額です。これは、平成25年度の決算見

込みによる繰越金の増額をお願いするものであります。 

  以上、よろしく御審議の上、御採択賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  通告に従いまして質問いたします。 

  ４ページの７款２項２目国・県支出金と返還金2,874万7,000円についてですけれども、給

付費で国が1,789万4,166円、県の分が902万8,272円の返還、地域支援のほうで、国が121万

3,647円、県が60万6,824円の返還という説明が全協でありましたけれども、前年度の給付費

が超過したということで、給付費幾らに対してこのような返還になったのか、国・県の負担

割合は幾らになっているのか、その点について説明をお願いいたします。 

  それから、同様に細節７の支払基金への返還金333万5,000円についても、給付費で305万

8,848円、地域支援で27万6,918円の返還との説明がありましたけれども、これも支払基金の

負担割合はどういうふうになっているのか、この点について説明をお願いします。 

○議長（中田隆幸君） 福祉課長、鳥本宗幸君。 

○福祉課長（鳥本宗幸君） それでは、ただいまの鈴木議員の御質問にお答えさせていただき

ます。 



－43－ 

  まず、給付費に対しての負担割合ですが、特養や老健などの施設分と居宅サービスや通所

サービスなどの、その他の経費の２種類に分かれて、それぞれ負担割合が異なっております。

まず、施設分５億565万円に対しての国の負担割合が15％となっております。収入額8,281万

6,391円に対して決算額が7,584万7,627円となり、施設費の返還金額が696万8,764円。その

他経費分５億3,871万8,000円に対しての負担割合が20％となっております。収入額１億

1,866万9,130円に対して決算額が１億774万3,728円で、その他経費の返還額が1,092万5,402

円。合わせて国への返還金額が1,789万4,166円です。次に、県への返還金ですが、施設分の

負担割合は17.5％となっております。収入額9,256万9,000円に対して、決算額が8,848万

8,898円となり、返還額が408万102円。その他経費分が負担割合12.5％となっております。

収入額7,228万8,000円に対して決算額6,733万9,830円となり、返還額が494万8,170円。県へ

の返還額が合わせて902万8,272円となります。 

  次に、地域支援の返還金についても、一次予防事業に係る介護予防事業費と包括支援セン

ター等運営のための包括支援事業では、これも負担割合が異なります。 

  まず、介護予防事業費594万円に対しての国の負担割合は25％となっております。収入額

169万4,250円、決算額145万5,243円で返還額が23万9,007円。包括的支援事業1,642万3,000

円に対しての国の負担割合は39.5％となっております。収入額746万1,945円、決算額648万

7,305円で、返還額が97万4,640円、合わせて国への返還額が121万3,647円となります。 

  次に、県への返還金ですが、介護予防事業に対する負担割合は12.5％となっております。

収入額84万7,125円、決算額72万7,621円で、返還額が11万9,504円、包括的支援事業に対す

る負担割合は19.75％になっております。収入額373万972円、決算額324万3,652円で、返還

額が48万7,320円、合わせて県への返還額が60万6,824円となります。返還額が大きくなった

理由ですけれども、全員協議会でも御説明したとおり、平成24年度の給付費の支払いが不足

となり、平成25年度当初に3,523万7,000円の繰上充用をしたこと。また、平成25年度前期の

給付費支払額が前年比５％程度の伸び率を示していたために、年度末の給付費不足を起こさ

ないために余裕を持った交付申請を行って、国・県等の交付を受けたものであります。 

  次に、支払基金への返還金ですが、介護給付費、地域支援事業費とも負担割合は29％とな

っております。まず、給付費は収入額３億592万6,000円に対し決算額３億286万7,152円、返

還額が305万8,848円。次に、地域支援事業費の収入額196万5,000円、決算額168万8,082円、

返還額が27万6,918円となります。 

  以上、お答えいたします。 

○議長（中田隆幸君） 再質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで質疑を終わります。 
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  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第45号、平成26年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第45号、平成26年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 議案第４６号 平成２６年度川根本町簡易水道事業特別 

              会計補正予算（第２号） 

○議長（中田隆幸君） 日程第14、議案第46号、平成26年度川根本町簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、議案第46号です。川根本町簡易水道事業特別会計補正予算

について提案理由の説明をさせていただきます。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

433万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それそれ２億8,486万2,000円とした

いものであります。これは、水質検査委託料の減額及び新小長井浄水場設計委託料の増額補

正が主なものでございます。 

  事項別明細書により歳出から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の簡水４ページをごらんください。 

  第２款水道事業費、第１項水道管理費は528万4,000円の減額です。これは、水質検査委託

料について契約実績に伴う減額です。 

  第２項水道建設費は94万6,000円の増額です。これは、新小長井浄水場設計委託料につい

て再整備計画位置の変更が必要になったことに伴う増額をお願いするものであります。 

  第４款公債費、第１項公債費は、基金繰入金の減額に伴う財源更正です。 

  続きまして、歳入について説明をさせていただきます。 
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  事項別明細の簡水３ページをごらんください。 

  第７款繰入金、第２項基金繰入金は433万8,000円の減額です。これは、一般財源の調整の

ための基金の取り崩しの取りやめをお願いするものであります。 

  以上、御審議の上、御採択賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中田隆幸君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  通告に従いまして質問をいたします。 

  歳出のほうの４ページですけれども、２款１項１目水道維持管理費、13節委託料で水質検

査委託料が528万4,000円減額になっていることについてですけれども、当初予算額が690万

ですので予算に対して75％以上の減額になっています。これは、前年度も同様に予算額780

万円に対して580万円、74％の減額をしているものですけれども、低価格調査で、基準調査

で機械を保有しているので低価格でできると判断しているという説明がありましたけれども、

入札予定価格はこの場合税込みが必要なのか、ポンプ車は要らなかったということですけれ

ども、税込みで幾らになるのか、通告してありますので回答してください。 

  それから、専門業者が入札に入るわけですので、普通だったら、どの会社も必要な機械類

などは持っていると思うんです。機械類を保有しているので低価格でできるということであ

れば、この町の予算が適正だったのかなというふうなこともちょっと疑問が湧いてきますけ

れども、また当町独自の特殊な機械を必要とするのかどうか、そういう点も説明をお願いし

ます。 

  そして、前年より１割は26年度の予算を下げているわけですね。780万円の予算から690万

円に下げていますので、１割ほど下げているんですけれども、この予算はどのようにして見

積もっているのか。簡単でいいですので、およそ状況がわかる程度に説明をお願いいたしま

す。 

○議長（中田隆幸君） 建設課長、大村浩美君。 

○建設課長（大村浩美君） ただいまの鈴木議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  入札予定価格は税込みで680万4,000円です。水質検査は、水道法の規定に基づき実施して

おります。検査項目に町で独自に指定するものはございません。業務受託業者が、入札金額

が発注できる理由として自社内で十分に推挙できる人材、機材を保有しているとしています

のは、検査体制の整備についてこちらのほうに報告しているものでありまして、その中に特

別な検査、機器類が整備されているという説明ではないと考えております。 

  予算額は３社に見積もりを依頼し、その平均で出しております。国で水質検査の業務単価

の基準を設けるという話も聞いておりますが、それまでは業者からの見積もりにより予算額

を決定することになります。それから、前年度に対して今年と前年度の予算の差ですけれど

も、検査項目が25年度は50項目だったんですけれども、今年度は30項目ということで、その
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項目数が変わったことにより前年度と今年度の予算が変わっております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 再質疑はありませんか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第46号、平成26年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第46号、平成26年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１５ 認定第１号 平成２５年度川根本町一般会計歳入歳出決 

             算認定について 

◎日程第１６ 認定第２号 平成２５年度川根本町国民健康保険事業特 

             別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第１７ 認定第３号 平成２５年度川根本町後期高齢者医療事業 

             特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第１８ 認定第４号 平成２５年度川根本町介護保険事業特別会 

             計歳入歳出決算認定について 

◎日程第１９ 認定第５号 平成２５年度川根本町簡易水道事業特別会 

             計歳入歳出決算認定について 

◎日程第２０ 認定第６号 平成２５年度川根本町温泉事業特別会計歳 

             入歳出決算認定について 

◎日程第２１ 認定第７号 平成２５年度川根本町いやしの里診療所事 
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             業特別会計歳入歳出決算認定について 

○議長（中田隆幸君） 日程第15、認定第１号、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第21、認定第７号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定についてまでを一括議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。会計管理者兼出納室長、安竹賢治君。 

○会計管理者兼出納室長（安竹賢治君） それでは、認定第１号から認定第７号まで一括御説

明いたします。 

  本案は、地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度川根本町一般会計並びに各

特別会計の認定をお願いするものであります。 

  まず、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算の概要につきまして御説明いたします。 

  決算書の一般１ページをごらんください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款町税は、収入済額13億8,053万5,000円で、前年度対比１億2,209万4,000円、9.7％の

増となりました。入湯税は減収となったものの、町民税、固定資産税、町たばこ税の増収に

よるものです。収入増の要因は、町民税では法人課税分の増、固定資産税では、国有資産長

島ダムの評価算定における課税軽減特例期間の終了により交付額が１億円を増加したこと。

また、たばこ税は、都道府県と市町村間の税源移譲があったことによるものです。不納欠損

額は22万1,000円、収入未済額は6,057万3,000円です。 

  ２款地方譲与税は、収入済額5,314万1,000円で、前年度対比マイナス272万5,000円、

4.88％の減となりました。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税であります。 

  ３款利子割交付金は、収入済額179万4,000円で、前年度対比マイナス25万9,000円、

12.62％の減となりました。 

  ４款配当割交付金は、収入済額292万7,000円で、前年度対比134万3,000円、84.79％の増

となりました。算定基準となる県民税の株式配当割の増が要因です。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済額510万7,000円で、前年度対比468万3,000円と大

きな増となりました。算定基準となる県民税の株式等譲渡所得の大幅な増が要因となってお

ります。 

  ６款地方消費税交付金は、収入済額8,427万1,000円で、前年度対比マイナス72万4,000円、

0.85％の減となりました。 

  ７款自動車取得税交付金は、収入済額1,982万8,000円で、前年度対比マイナス207万3,000

円、9.47％の減となりました。 

  ８款地方特例交付金は、収入済額155万円で、前年度対比マイナス76万8,000円、33.13％

の減となりました。 

  ９款地方交付税は、収入済額29億7,942万7,000円で、前年度対比マイナス3,205万7,000円、

1.06％の減となりました。 



－48－ 

  10款交通安全対策特別交付金は、収入済額138万7,000円で、前年度対比３万5,000円、

2.59％の増となりました。 

  11款分担金及び負担金は、収入済額3,125万4,000円で、前年度対比マイナス674万9,000円、

17.76％の減となりました。収入未済額は142万円です。農業費の分担金の減です。 

  12款使用料及び手数料は、収入済額6,266万1,000円で、前年度対比マイナス４万5,000円、

0.07％の減となりました。収入未済額は170万4,000円です。 

  13款国庫支出金は、収入済額１億7,881万6,000円で、前年度対比マイナス2,189万3,000円、

10.91％の減となりました。国庫負担金、国庫補助金及び委託金です。 

  14款県支出金は、収入済額５億5,327万7,000円で、前年度対比1,463万2,000円、2.72％の

増となりました。 

  15款財産収入は、収入済額3,987万7,000円、前年度対比マイナス983万5,000円、19.78％

の減となりました。これは利子及び配当金の減です。 

  16款寄附金は、収入済額146万1,000円で、前年度対比マイナス31万4,000円、17.7％の減

となりました。 

  17款繰入金は、収入済額4,245万9,000円で、前年度対比マイナス２億5,331万7,000円、

85.64％の減となりました。特別会計繰入金、基金繰入金です。24年度に役場総合支所建設

基金の廃止による繰り入れがあったため、数字上前年度に比べ、25年では大きな減となった

ものです。 

  18款繰越金は、収入済額６億9,962万8,000円で、前年度対比１億8,385万7,000円、35.6％

の増となりました。 

  19款諸収入は、収入済額１億2,504万8,000円で、前年度対比マイナス1,290万7,000円、

9.36％の減となりました。受託事業収入及び雑入等の収入であります。収入未済額は193万

9,000円です。 

  20款町債は、収入済額１億4,670万円で、前年度対比マイナス１億480万円、41.67％の減

となりました。これは、臨時財政対策債の借り入れを行わなかったことによるものです。 

  歳入合計収入済額64億1,115万円で、前年度対比マイナス１億2,182万4,000円、1.86％の

減となりました。不納欠損額22万1,000円、収入未済額6,563万8,000円です。 

  次に、歳出を説明いたします。 

  ３ページをごらんください。 

  １款議会費は、支出済額6,990万9,000円で、前年度対比506万1,000円、7.80％の増となり

ました。 

  ２款総務費は、支出済額12億8,325万9,000円で、前年度対比3,708万8,000円、2.98％の増

となりました。総務管理費、企画費などです。 

  ３款民生費は、支出済額11億2,378万5,000円で、前年度対比2,704万9,000円、2.46％の増

となりました。社会福祉費で増となっております。 
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  ４款衛生費は、支出済額６億4,100万9,000円で、前年度対比7,850万1,000円、13.95％の

増となりました。保健衛生費で増となっています。 

  ５款労働費は、支出済額184万円で、前年度とほぼ同額です。 

  ６款農林水産業費は、支出済額６億5,183万8,000円で、前年度対比１億5,842万3,000円、

32.1％の増となりました。農業費、林業費ともに増となっています。 

  ７款商工費は、支出済額２億6,243万3,000円で前年度対比2,372万8,000円、9.94％の増と

なりました。 

  ８款土木費は、支出済額１億9,662万5,000円で、前年度対比マイナス1,883万8,000円、

8.74％の減となりました。道路橋梁費、河川費、住宅費の減が要因となっております。 

  ９款消防費は、支出済額３億3,428万9,000円で、前年度対比マイナス5,313万5,000円、

13.71％の減となりました。常備消防費の委託料負担金で減となっております。 

  10款教育費は、支出済額４億7,832万3,000円で、前年度対比マイナス5,543万2,000円、

10.38％の減となりました。保健体育費が減となっております。 

  11款災害復旧費は、支出済額371万9,000円で、前年度対比マイナス２億1,954万4,000円、

98.3％の減となりました。農林水産施設災害復旧費の大幅な減です。 

  12款公債費は、支出済額７億4,629万6,000円で、前年度対比マイナス2,291万円、2.97％

の減となりました。 

  13款予備費は、支出がありませんでした。 

  歳出合計57億9,333万1,000円、前年度対比マイナス4,001万5,000円です。0.68％の減とな

りました。 

  翌年度繰越額３億1,954万3,000円、不用額は３億1,466万3,000円であります。 

  歳入歳出差引残額は６億1,781万8,000円であります。 

  次に、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、概要を

御説明いたします。 

  決算書、国民健康保険事業特別会計決算書１ページをごらんください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款国民健康保険税は、収入済額１億6,676万6,000円で、前年度対比マイナス571万9,000

円、3.32％の減となりました。不納欠損額64万7,000円、収入未済額3,211万9,000円です。 

  ２款使用料及び手数料は、収入済額７万4,000円で、前年度対比マイナス8,000円、

10.14％の減となりました。 

  ３款国庫支出金は、収入済額１億8,146万3,000円で、前年度対比1,767万8,000円、

10.79％の増となりました。国庫負担金の増であります。 

  ４款療養給付費交付金は、収入済額9,585万5,000円で、前年度対比2,708万3,000円、

39.38％の増となりました。 

  ５款前期高齢者交付金は、収入済額２億8,587万8,000円で、前年度対比1,195万4,000円、
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4.36％の増となりました。 

  ６款県支出金は、収入済額4,918万7,000円で、前年度対比マイナス611万8,000円、

11.06％の減となりました。県負担金及び県交付金であります。 

  ７款共同事業交付金は、収入済額１億251万6,000円で、前年度対比2,459万7,000円、

31.57％の増となりました。 

  ８款財産収入は、収入済額３万8,000円で、前年度対比1,000円、3.11％の増となりました。 

  ９款繰入金は、収入済額9,603万7,000円で、前年度対比3,901万2,000円、68.41％の増と

なりました。一般会計繰入金、基金繰入金です。 

  10款繰越金は、収入済額6,091万円で、前年度対比マイナス1,445万7,000円、19.18％の減

となりました。 

  11款諸収入は、収入済額159万8,000円で、前年度対比マイナス123万8,000円、43.66％の

減となりました。 

  歳入合計10億4,032万2,000円、前年度対比9,278万4,000円、9.79％の増となりました。不

納欠損額64万7,000円、収入未済額3,211万円です。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  ２ページをごらんください。 

  １款総務費は、支出済額2,174万3,000円で、前年度対比マイナス176万円、7.49％の減と

なりました。 

  ２款保険給付費は、支出済額６億4,369万3,000円で、前年度対比6,540万2,000円、

11.31％の増となりました。 

  ３款後期高齢者支援金は、支出済額１億1,935万3,000円で、前年度対比75万3,000円、

0.64％の微増となりました。 

  ４款前期高齢者納付金は、支出済額11万3,000円で、前年度対比マイナス3,000円、2.18％

の減となりました。 

  ５款老人保健拠出金は、支出済額7,000円で、前年度対比1,000円の減となりました。 

  ６款介護納付金は、支出済額5,621万2,000円で、前年度対比153万6,000円、2.81％の増と

なりました。 

  ７款共同事業拠出金は、支出済額１億686万2,000円で、前年度対比1,629万円、17.99％の

増となりました。 

  ８款保健事業費は、支出済額1,129万6,000円で、前年度対比マイナス26万2,000円、

2.27％の減となりました。 

  ９款基金積立金は、３万8,000円で、前年度対比1,000円の増となりました。 

  10款公債費は、支出がありませんでした。 

  11款諸支出金は、支出済額573万3,000円で、前年度対比マイナス353万5,000円、38.15％

の減となりました。退職被保険者等返還金の減でございます。 
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  12款予備費は、支出がありませんでした。 

  歳出合計は９億6,505万円で、前年度対比7,842万円2,000円、8.84％の増となりました。

不用額6,945万円であります。 

  歳入歳出差引残額は7,527万2,000円でございます。 

  次に、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計につきまして概要を御説明いたし

ます。 

  決算書の後期高齢者医療事業特別会計１ページをごらんください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款後期高齢者医療保険料は、収入済額8,278万5,000円で、前年度対比114万円、1.4％の

増となりました。収入未済額は174万2,000円です。 

  ２款使用料及び手数料は、収入済額7,000円で、前年度対比1,000円の減となりました。 

  ３款繰入金は、収入済額3,007万3,000円で、前年度対比マイナス38万2,000円、1.26％の

減となりました。 

  ４款諸収入は、収入済額３万9,000円で、前年度対比１万9,000円の増となりました。 

  ５款繰越金は、収入済額180万6,000円で、前年度対比34万7,000円、23.83％の増となりま

した。 

  歳入合計は１億1,471万1,000円で、前年度対比112万4,000円、0.99％の増となりました。

収入未済額は174万2,000円です。 

  続きまして、歳出です。 

  ２ページをごらんください。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金は、支出済額１億1,442万円で、前年度対比265万円、

2.37％の増となりました。 

  ２款諸支出金は、支出済額１万円で、前年度対比1,284円の増となりました。繰出金です。 

  歳出合計１億1,443万1,000円、前年度対比265万1,000円、2.37％の増となりました。不用

額267万円です。 

  歳入歳出差引残額は28万円であります。 

  次に、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして概要を御説明

いたします。 

  決算書、介護保険事業特別会計１ページをごらんください。 

  歳入からです。 

  １款保険料は、収入済額１億7,863万1,000円で、前年度対比271万8,000円、1.55％の増と

なりました。介護保険料であります。不納欠損額はありません。収入未済額は323万2,000円

です。 

  ２款使用料及び手数料は、収入済額２万4,000円で、前年度と同額です。手数料でありま

す。 
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  ３款国庫支出金は、収入済額３億2,284万8,000円で、前年度対比5,885万9,000円、22.3％

の増となりました。国庫負担金、国庫補助金ともに増額です。 

  ４款支払基金交付金は、収入済額３億2,176万9,000円で、前年度対比3,722万1,000円、

13.08％の増となりました。 

  ５款県支出金は、収入済額１億7,699万3,000円で、前年度対比2,063万5,000円、13.2％の

増となりました。県負担金及び県補助金です。 

  ６款財産収入は、収入済額5,000円で、前年度比7,000円の減となりました。 

  ７款繰入金は、収入済額１億7,026万2,000円で、前年度対比マイナス2,797万2,000円、

14.11％の減となりました。一般会計繰入金、積立基金繰入金であります。 

  ８款繰越金はございませんでした。 

  ９款諸収入は、収入済額24万8,000円で、前年度対比６万5,000円、35.6％の増となりまし

た。 

  歳入合計は11億7,078万円で、前年度対比2,752万2,000円、2.41％の増となりました。不

納欠損額はございません。収入未済額323万2,000円です。 

  続きまして、決算書、介護２ページの歳出です。 

  １款総務費は、支出済額3,179万4,000円で、前年度対比マイナス622万6,000円、16.38％

の減となりました。総務管理費、徴収費、介護認定審査会費等です。 

  ２款保険給付費は、支出済額10億4,447万円で、前年度対比2,389万3,000円、2.34％の増

となりました。介護サービス等諸費が主なものです。 

  ３款財政安定化基金拠出金は、支出はありませんでした。 

  ４款基金積立金は、支出済額5,000円で、前年度比7,000円の減となりました。 

  ５款地域支援事業費は、支出済額2,241万4,000円で、前年度対比164万6,000円、7.93％の

増となりました。 

  ６款公債費は、支出はございません。 

  ７款諸支出金は、支出済額287万4,000円で、前年度対比マイナス9,624万3,000円、97.1％

の減となりました。これは、国・県支出金等返還金の大幅な減によるものです。 

  ９款前年度繰上充用金は、支出済額3,523万6,000円で、当年度のみの支出でございます。 

  歳出合計11億3,679万4,000円で、前年度対比マイナス4,170万円、3.54％の減となりまし

た。不用額4,435万9,000円です。 

  歳入歳出差引残額は3,398万6,000円であります。 

  次に、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の概要を説明いたします。 

  決算書、簡易水道事業特別会計１ページをごらんください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款分担金及び負担金は、収入済額31万円で、前年度対比マイナス129万円、80.63％の減

となりました。これは、加入負担金の減です。 
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  ２款使用料及び手数料は、収入済額１億1,051万8,000円で、前年度対比マイナス300万円、

2.64％の減となりました。収入未済額が1,226万2,000円です。 

  ３款財産収入は、収入済額３万2,000円、前年度対比マイナス44万6,000円、93.24％の減

となりました。 

  ４款繰入金は、収入済額１億3,881万6,000円で、前年度対比1,644万円、13.43％の増とな

りました。一般会計繰入金、基金繰入金でございます。 

  ５款繰越金は、収入済額554万円で、前年度対比14万5,000円、2.68％の増となりました。 

  ６款諸収入は、収入済額１万8,000円で、前年度とほぼ同額です。これは雑入であります。 

  ７款町債は、収入済額3,000万円で、前年度はゼロでありました。これは簡易水道施設整

備のため、過疎対策事業債及び簡易水道事業債を借り入れしたものでございます。 

  歳入合計２億8,523万4,000円で、前年度対比4,184万9,000円、17.19％の増となりました。

収入未済額1,262万2,000円です。 

  続きまして、歳出、簡易水道決算書２ページです。 

  １款総務費は、支出済額3,216万5,000円で、前年度対比613万2,000円、23.55％の増とな

りました。公課金の増です。 

  ２款水道事業費は、支出済額１億2,966万5,000円で、前年度対比5,220万6,000円、67.4％

の増となりました。水道建設費の増によるものです。 

  ３款基金積立金は、支出済額３万2,000円で、24年度までは基金積立金は１款総務費で計

上しておりましたが、25年度から新たに款を設置したものです。 

  ４款公債費は、支出済額１億2,241万5,000円、前年度対比マイナス1,193万9,000円、

8.89％の減となりました。 

  ５款予備費の支出はありませんでした。 

  ６款諸支出金は、支出済額７万5,000円余であります。24年度から25年度に繰り越しされ

た事業の終了に伴い、工事差金を一般会計へ戻すために繰り出ししたものです。 

  歳出合計２億8,435万2,000円で、前年度対比4,650万6,000円、19.55％の増となりました。

不用額は1,328万2,000円です。 

  歳入歳出差引残額は88万3,000円です。 

  次に、平成25年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算の概要を説明いたします。 

  決算書、温泉事業特別会計１ページをごらんください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款使用料及び手数料は、収入済額383万6,000円で、前年度対比マイナス101万1,000円、

20.87％の減となりました。収入未済額が240万6,000円です。 

  ２款財産収入は、収入済額2,000円で、前年度とほぼ同額です。 

  ３款繰入金は、収入済額1,967万8,000円で、前年度対比マイナス33万5,000円、1.73％の

減となりました。 
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  ４款繰越金は、収入済額19万2,000円で、前年度対比マイナス251万円、92.89％の減とな

りました。 

  ５款諸収入は、収入済額105万2,000円で、前年度に対し105万円の増となりました。加入

納付金の増によるものです。 

  歳入合計2,476万1,000円で、前年度対比マイナス213万6,000円、7.94％の減となりました。

収入未済額は240万6,000円でございます。 

  次に、歳出、２ページです。 

  １款総務費は、支出済額893万2,000円で、前年度対比62万7,000円、7.56％の増となりま

した。 

  ２款温泉事業費は、支出済額1,570万6,000円で、前年度対比マイナス13万8,000円、

0.87％の減となりました。 

  ３款基金管理費は、支出済額3,000円で、前年度とほぼ同額です。 

  ４款予備費は、支出がございません。 

  歳出合計2,464万1,000円で、前年度対比マイナス206万4,000円、7.73％の減となりました。

不用額は622万3,000円であります。 

  歳入歳出差引残額は12万円であります。 

  次に、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計歳入歳出決算の概要を御説明い

たします。 

  決算書、いやしの里診療所事業特別会計１ページをごらんください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款診療収入は、収入済額2,306万8,000円で、前年度対比729万8,000円、46.28％の増で

す。外来収入が増となったものであります。 

  ２款使用料及び手数料は、収入済額８万4,000円で、前年度対比４万6,000円の増です。文

書手数料であります。 

  ３款繰入金は、収入済額2,225万円で、前年度対比55万円、2.53％の増です。 

  ４款繰越金は、収入済額５万6,000円で、前年度対比１万5,000円の増です。 

  ５款諸収入は、収入済額１万9,000円です。 

  歳入合計4,547万7,000円で、前年度対比792万9,000円、21.12％の増となりました。 

  次に、歳出、２ページです。 

  １款総務費は、支出済額3,648万2,000円で、前年度対比437万8,000円、13.64％の増とな

りました。研究、研修費の増によるものです。 

  ２款医業費は、支出済額894万3,000円で、前年度対比355万5,000円、66％の増となりまし

た。主に医薬材料費、備品購入費の増です。 

  ３款諸支出金、４款予備費の支出はありませんでした。 

  歳出合計4,542万5,000円で、前年度対比793万3,000円、21.16％の増となりました。不用
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額は509万9,000円、歳入歳出差引残額５万1,000円であります。 

  以上、決算の概要について御説明いたしました。よろしく御審議くださいますようお願い

いたします。 

○議長（中田隆幸君） ここで暫時休憩をしたいと思います。 

  再開は13時15分からお願いいたします。 

 

休憩 午後 零時２６分 

 

再開 午後 １時１７分 

 

○議長（中田隆幸君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開したいと思います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

○議長（中田隆幸君） 次に、平成25年度一般会計及び特別会計の決算審査の結果について、

代表監査委員から御報告をいただきたく思います。代表監査委員、柳原義六君。 

○代表監査委員（柳原義六君） 平成25年度一般会計及び特別会計の決算審査について御報告

をいたします。 

  審査期日は７月23日から29日の５日間で、本町役場第一会議室において、関係課長及び担

当者の出席を求め、森監査委員と審査を行いました。 

  限られた短期間のため、関係者には御負担をおかけいたしました。 

  審査の報告につきましては、決算審査意見書がお手元にあると思いますが、64ページの総

括を御参照いただきたいと思います。64ページの総括でございます。 

  読ませていただきますが、平成25年度一般会計及び特別会計決算について関係課長及び担

当者の出席を求め、慎重に審査を行った。 

  総合的な意見として３点あります。 

  １つが、国有資産交付金の償却資産軽減特例、今まで４分の３でございましたが、軽減特

例が外され、固定資産税が前年比１億1,500万円増加し、町税が増加しました。今後、この

国有資産の償却資産、これ25年度で償却資産が359億円あります。10年後はどうなっている

かというと、10年後の平成35年には270億円ということで、償却資産が、これは長島ダムの

関係ですが、減価するということで、この10年間で固定資産税が１億2,400万円、この関係

だけで減少していきます。将来減少傾向の町税及び国保税、また介護保険料等や使用料、手

数料分担金、負担金の収入確保、回収については、より一層万全を期すること。特に、滞納

者の中には高額化、長期化しており、時効が懸念され早急な対応が求められております。 

  また、２つ目には本年度の町債の発行は１億4,700万円、前年が２億5,200万円でありまし
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た。元金償還が約６億6,800万円で、町債残高は50億600万と近年減少しております。26年度

は情報通信基盤整備計画があり、大型予算編成で町債発行も予定されております。町債発行

及び債務負担行為による事務事業の執行に当たっては、町財政の現況と高齢化、人口減少化

等将来の動向を見きわめながら、有効かつ適切な運用を期すること。 

  ３点目が、町民ニーズに合った事業や公的施設の見直し、事務の改善合理化・効率化を積

極的に進める一方、需用費の節減に努めること。また、職員一人一人が常に費用対効果を意

識した行動や、各事業実施後の精査確認を徹底されたい。 

  総体的に、平成25年度決算について、実質収支は５億400万であるが、単年度収支は△の

１億5,800万であります。この大きな要因は、減債基金へ３億7,100万円積み立てしたためで

あります。 

  一般会計、特別会計を含め人件費負担が大きい。25年度一般会計の人件費は11億300万円

で、前年比6,000万円と大きく減少いたしました。これは、24年度末の退職者が11名、25年

度新採２名、再任２名で７名減少したためであります。人件費は長期的な視野で見ますと減

少傾向にありますが、今後、町税交付金、人口の減少、高齢化等、町財政には厳しい予想。

職員減少分は臨時職員等で対応されているが、常に人件費コストを意識し、職員の質の向上、

行政事務処理の効率化をさらに推進をされたい。 

  歳入において、滞納繰り越し分を除けば町税をはじめ、使用料等、高い収納率であります。

しかし、一般会計、特別会計の収入未済額が１億1,740万3,000円、前年比56万5,000円の減

で前年より減少はしましたが、不納欠損額が、これは合計ですが86万8,000円、前年よりも

40万9,000円増加しております。回収努力はされておりますが、全体的に税務課依存が目に

つきます。担当の創意工夫、積極的な取り組みを求めたいと思います。 

  また、滞納者の内容は長期化、高額化、失踪者等様々であります。税金だけでなく使用料、

負担金、保険料等各課にわたっております。これは、町全体の大きな問題であるため、総務

課主幹の滞納税料等の回収委員会を設置し、より一層取り組みを強化されるよう検討された

いと思います。 

  特に、長期滞納者は、時効により税金、使用料等が回収できなくなり、高額な不納欠損処

理が発生することも予測されます。特に、各担当者の時効の中断についての勉強も必要であ

ると思われます。事業実施に当たっては、各事業の完遂と経費削減を評価いたします。 

  今後ますます増大する行政需要、あるいは多様化する町民ニーズに対応するため、現状希

薄な各課連携を密にして行政推進を図っていただきたい。今年度事業の翌年度繰越明許、約

３億2,000万ありました。特に多かったです。補助事業等の関係もありますが、事業によっ

ては緊急を要するものもありますので、事業年度内に完了するよう努力されたい。 

  なお、事業実施に当たり、これからも国・県補助金及び町債等、有利な特定財源の確保に

努力し、歳入の安定を図られたい。 

  今後、歳入では税収減、交付税の２町から１町への算定替え等での減収化、人口減少、少
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子高齢化も進み、義務的経費、特に扶助費はますます増加することが予想されます。また、

各施設のあり方等、行財政改革を含め、今後の財政運営には格段の配慮と積極的な取り組み

を求めたい。 

  結びに、関係者の御協力により、５日間と限られた審査期間に有効な審査ができたことを

つけ加えて総括といたします。 

  なお、財政健全化審査意見書につきましても別冊のとおりで、実質赤字比率、連結赤字比

率はそれぞれ黒字、将来負担比率は、将来負担額より充当可能財源が上回っているため、そ

れぞれ発生はいたしません。実質公債費比率は、過去３年間の平均値であるが6.8％で、前

年より0.6ポイント改善されました。要因は、財政規模が増加し公債費は減少したため、早

期健全化基準の25％を大きく下回っており、財政は健全であります。 

  詳細につきましては、お手元の決算意見書、また財政健全化意見書をもってかえさせてい

ただきます。 

  以上、決算審査の監査意見とさせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） 御苦労さまでした。 

  これから質疑を行います。 

  質疑は、認定第１号から認定第７号まで全てについて総括的な内容で行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑はなしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております認定第１号から認定第７号については、11人の委員で構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査をすることにしたいと思います。 

  御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第１号から認定第７号については、11人の委員で構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託をして審査することに決定しました。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の任期については、委員会条例第７条第３

項の規定によって、議長を除く11人の議員を指名したいと思います。 

  御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、決算特別委員会の委員は、議長を除く11人の議員を選任することに決定しま
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した。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎散  会 

○議長（中田隆幸君） お諮りします。 

  特別委員会開催の都合によって、９月５日から９月18日までの14日間を休会としたいと思

います。 

  御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、９月５日から９月18日までの14日間休会とすることに決定しました。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時３０分 
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平成２６年第３回川根本町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２６年９月１９日（金）午前９時開議 

      諸般の報告 

日程第 １ 一般質問 

日程第 ２ 議案第３９号 川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

             する基準を定める条例の制定について 

日程第 ３ 議案第４０号 川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

             条例の制定について 

日程第 ４ 議案第４１号 川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

             定める条例の制定について 

日程第 ５ 認定第 １号 平成２５年度川根本町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ６ 認定第 ２号 平成２５年度川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

日程第 ７ 認定第 ３号 平成２５年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

             認定について 

日程第 ８ 認定第 ４号 平成２５年度川根本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ９ 認定第 ５号 平成２５年度川根本町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第１０ 認定第 ６号 平成２５年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第１１ 認定第 ７号 平成２５年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計歳入歳出決 

             算認定について 

日程第１２ 発議第 ６号 地震財特法の延長に関する意見書の提出について 

日程第１３ 発議第 ７号 「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書の提出について 

日程第１４ 請願第 １号 行政書士法違反書類の川根本町各機関への提出排除に関する請願 

日程第１５ 川根本町議会議員派遣の件 

日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１７ 常任委員会の閉会中の継続調査の件 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開  議 

○議長（中田隆幸君） これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中田隆幸君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員に町長以下関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（中田隆幸君） 次に、８月12日の平成26年第１回臨時議会における鈴木多津枝議員の

議案質疑に対する答弁に誤りがありましたので、町長よりおわびと訂正があります。 

  町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 皆様、おはようございます。 

  きょうは大変多くの傍聴の皆さんもお見えでございます。そのような中で、冒頭で訂正と

いうことで大変恥ずかしい話なんですが、事実間違っていたということで、大変申し訳あり

ませんけれども、訂正をさせていただきたいというふうに思います。 

  ８月12日に開催されました臨時議会におきまして、議案第37号です。工事請負契約の締結

についての質疑におきまして、鈴木議員から質問がありました中国ブロードバンドサービス

株式会社の事業所の所在地についての回答におきまして、事務所は「下泉のセントレー」に

ある旨回答いたしました。しかし、実際は事業所の所在地は広島県の安芸高田市にあり、町

内に事業所の設置はありませんでしたので、誤った回答をいたしましたことにつきまして、

おわびと訂正をさせていただきたいというものでございます。 

  なお、中国ブロードバンドサービス株式会社の事務所は、広島県安芸高田市に設置してお

り、本町に事務所を構えてはおりません。 

  調査・設計業務は平成26年２月７日から７月31日の期間で実施をいたしました。２月から

３月末までの期間は調査業務が主体でしたので、社員が安芸高田市から、月曜日から金曜日

の間、基本的には４泊５日の出張により作業を行っておりました。打ち合わせ等は役場会議

室を利用し、宿舎等で調査データの取りまとめを行っていたようです。 

  ４月から６月末までの期間は、設計業務に加え、国や県への申請業務が加わりました。特
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に申請業務につきましては、東海総合通信局との頻繁なメールのやりとりにより進められま

したので、本庁舎１階のミーティングルームを作業スペースとして貸し出し、企画課職員と

ともに申請業務を進めてまいりました。夜10ごろまでを目途に使用しておりました。この間

の宿舎は、夜間に本社との間でインターネットを介して大量の情報のやりとりを行うため、

島田市内のウィークリーマンションを借りていたということでございます。 

  ７月は、申請業務は一段落しましたが、電柱申請や道路・河川占用等の業務が中心になっ

ております。本庁舎２階及び文化会館を情報基盤整備事業担当室との打ち合わせ、作業スペ

ースとして使用し、島田市内の宿舎で広島県の事務所と業務の 終調整をしたという状況で

ございます。 

  答弁中、数値、経過等につきましては正確に説明できるように確認を徹底したいというふ

うに思っております。 

  大変御迷惑をおかけしましたけれども、以上と訂正とさせていただくことをお願いを申し

上げたいというふうに思います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎行政報告 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、行政報告ですが、９月４日、９月の定例会が初日でござい

ました。 

  ９月５日、大井川鐡道の社長が見えまして、トーマスの関係につきましての評価と、また

来年以降のことにつきましてお話を承っております。 

  それから、９月６日ですが、大井川鐡道のサポーターズクラブが設立されました。これは

川根、島田市家山のチャリム21で設立総会ということで、出席をしております。 

  ９月８日は委員会、９日は委員会、それから10日は委員会、決算特別委員会です。９月11

日に特別委員会、それから９月12日も委員会がありまして、現場の視察ということでござい

ます。 

  ９月12日には入札を執行しております。 

  ９月13日ですが、本中並びに中中のそれぞれの運動会がございまして、両方出席をしてお

ります。 

  それから、９月18日ですが、国交省の浜松の河川国道事務所の所長さんがお見えになりま

して、ここでは防災の関係並びにいろいろの今後の河川事務所の事業の説明等を受けており

ます。 

  それから本日でございます。 

  以上です。 
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─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（中田隆幸君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  ９月４日から12日まで決算特別委員会を開催し、平成25年度川根本町一般会計及び各種特

別会計決算の認定審査を熱心に御審議していただき、誠にありがとうございました。また、

９月11日には午後１時40分から第１常任委員会を開催し、定例会初日に付託された条例制定

議案３件について御審議をいただきました。誠にありがとうございました。 

  これで諸般の報告は終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（中田隆幸君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告制により通告された質問者は、太田侑孝君、根岸英一君、中澤莊也君、小籔侃一郎君、

野口直次君、薗田靖邦君、鈴木多津枝君、芹澤廣行君であります。順番に発言を許します。 

  再質問については、議会運営の申し合わせにより一問一答方式とします。 

  なお、許された質問時間は30分ですので、的確に質問、答弁をするようお願いします。 

  ７番、太田侑孝君、発言を許します。７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） ７番、太田侑孝でございます。本日は、大変多くの皆様に傍聴におい

でいただきまして、誠にありがとうございます。 

  通告どおり、私は情報基盤整備並びに高齢者への生きがいの創造というタイトルでただい

まから一般質問をさせていただきます。 

  まず情報基盤整備でございますが、昨年の12月議会以来議会の中ではいろいろ質問等、繰

り返し答弁も行われてきておりますので、かなり重複するところがあるかと思いますけれど

も、私としましては、なかなかここ１年の中でよく理解できない点や疑問に思うところがあ

りましたので、あえて進捗状態に合わせて重要な事項を質問させていただきます。 

  もう既に起工式が終わりまして、工事が始まりますので、進行状態の中にあって、今さら

何を、済んでしまったことは仕方がないじゃないのということもあるかと思いますけれども、

丁寧にお答えいただけたらありがたいと思います。 

  実は、この情報基盤整備というのは、前町長のときから始まっておりますのは皆様御存じ

のとおりでありますが、当然前回反対運動が起こり、それから住民投票条例が否決されたり、

あるいはダブルリコールがあったりということで、結局混乱する中で、 終的には住民の意

思を確認しようということで、住民へのアンケート調査が行われました。これはまだ記憶に

新しいところでございます。 
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  そのアンケートの結果というのは、「必要としない」というのが41.5％、「必要と思う」

というのは27.4％、「説明不足でわからない」というのが27.4％という結果になりました。

これを受けて事業は白紙撤回されたわけであります。 

  このアンケート調査というのは、そういう混乱した中で、行政と議会が、これは承知した

上で住民の意思を求めたわけでありますので、非常に重大な意思表明であり、行政としても

意義のある調査であったという位置づけがあります。 

  その第１点の質問としまして、町長にお尋ねしたいと思いますが、今回の情報基盤整備事

業は、このアンケートの必要とする27.4％がどのぐらい増えているのか、あるいは必要とし

ないという方がどの程度減っているのか、説明によってどの程度よくわかったという人が増

えているのかという、この辺の確認をきちっとした検証をした上で事業に取り組むというの

が筋であります、基本であると私は思っております。それは、前町長が再選されて続投して

も、新しく鈴木町長がなられても、どちらの町長であっても、このことは基本的に同じこと

だと私は考えております。 

  住民のための行政のあり方というのは、ここが基本だと思っていますので、まず第１点は

その辺のことをお聞きしたいと思います。ひいては、それでは今回の情報基盤整備事業はど

のようにして住民の意思を認識しているのか、合意を得ているのかというところに来ている

と思いますので、これを含めてお答え願いたいと思います。つまり住民の合意をどのように

得て、どのような手続を経て立ち上がったのかということでございます。 

  ２つ目の質問としましては、鈴木町長は、昨年、御存じのとおり10月に着任したわけでご

ざいますけれども、その着任からわずか１カ月足らずで、この情報基盤整備事業を打ち出し

たわけであります。同時に新しくスタートした議会議員への説明会も始まりました。それか

ら、11月はそういったことで、どんどん進む、話が進行するわけですが、ついに12月には町

長は町政懇談会を打ち出しました。これは新人の新町長としては当然住民の皆さんとコミュ

ニケーションをというのはあるでしょうけれども、その中心がどうも情報基盤整備の説明会

が中心であったのではないかと私は疑っております。 

  12月議会に情報基盤整備の調査・設計業務委託費4,494万が計上されまして、認められま

した。説明のたびに町長は、川根本町は整備が遅れていると、国・県の補助金がなくなって

しまうと、あるいは町の将来のために 小限の整備をしたいと力説してまいりました。これ

は、町長選の公約にはなかったことであります。就任以来、急速に急テンポで始まった事業

の推進であります。 

  私が町長にお聞きしたいのは、この事業の必要性は説いてまいりました。しかし、なぜ急

発進してこの事業をやらなければならなかったかということをお聞きしたいわけであります。

就任して間もないその直前まで役場の中でどういうような意見がまとまって、企画の中でど

のような方針が決められていたのか。それを受けての発信だったと思いますので、役場の中

でどのように何が決定されていて、もとの町長、副町長からどのような引き継ぎを受けてこ
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れに立ち上がったのかという点をお聞きしたいと思います。これが２つ目の質問でございま

す。 

  第３の質問は、工事の請負業者と指名競争入札について伺います。 

  情報基盤整備の本体工事を行うのが工事請負業者でありますが、指名競争入札によって京

セラコミュニケーションシステムが12億9,384万円で落札して決定いたしております。この

事業の調査・設計をしたのは中国ブロードバンドサービスという会社で、京セラコミュニケ

ーションサービスが98％の出資をしている子会社であります。あとの２％は、後から出てき

ますけれども、ワイコムという会社が２％出資している。親子会社です。京セラコミュニケ

ーションシステムが本体工事をやっていきますが、その工事の施工管理を中国ブロードバン

ドサービスが2,773万5,000円で請け負ってやっていきます。この情報基盤整備が完成すると、

来年４月からは東海ブロードバンドサービスという会社が運営することになります。この会

社も関連会社、親子会社であります。 

  ということで、一連のこの会社は全部深い関連会社、親子会社であります。出資がほとん

ど全部そろっています。さらに、京セラコミュニケーションシステムの副会長は中国ブロー

ドバンドサービスの取締役の会長であります。中国ブロードバンドサービスの社長は東海ブ

ロードバンドサービスの社長であります。兼務であります。また、この社長はワイコムの社

長でもあります。この三つの会社が当町の情報基盤整備事業を請け負って推進すると、そう

いうように、この３社が密着した串だんご状態で刺さっています、つながっております。談

合ではありませんよ、だんごです。 

  大規模な公共事業、川根本町としては、こういう状態は初めてじゃないかと思いますけれ

ども、設計、施工の分離の原則というのがありますし、社会通念からしても公正な公平な工

事請負になるのか、疑問を感じざるを得ないところであります。このことについて答弁して

いただきたいというふうに思っております。 

  以上が情報基盤整備の関係でありますが、全く別のことでございます。既に御案内したと

おり、当町では高齢者の生きがいの創造について伺いたいと思います。 

  今年の敬老会の対象者というのは、75歳以上の方が2,277人いらっしゃいました。75歳以

上になりますと、当然自分の健康上の悩みや心配事も多くなって、ますます行政の思いやり

のある福祉政策というのが必要になってまいります。一方では団塊の世代が65歳以上になり

つつあります。川根本町では61歳から75歳までが約1,890人の方がいらっしゃいます。この

方々はまだまだ元気で、一生懸命仕事をしたり、町のために、人のために役立とうというこ

とで頑張っております。いわゆるシルバー世代と言える方々であります。 

  この方々は、景観伐採や草刈り、あるいは樹木の剪定など、地域の環境の保全、あるいは

お茶刈りやならし、草取りなどの農業支援も行っておりますし、外出支援も行っております。

福祉や教育のことまでお手伝いしております。大変住民の皆さんに喜ばれて、身近なところ

で活動しておりますので、非常に皆さんは喜ばれて、やりがいのある仕事だと思って頑張っ
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ています。 

  まだまだこれからも皆さんに喜ばれるならば頑張ってやっていこうという気持ちで燃えて

おりますが、いかんせん政策的には不足していると思います。まだまだこの世代の皆さんに

町のために頑張っていただきたいと思いますので、ぜひとも生きがいとなるような政策をこ

の世代の方々につくって政策を示してやっていただきたいというお考えを町長にお聞きした

いところでございます。 

  わかりやすく言えば、旧本川根で言えば、高齢化を見越して創造と生きがいの湯というの

をつくっております。これが文字通り象徴される目標の創造、生きがいのつくり方でありま

すので、ぜひその辺について考えをお伺いし、今後の指針をいただきたいと思いますので、

以上、この辺につきましての質問をよろしく答弁願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの太田侑孝君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、太田議員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

  今回の光ファイバーと高速無線システムによる高度情報基盤整備事業については、昨年の

11月14日に、新しく町議会議員になられた方々の勉強会として、それまでの事業経過と町が

置かれている現状を説明をさせていただきました。この説明会により、事業の実施について、

ほぼ全員の皆様の御理解をいただき、なるべく早く事業に着手するようにとの御意見までい

ただくことができました。私からも、議員の皆様も町民の皆様に説明をしていただき、行政

と議会が一体となって事業推進に努めていただきたいとお願いをしたところでございます。 

  平成25年12月議会では、調査・設計業務委託料を補正予算で承認していただきました。そ

の予算をもって、12月27日に事業整備後の施設の運営とサービス提供業務に係る公募型プロ

ポーザルの実施公告をいたしました。このプロポーザルには、当初４事業者が名乗り出まし

たが、 終的に提案書を提出した事業者は１社でありました。１月23日に審査会を実施、１

月31日には審査結果通知を送付しました。その経過につきましては、全員協議会で説明する

とともに、町のホームページで公開をしております。 

  この１社による審査会の実施については、国の機関である東海総合通信局の御意見もいた

だき、公募型プロポーザルの実施により競争原理は働いていること、辞退された事業者は、

川根本町におけるインターネット等のサービス提供はできないとの判断があると考えられる

ことなどを理由として、提案した事業者１社であろうと、提案された内容が実現可能である

かといった視点で審査会を実施し、 終的にその提案を受け入れると判断したものでござい

ます。 

  12月下旬からは、町政懇談会の中で一部時間を割きまして、町民の皆様方にこの事業の概

要を説明をさせていただきました。大方の町民の皆様の御理解を得たものと感じております。 

  平成26年１月には、平成26年度当初予算案をまとめました。その時点では、調査・設計業
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務に着手していないことから、概略設計により事業費を積算し、工事請負費15億1,200万円

を計上させていただきました。同じ時期に国や県に対しても要望活動を行っております。光

エリアと無線エリアを分割した図面を提出をいたしております。 

  調査・設計業務については、２月７日に着手し始めてまいりました。町政懇談会での御意

見や御要望を一部取り入れ、また、光エリアを拡大することが将来の町の発展に必要との判

断から、計画当初より光エリアを拡大させ、申請に必要な基本設計を取りまとめました。そ

の結果、当初の見込みより約３億円の事業費の増となり、６月議会におきまして補正予算を

お願いしたところでございます。 

  交付金の申請から入札については、総務省の設計審査を受け、入札に必要な実施設計書を

作成し、８月６日に入札を行いました。指名業者につきましては、県内に事業所、営業所を

有する12事業所を選定いたしましたが、 終的には２者による入札となりました。その契約

については、８月臨時議会にて承認を受けたところであります。９月16日には、起工式もと

り行われ、無事事業に着手することができました。 

  事業の着手から今日に至るまで、議員の皆様に御相談し、重要事項については議決という

形で進めさせていただきました。議員の皆様の御理解と御協力により、町の将来に向けて基

盤づくりが始まりました。もちろん今後とも、よろしく御協力をお願いをいたすところであ

ります。 

  次に、高齢者の生きがいと創造についてお答えをさせていただきます。 

  川根本町におきましては、現在高齢化率が44.3％であり、県下一高齢化率が高い町となっ

ております。また、団塊の世代が高齢者となる時期であり、当分の間は高齢者が増加してい

くものと思われます。 

  しかし、８月に静岡県が発表した65歳からの平均自立期間を示すお達者度では、女性が21

年10カ月で第１位、男性が18年４カ月で第３位と、元気な高齢者が多いことをあらわしてお

ります。 

  元気で長生きするには、太田議員御質問の生きがいが非常に重要であるというふうに考え

ております。生きがいは、それぞれ人によって違うものでありますが、ある人は仕事に、あ

る人は趣味に、またある人はボランティア活動など、様々な生き方があるというふうに思っ

ております。高齢者の生きがいをつくることが、元気なお年寄りが増え、医療費や介護給付

費の削減に結びつき、地域社会の活性化や元気な明るいまちづくりへとつながるものと思い

ます。 

  町の総合計画においても、施策の大綱第１章「ぬくもりとふれあい だれもが健やかに暮

らせるふるさとづくり」の項で生きがいづくりの大切さが述べられており、生きがい創造は

重要な課題であると認識をしております。そのため、それぞれの担当部署で行っている生き

がいづくりに対して、さらに深化させるべく取り組んでいく必要があるというふうに考えて

おります。これからも対応をしていきたいというふうに思います。 
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○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 初にアンケートのことをお聞きしたいんですけれども、12月の鈴木

議員の質問に対して課長のほうは、アンケートはできるように考えたいという答弁をして、

それっきしです。それをお答えいただきたい。 

  それからもう１点は、この事業は総務省の情報通信利用環境整備推進交付金という中で補

助金を受けて、その中の条件不利地域を含むところへの補助金ということになっておりまし

て、その補助金要綱の中には、ここに交付金のマニュアルが総務省で出ております。申請前

における留意事項としては、超高速ブロードバンドサービスをやる場合には、住民のニーズ

を把握した上でインフラ整備をしなさいと書いてあるんですね、はっきりと。それから、１

の需要調査というところで、目的は、超高速ブロードバンドサービスが未提供の地域住民が

通信をどの程度望んでいるのかを調査すると、アンケートしなさいということですね。その

サービス内容や利用料金なども住民のニーズを引き出して対応しなさいと。これは参考にな

る重要な調査であると、こうあるわけです。この調査をやっているかどうかをお聞きしたい。 

  以上。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今、質問がありましたアンケートは調査をしておりません。そのよう

な中で、どうしてこのようなことを進めたかということをお聞きになっていると思いますけ

れども、基本的には、先ほど太田議員からもお話がありました、町が情報基盤の整備の関係

で混乱したという大変不名誉な位置づけにされたということが一つあります。これで、その

中には当然ながら若い人が主ですが、どうしても必要だ、また学校の関係の皆さん、それか

ら医療関係の皆さんからも大変な要望があったということもお知らせをしておきたいという

ふうに思います。 

  やはりこの町の混乱をおさめるには、当然ながら大問題になったこの問題を解決しなけれ

ばいけないという、そういう思いから10月から進めたということが基本です。ですから、ア

ンケートというのを、先ほど数字が出ましたけれども、それは設定の仕方によって、アンケ

ートというのは不確実性が出るということも承知しております。その中で大変多くの皆さん

からも要望があったということで。 

  私は要らない人の話を聞こうと思ったわけではないんです。必要な方がどうして必要かと

いうことを聞いて、それに対応するのが行政だという思いから、このようなことを進めたと

いう経緯がございます。 

  基本的には混乱をおさめて、何とか一つの町にしたいと、そういう思いから、この大きな

事業を推進したという経緯がございます。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 町長のおっしゃるのはよくわかるんです、それは。 

  もう１点は、総務省への申請書類は、必ずこのアンケートがこうであったということが必
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要じゃないですか、課長。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 平成21年に基本設計時にアンケートは実施をしております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） そういうことだと私は思っています。５年も６年も近く前のアンケー

トがこの急テンポで進む情報化時代の中で、そのときのアンケート、住民のニーズ、意識と

いうものがどの程度変化しているかということは非常に重要で、当時はスマホもタブレット

も何もない時代、今やＬＴＥが大間でもとれるという時代になって、どのような住民の意識

が変化しているのかというニーズと意識の変化を捉えた上で事業というのは展開するという

のが基本じゃないですか。町長どうですか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 私が申し上げたいのは、反対する意見を聞くと事業は進められないと

いう原則があります。ですから、当然ながら賛成の方がどのぐらいいるか、また、今後将来

に向けたまちづくりに必要か否か、これも非常に重要なところで、やはり多くの皆さんが私

どものところへ何とか整備をしてほしいという要望があった中では、当然ながら対応を考え

る必要があるということで、アンケートの例えば49対51の場合どうするかという問題もある

のも承知しておりますので、当然ながら町をおさめるために、やはり発展させるために推進

する必要があるということの判断をしたということで御理解をいただきたいというふうに思

います。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） このことは議事録にも残りますので。総務省への手続き上のことは非

常に残ると思います。これだけは認識して、確認しておいていただきたいと思います。 

  それから冒頭で、町長は修正の答弁をされましたけれども、プロポーザルで選ばれた中国

ブロードバンドサービスが下泉にいる、いないという点で鈴木議員が確認されましたけれど

も、前回の12日には課長のほうからは、京セラコミュニケーションシステムもそこにあって、

名刺もいただいた記憶があるということと、文化会館に中国ブロードバンドサービスがいた

ということも伺っていますが、その確認をもう一度お願いします。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） お答えします。 

  前回私のほうから間違ったお答えをしたことにつきましては訂正し、改めておわびをいた

します。 

  まず中国ブロードバンドサービスでございますけれども、そちらのほうにつきましては、

先ほどの町長からの説明のとおり、島田市内のほうにて作業等を行っておりましたので、事

業所はございません。 

  京セラコミュニケーションにつきましては、事務所として26年に下泉のほうを事務所とし
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て名刺をいただいております。26年７月です。 

  東海ブロードバンドサービスにつきましては、当初から運営事業者が中国ブロードバンド

サービスですけれども、川根本町で運営をするときには新しい会社を置くと。その提案のと

おり東海ブロードバンドサービスを26年２月７日に名古屋市のほうに置きました。その後、

下泉ではなくて、名古屋市が事務所としての所在地でありまして、26年８月５日に千頭を事

務所とするという登記を行いました。それで、川根本町に会社を設置したという事実がござ

います。 

  京セラコミュニケーションシステムにつきましては、宿舎としては島田市内においての宿

舎でございまして、現在は新しい事務所を、そちらのほうの工事事務所のほうは徳山に現場

事務所ができましたけれども、こちらのほうで事務をとるところを現在探しておりまして、

町のほうでもその対応を図っているところでございます。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） プロポーザルの実施要綱の５番目に、参加資格の（４）に、選定され

たときから６カ月以内にサービス提供期間中、川根本町内に会社の本店もしくは事業所を設

置する意思のある者であること、こう書いてありますが、これはどのように履行されて、ど

の会社がどうなったでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 中国ブロードバンドサービスが運営事業者として東海ブロードバ

ンドサービスを置きました。それが運営事業者として手を挙げた会社の履行というふうに捉

えております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） はっきりと６カ月以内に住所を構えるというのが誠心誠意、信頼関係

じゃないかなと私は思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） それにつきましては、事務所の位置が定まらなかったことから、

８月５日に千頭のほうに東海ブロードバンドとしての事務所を置いたということで、２月７

日に契約をしまして、８月５日に千頭の地に置いたということで、６カ月以内というふうに

考えています。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 東海ブロードバンドは、千頭に事務所を構えたと言いますけれども、

これは、あの番地は長島ダムのもとの事務所で改修中なんですね。これは町が無償提供する

のか、貸すのか、契約はしているのか。契約もしていないのに登記してしまっていいのかと。

どういうことなんですか、これは。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 賃貸借の契約はしておりませんけれども、町のほうでそこの施設
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をお貸しするというお約束をしております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 賃貸料はどんなぐあいなんですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 賃貸料につきましては、町の規定がありまして、そちらのほうと

も計算をしております。また現在、町のほうで茶茗舘、音戯の郷等で施設を民間、物販等に

お貸ししております。また、休養村として商工会等、千頭の駅前での借りている部屋代等を、

その辺との比較をしております。そちらで今見ておりますのは、茶茗舘の緑のたまてばこ、

また音戯の郷の物販のところは月２万円という基準がございます。町のほうの基準で計算を

しますけれども、公共性があるものには低額の貸し付けができるという規定もございますの

で、まだ決裁はされておりませんけれども、そちらの数字をもって比較をして決定をしてい

きたいと思っております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） そういう契約とか決まっていない段階で、東海ブロードバンドサービ

スがそこのところを登記しているということ、法的に。その辺の認識はどうなんですかね。

しかも行政職として。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 川根本町で公募によって、川根本町で町の情報基盤をお借りして

サービスを提供するという町の大きな姿勢のもとに手を挙げていただいた運営事業者でござ

います。その運営事業者の所在地として、町に事業所を構えていただくということで、ただ

契約をしていないからということではなくて、そこをお貸しするというお約束のもとでの登

記であると思います。事務手続上問題があるということは、現時点では認めてはおりません。

あくまでも運営事業者としての履行をしたというふうに考えております。 

  それと、住所の登記については、決裁を終わっております。東海ブロードバンドサービス

株式会社の住所登記については、町長決裁を、それは済んでおります。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 議会の全協とか何かではね、一切そういうのはないですね。ただ、そ

の長島ダムの改修工事で一千何百万かかるよというだけの話で、非常に議会、全協、委員会

を無視した進行状況であるというふうに思いますが、町長、その辺どうですか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 先ほど来いろいろな御意見が出ておりますけれども、その中で、特に

アンケートの話がございました。これにつきましては、当然ながら私ども、今、議会軽視と

いう言葉を言われましたけれども、そうではなくて、経過ごとに全協等でも開きまして、経

過を説明しているというようなこれまでの流れでございます。ですから、議員の皆さんにも、

やはり町民にも説明をしていただくのも必要であったかもしれませんけれども、そのように、
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やはり町の大きな事業である中では、行政のみでなかなか全てを解決できるというもんでは

ないもんですから、職員も含め、または町民の皆さんにもお願いしながら、この大事業を推

進していくというような方向できたつもりであります。 

  しかしながら、手続上の問題、全て私が見ているわけではございませんけれども、当然な

がら適正に対処しないと、冒頭できょう、訂正の話をしましたけれども、そのようなことが

起きてくるというようなことで、慎重には慎重に、やはり正確に物事を対処すべきだという

ふうなことはもう少し徹底すべきかなというふうな気持ちは今現在持っております。 

  これから当然ながら、冒頭で申し上げたとおり、正確にお伝えできるように対応をしてい

く必要があるというふうに考えております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 一つ京セラコミュニケーションシステムのほうの名刺の問題と下泉の

問題は全く不可解で、私も行って調べたんですけれども、存在はしないで、兼ね合いの兼務

の社員の住居があるということで終わってしまいました。そんなことを確認させていただき

ました。 

  次に、入札の関係でありますが、情報通信分野のところでは、その設計業者と施工業者、

グループ企業でも珍しくないというような答弁を課長はしております。同一である場合は問

題であると言っていますが、同一であるなんていうことが 初からわかるはずはないんです

よね。工事は入札でやりますから。指名競争入札の時点で、指名の時点で総務省、東海総通

のほうへ問い合わせをして、中国ブロードバンドサービスと京セラの関係を聞いていると。

それで、社名が違う、会社が違うからいいじゃないかという答弁をいただいたんです。 

  だけど、12社の指名をしているわけです。12社の中で指名時点で中国ブロードバンドサー

ビスと関連のあるところは京セラコミュニケーションシステムしかないわけです。それを意

識して東海総通に質問したということは、まだ指名をした時点だけで、どうなって入札が

なっていくかわからないのに、特別な計らいをしているということはどういうことなんです

か。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 特別な計らいということではなくて、関連会社が入札に参加する

ことは問題はないですかということを東海総通に確認をしたところであります。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） この時点で関連会社がかかるというのは、12社中この１者だけなんで

す。なぜこの時点でそういう確認をしなければならなかったのか。逆に言えば、この12社中

に国交省から営業停止をもらっている会社がある。そこを指名しているんですね。そのこと

はなぜそちらへ確認しないんですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 工事の発注に際しましては、先ほどから議員がおっしゃるとおり、
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公平公正な執行を町として行いたいという発注者の当然の責任がございます。その中で関連

会社が入札に参加できるかどうか、指名できるかどうかの確認を行った、それが京セラコミ

ュニケーションシステムという会社であったということでございます。 

  特別な配慮云々ではなくて、公正公平な入札に対しての確認でございまして、配慮をした

とかそういうことではございません。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） ですから、副町長が中心になって審査委員会を設けられて、競争指名

の指名業者を選んでいるわけです。だから、同じその答弁では間に合わないんですよ。12社

の中に、違う会社がそういう指名停止をもらって営業できない状態にあるところを指名して

いる。それに気づかずに、そちらのほうばかり気遣って、東海総通に尋ねる。片手落ちでお

かしいと思いませんか。どうですか、副町長、この指名のときに12社に入れてしまっている

んですよ。どうですか。 

○議長（中田隆幸君） 副町長、森紀代志君。 

○副町長（森紀代志君） 指名委員会の委員長をしておりますが、その前に、副町長としての

稟議の決裁をしております。その時点で、その書類は目を通しております。そのときに、私

自身も太田議員がおっしゃる疑問を持っています。それについては、今、課長が言ったよう

に、公平にやるためにははっきりした形で指名をしていきたい、そんなことで担当と話をし

て、そして国のほうに指導を伺おうということで、その指導を伺って、その結果が今の状況

でございます。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） その指名停止を知っていて指名しても、知らなくて指名しても、事の

責任は非常に私は重いと思うんですよ。どうですか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問ですけれども、その指名停止を受けた業者さん、

確かにあったというのを聞いておりますけれども、その時点で財政室と確認をしまして、こ

の入札に対しての指名は問題ないというふうな判断をして指名をさせていただいたものであ

ります。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） それは指名委員会の運営にも問題があると思うんですが、一つには、

指名競争入札のこの町の規定、規定があると思うんですが、それに合わせた運用をしている

んですか。その辺はどうなんですか。 

○議長（中田隆幸君） 副町長、森紀代志君。 

○副町長（森紀代志君） それについては抵触していないという判断で行いました。 

  以上です。 
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○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 冒頭で申し上げたんですが、川根本町にとっては大変な大事業であり

ますし、規模も大きいです。川根本町のその規定は陳腐化して古いじゃないですか。どこか

で静岡県の入札規定を見て、準じて行う、特に指名競争入札。そういうところがないもんで

すから、冒頭の親子会社、串だんごの会社の入札ということを私は言っているわけなんです。

その辺の厳しさが私は欠けていると思いますが、どうですか、町長。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今それで問題が特別あるというふうには思っておりませんけれども、

やはり今の時代に合ったような形の対応は検討する必要はあるというふうに思います。です

から、どういう方法がいいということも御指示、御教示いただければ、対応をしていくとい

うことになろうかと思います。やはり検討する、時代の変化とともに対応する必要はあると

いうふうな感じは持っております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） ちょっと話を変えますけれども、総務省の出しているブロードバンド

整備の名称で、先ほど川根本町の名称を言いましたけれども、この第３章、72ページになり

ますけれども、条件不利地域等におけるブロードバンド整備方式、施設の施工方式として、

施工に着手する際、調査・設計、施工、監理については運営業者に一体的に行わせることに

十分な合理性があると考えられますけれども、施工についてはですよ、施工については実施

設計書があれば運営事業者でなくても行うことが可能な場合が多く、原則として入札により

施工業者を選定することが適法ですと、こういう総務省の指導マニュアルがあるんですよ。

これ読んでいますか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） はい。ですから、入札、指名競争入札を行って工事会社を決定し

たという手続を踏ませていただきました。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 次に入ります。 

  この12社には、この工事のための仕様書を配付して、このような形でどうか見積もりをし

て入札に出てくださいと、こうやってあるわけですね、仕様書。この仕様書については、私

も調べたんですけれども、特記仕様書ですね、４ページから５ページに、材料及び機器のと

ころに32の機材が載っています。装置名、認定品の形式であります。この中は、ワイコム製

品、京セラコミュニケーションの製品、大電という会社の製品、日立の製品、この４社だけ

なんです。その上の表題の中に、相当品の採用を不可とすると。相当品というのは類似、等

しいもの、他社のものは使ってはいけませんよと。つまりこの32品、仕様書に書いてある指

定品しか使ってはいけませんよと。しかもこれは京セラグループで全部関連して握っている

機材でありまして、京セラグループの今度の情報基盤整備のシステムを構築するための機材
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がぴしっとはまっているわけです。他社のものは、パナソニックも東芝もどこも使うことは

できないわけです。限定されているわけです。しかも、他の11社がこれを買おうとすれば、

当然そんなに安く買えるわけはないわけです。 

  つまり、もう既にここで限定された仕様書になっている。競争誘導型仕様書になっている

んですよ。それについてどういう認識で副町長、いらっしゃいますか。 

○議長（中田隆幸君） 副町長、森紀代志君。 

○副町長（森紀代志君） この高度情報基盤整備というのは、機器的にも精密な機器がたくさ

んあります。そういう機器の中でその特徴というのは、そのおのおののメーカーによって確

立されているものが多いと考えております。ですから、同等品、またはその同等品でないと

使えないと、その全体的に取りまとめについては不可能であろうということからの仕様書で

ございます。 

  ですから、それを入札で落札させていただく方については、その製品を買って、そしてや

っていただくと。不可能ではないと思っております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） これはですね、私ももと勤めた会社の電波関係とか中継局という関係

があって、静岡電気をはじめ同業者がいっぱいいるんです。これ見せたらですね、「大体全

体の見積もりの半分、８億だよ、太田さん」と言っているんですよ。ここの部分が他社の製

品を使って格安に同類のものを使えなければ、競争入札という原則は成り立たないんですよ。

あとの半分の８億ぐらいは人件費なんですね、ほとんどが。これは削ることは不可能なんで

すよ。そこのところにこの指名競争入札の限定された無理な、誘導型と私は言いますけれど

も、そういう形がとられていることが非常に不可思議で不可解であります。どうでしょうか、

その辺は。 

○議長（中田隆幸君） 副町長、森紀代志君。 

○副町長（森紀代志君） それについて、入札をやった結果、２者が入札を行ったわけですね。

ですから、可能性はあるという判断です。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 次の質問をします。 

  ９月４日提出の一般会計補正予算も関連してくるんですが、その前に、この説明の中で臨

時雇い賃金363万7,000円、３人分で計上してありますね。これはどういう用途でどのように

使うかということを課長、確認したいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 現在運営を始める前に当たっての利用者の台帳、また電柱等の所

有者の許可をいただくための調査等にその人たちを入っていただいて来年４月１日のサービ
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ス提供に間に合うように業務をお願いすることとしております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） そういうことだとまずいんですよ。特記仕様書の３ページ、工事の範

囲というところに、自営柱、または既設共架柱、これは地権者の交渉と承諾と両方ある。工

事請負業者がやるというふうに規定されています。それを363万7,000円で３人雇って、行政

側でそれを代行するということなんですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 現在、公図及び土地台帳等の照合作業をお願いするということで

やる形となります。その人たちを臨時としてお願いをすることとなります。当然、町として

も工事に当たっての事前に所有者との了解を得た上でないと工事が進みませんので、その部

分については町として臨時雇用の方にまず事前の調査をお願いして、図面等に落とすという

作業はやっていくということで考えております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） いやいや、そのＮＴＴの電柱でも中電の電柱でも橋でもですね、大鐡

でも、その道路の電柱をどうするかという申請書をあらかじめもう施工業者が申請書をつく

っているわけですよ。それに基づいてどこの柱の地権者のところへ行って承諾書をもらって、

光ファイバーをかけるんだよということですから、それは町がやる仕事ではないでしょう。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） どこの電柱を使うか、それについて中部電力等に申請業務は行っ

ておりますけれども、所有者への対応は行っておりませんので、所有者の確認は町で行うと

いうことでお願いをしているところです。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 一遍に、もう時間がないですから、続けてできませんが、そういうこ

とで大変な矛盾を抱えております。 

  次に、Ｊ－ＡＬＥＲＴについて伺います。 

  今回の情報基盤の中には、この仕様書には 初からこのＪ－ＡＬＥＲＴが入っていないで

すよね。どうしてですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） Ｊ－ＡＬＥＲＴの接続は期限内、３月までの接続、非常に技術的

に難しい面があるということで、当初設計には入れてございません。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 京セラコミュニケーションシステムにしてみれば、そんな難しい話じ

ゃないんですよ。これはオプションとして、接点監視放送システム、サーバーをくっつけれ

ばできるということですから、当然それは 初から織り込んで、防災同報無線ですよ、同報

無線の頭に防災がくっついているんです。しかもアピールしているのは、町民の防災で、生
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命、財産を守るというときに、国が指定するですよ、このＪ－ＡＬＥＲＴは。 

  いいですか。弾道ミサイル情報、津波情報、緊急地震情報、これね、時間に関係なく人工

衛星を用いて国が送信して、市町村の同報系の防災行政無線を自動起動するようになってい

るんですよ。自然に流れるんです。だから、ぱっとこれは住民にわかる。 

  そのＪ－ＡＬＥＲＴが原稿をつくって音声を変えてやらなければならんというふうにやっ

ているんですよ。そんなことでは間に合わないし、 初からこのクリアするのが基本中の基

本なんですよ。どうですか、これ。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） Ｊ－ＡＬＥＲＴ等につきましても、現在同報無線とアナログ波を

全てデジタル波にするという中で、当然考えなくてはいけないことですけれども、全国にも

国のほうで試験をしたときに、うまくつながらなかったという市町村があったことも承知し

ております。その中で、安芸高田市においても同時には接続できなかったという、そういう

事実も踏まえまして、技術的な面をクリアするために、当初には入れることができなかった

ということです。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） いやいや、その安芸高田市が大問題なんですよ、今の広島の土砂災害

で。いいですか、だからこれ聞いているんですよ。そんな言いわけの答弁じゃ困るんですよ。

どのぐらい行政が腹を据えてこれに取り組んでいるかということを私は聞きたいもんですか

ら言っているんです、あえて。 

  しかも、これＪ－ＡＬＥＲＴをつけるには１年ぐらいかかってしまうでしょう、また別の

予算で、別工事で。その間、今のアナログで対応するのかどうするのかと、その辺はどうな

んですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 現在の町の新しい告知端末機による住民への防災情報は、今のア

ナログによる戸別受信機の機能を町の告知端末機が全て引き継いだ後に撤去するということ

でやっております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） その撤去するときまでは現状でいくわけですね、同報無線は。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） はい。両方が混在するというところはどうしても時間的には存在

します。あります。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） それまでの現状の同報無線の保守管理はどこがやるんですか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 防災行政無線につきましては総務課の管理ですけれども、当然、
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町、総務課を中心に町が行っていくことになります。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 私が聞いているのはそんなね、やるという、そんなレベルの話じゃな

いですよ。ＮＥＣがやっているでしょう、保守管理、契約しているでしょう、こっちの南側。

それが継続するのかどうするのかという、そこら辺のことを聞きたいんですよ。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） そこは今のアナログの防災行政無線が存在する以上は、契約は当

然継承していくということだと思います。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） というところです。大体わかってくると思うんですが。そこで、今度

のこの設備は、端末は電池が入っているけれども、停電するととまってしまうんですよ、こ

れ。それで安芸高田市も困ってしまったんですよ。だから、停電対応策がとられていないん

です、ね、課長。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 端末機及びＯＮＵにつきましては、その端末機については４時間

の停電時に使えるバッテリー機能がございます。また、ＯＮＵという機器につきましては、

当初はついていなかったんですけれども、そういう危惧を感じまして、総務省と現在連絡を

とって蓄電機能をつけるということで話をしております。また、それは補助申請の変更等で

対応していくということで考えております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 別の問題。もう時間がないんで、とめてもらえればありがたいんです

が。 

  町長は、就任するまで知らなかった。それまでの議会では質問がほとんど出ていない、情

報基盤整備は。ところが25年度で、この前、決算審査をやったときに、情報基盤整備で18万

4,000円の視察研修費が計上されている。これが５月末に執行されていると書いてある。誰

がどこへ何の目的で、どこの紹介で視察研修へ行ったかお答えください。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 出張に行ったのは当時の情報担当の山田室長であります。四国の

ほうに出て、四国の町のほうに、その情報環境の視察研究に出向いております。細かい日時

についてはちょっと今手元にございませんので、詳しくは述べられませんけれども、山田の

ほうが出ております。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） これはあえて質問させてもらったんです、この前の決算審査で出たか

ら。非常にね、当初予算で組んでいるから、その前の12月からこれはやっているわけですよ、

視察研修と。それで５月に行っている。それで、高知県大川村なんていうのは、山の中の山
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の中で、高知市から70kmぐらい入ってる。ここは国交省の光ファイバーの１芯を借りて、無

線で飛ばかしてる。人口400人ちょっと、240世帯ぐらいね。小規模。ここで言う元藤川ぐら

いのもんだよ。そこへわざわざ視察研修で行く目的。どこの方と、どの会社の方と道案内人

があってここへ行ったのか。それをお答えいただきたいんですよ。ここにつながりが出てく

るんです。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） すみません、現地での案内をした人は、ちょっと今、私のほうに

ありませんので、確認をさせてください。 

  なぜそこに行ったのか、それは無線によって情報基盤整備が行われているという、そうい

う地域を見に行くという確認でございます。 

○議長（中田隆幸君） ７番、太田侑孝君。 

○７番（太田侑孝君） 本件は後で詳しく報告してください。三、四人で行っているはずです。

しかもここは京セラコミュニケーションの端末が入っているわけですから、そこからこの経

過が始まっていますから、お願いします。 

  時間がないのであれですが、副町長にお尋ねします。 

  シルバー人材センターの関係で補助金がとまっています。国のほうはもうおりてきていま

す。副町長のところでとまっているということで、大変行政手続条例に抵触する、非常に重

大な問題だと私は思っています。申請書類の受理から事務処理の期間、もうとっくに過ぎて

いるわけです。だから、言われたから出すという問題ではなくて、なぜこれがおりていない

のか。そして、その理由のために、解決のためにどのような協議をし、相談をしたのか。そ

の理由をお答え願いたい。 

○議長（中田隆幸君） 副町長、森紀代志君。 

○副町長（森紀代志君） お答えします。 

  シルバー人材の補助金については、これは今まで使っている要綱、それに合わせてやって

ございます。その要綱の規定について、この金額では安かろうというお話はいただきました。

それのためにですね、シルバー人材センターの決算、そして並びにどういう形でその収入額

が利用されているかということも私なりに調べさせていただきました。結果、特に補助金を

上げるまでには至らないだろうと、そういう判断は今ございます。まだ詰める部分が少しあ

りますが、補助事業の申請並びに金額の部分払いですね、それについては執行しております。

ですから、その部分についての 終決断は、今後内容をもう一度精査して結論を出していき

たいと、そんなふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 許された質問時間が30分を過ぎましたので、ここまでにしたいと思い

ます。 

  これで太田侑孝君の一般質問を終わります。 
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  ここで暫時休憩を10分間とりたいと思います。10時20分から再開いたします。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

○議長（中田隆幸君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ４番、根岸英一君、発言を許します。４番、根岸英一君。 

○４番（根岸英一君） ４番、根岸英一です。よろしくお願いします。 

  先日、各地区におきまして敬老会が開催されたところであります。当町の80歳以上の慶寿

者は1,597名とのことでした。徳山区においても97名の慶寿者を招待し、盛大に開催をされ

ました。皆さん高齢にもかかわらず、大変お元気な姿が印象的でありました。県が独自に算

出している県内市町別のお達者度で、川根本町女性が１位、男性が３位、この順位に対して

も本当に納得するところでありました。 

  一般質問通告書に従い、高齢者の在宅福祉サービス支援について２点質問させていただき

ます。 

  現在、川根本町の高齢化率は44.3％となり、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加して

おります。また、認知症や病弱な方も増えており、一層の福祉サービスの支援が必要となっ

ております。 

  １点目の質問です。高齢者のみの世帯、病弱的な独居世帯への安否の確認を兼ねた声かけ

訪問、これの実施について伺います。 

  徳山区において、昨年11月から今年の４月までの６カ月間、３件の孤独死がありました。

いずれも警察による検視も行われております。また、数年前には私の両隣で２件の孤独死が

ありました。いずれの場合もひとり暮らし世帯であり、80代の高齢者が３名、60代の病弱的

な人が２名ということでした。 

  行政においては、オレンジレスキュー、緊急通報システム、高齢者見守りネットワーク等、

高齢者施策に取り組んでおりますが、さらに孤独死防止に向けて、選定された特別な世帯へ、

おはよう、こんにちは、体調はいかがですかといったような声かけ訪問を安否確認のために

も毎日実践することが必要であると考えます。町の考え、対策について伺います。 

  ２点目は、車に乗れないと移動手段がなく、買い物等に不便を来している高齢者世帯への

生活用品の配送について伺います。 

  町内の一部商店では、電話による注文を受け、商品の配送サービスをしておりますが、範

囲が限られ、商店から離れた山の手や遠方までは対応ができかねております。ママ宅におい

ても100世帯ほどの配食サービスが主体でありまして、買い物支援用は少ないとのことでし

た。 
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  16年前になりますが、平成10年から、郵便局が民営化となる平成19年９月までの９年間、

郵便局施策として過疎地域における高齢者の在宅福祉サービス支援、ひまわりサービスとい

うのを実施いたしております。中川根郵便局、役場福祉課、社会福祉協議会、商工会、それ

に協力店が中川根生活サポート協議会を設立し、70歳以上の独居世帯、夫婦だけの世帯を対

象とし、備えつけの福祉はがきや電話で生活用品の注文を受けたときに、協力店へ連絡し、

郵便局の小包で配達するという仕組みでした。これは旧本川根町でも、千頭郵便局も実施し

ていると思います。これを利用する世帯は年に数件程度で、当時は余りございませんでした。 

  現在は高齢化が一段と進み、15年、16年前とは状況が違います。商店も大変苦しい中での

配送サービスをしております。５年後、10年後を見据えた生活用品の配送支援が必要である

と考えます。町の考えをお聞かせください。 

  以上２点について、町長へ質問をいたします。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの根岸英一君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、根岸議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  初に、町の高齢者世帯の状況ですが、本年４月１日現在ひとり暮らし世帯数が514世帯、

高齢者のみの世帯が525世帯ございます。議員の御質問の高齢者宅への訪問についてですが、

現在、町では住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として地域包括支

援センターを福祉課内に設置をしております。 

  現在、地域包括支援センターで把握し、定期的な訪問を実施している高齢者のみ、または

病弱的な独居高齢者世帯は243世帯で、平成25年度の延べ訪問件数は2,412件でございました。

本年度は、４月から８月までの５カ月間で1,031件の訪問を実施しています。訪問件数は増

加傾向にありますが、引き続き積極的に取り組んでいく所存であります。 

  また、ひとり暮らし等の高齢者の急病や事故等の緊急事態に対応するためのシステムとし

て、緊急通報システムがございます。これは、緊急通報装置を利用者宅に設置し、緊急の場

合に協力者等へ通報し援助を仰ぐもので、本年４月１日現在の利用は107世帯あります。ま

た本年度は、人の動きを感知するセンサー型の通報装置を試験的に導入する予定であります。 

  今後も、各地区にいらっしゃる民生委員を中心とした見守りや高齢者見守りネットワーク

体制の充実を図り、きめ細かい高齢者福祉サービスを進めてまいります。 

  次に高齢者世帯への生活用品の配送についての御質問ですが、現在、町では交通手段等の

ない交通弱者の方へサービスとして、役場や金融機関等への手続時や買い物等の利用に使え

る外出支援事業やデマンド型のお出かけ号の運行を行っております。現在、平成25年度は外

出支援事業が393人、お出かけ号が7,013人の利用がございました。 

  生活用品等の配送に関しては、現在、介護保険サービスとしての生活援助による買い物や

高齢者宅配サービス、ママ宅による宅配サービスが利用できますが、今後もより積極的な広
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報を努めていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。４番、根岸英一君。 

○４番（根岸英一君） 配送支援のほうでひまわりサービスというのが出てきましたけれども、

この声かけ支援のほうでも、ひまわりサービスの中に声かけ支援も入っておりました。当時、

旧中川根におきましては、70歳以上の独居世帯、夫婦だけの世帯140世帯へ、郵便配達時に

「お元気ですか」等の声かけを実施してきました。これは手紙があるときだけそのお宅へ寄

って実施したわけですけれども、それから２年ほど経過して、平成13年７月から、役場の福

祉課、社会福祉協議会、民生委員と協議をしまして、これは当初私のほうの考えで独自に始

めたことですけれども、その中で、病弱な人、ひとり暮らしの高齢者、発作、心臓病等持病

のある人など24世帯を特別な世帯として、これを選定していただき、この24世帯については、

手紙がなくても毎日声をかけて、「お元気ですか」「こんにちは」「調子はいいですか」、

この系統の声をかけて、そして実施をしてまいりました。 

  これは、郵便局が毎日配達業務があるということでできることなんですけれども、それ以

外に今後こういうことをやっていただくんだったら、牛乳屋さんとか新聞屋さんとか、それ

にほとんど毎日あちこちを仕事等で回っている方、郵便局も含めてなんですけれども。郵便

局は民営化以降、今まで役場とのいろいろ提携してやってきたことを全てなしとしてしまい

ましたのでね、今後どうなるかわかりませんけれども。そういった人たちをお願いして、毎

日特別な世帯、この方たちに毎日声かけ、それをすることができるかどうか、やっていって

ほしいんですけれども。でないと、いざというときには、月に１回やろうが、毎日やろうが、

なかなかそういう遭遇することはございませんから。やはり毎日やることによって意味があ

ると。川根本町すごいなということになると思います。これだけ福祉に力を入れていると。

そういった意味で毎日やってくれることを、特別な世帯、できるかどうか町長に伺います。 

○議長（中田隆幸君） 福祉課長、鳥本宗幸君。 

○福祉課長（鳥本宗幸君） 根岸議員の御質問にお答えいたします。 

  本当に当町におきましては高齢化率が44.3％ということで、県下一の高齢化率ということ

で、高齢者の方が非常に多いということは、行政、住民の方も御承知のことだと思います。

そんな中で高齢者、病弱な方の見守りサービス、毎日行ってはという御意見でございます。 

  そういうこともしたいわけでございますけれども、職員の人数、福祉課の福祉担当の職員

等のことを考えますと、なかなか職員が毎日声かけに回るということは難しいことであると

いうふうに考えております。 

  それに代わる手段としまして、議員の御質問にもございました高齢者等見守りネットワー

ク推進事業というのがございます。これは新聞店さん、それからガス会社さん等、また中部

電力さん等、各家庭を回る機会の多い事業所さんでございますけれども、特に新聞店さんな

どは毎日の新聞の配達がございます。そのようなときに、新聞が何日間かたまっているとか、
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何かテレビがつけっぱなしになって大きい声になっているとか、異常を感じた場合には町の

地域包括支援センターのほうに連絡が来るようなシステムになってございます。そういう高

齢者見守りネットワークをますますこれから推進をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  また、緊急通報システム、特にそういう、４月１日現在107世帯でございます。町長の答

弁にもございましたけれども、急に倒れた方だと、本当に通報のボタンを押せなくなってし

まう可能性もございます。そういうことも防ぐために、本年度、人の動きを感知するセンサ

ー型、人がある程度の期間動かなくなれば通報が起きるというようなシステムを本年度試験

的に導入していきたいというふうに考えております。 

  また、福祉課で行っております配食サービスでございますけれども、これはうちの町配食

サービス、申し込んでいただきますと、 大週４日間配食サービスを受けることがございま

す。業者さん並びにママ宅さんがそれぞれの御家庭へ訪問して食事を届けるわけですけれど

も、そのときに一声かけていただいたり、その家族の世帯の状況を確認していただくことに

よって、安否等が確認できるというふうに思っております。 

  以上、答弁に代えさせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） ４番、根岸英一君。 

○４番（根岸英一君） 今、課長からお話、回答ございましたけれども、やはりひとり暮らし、

病弱の人、いつ何があるかわかりません。その中でやっぱり特別な世帯は毎日誰か彼か、一

日一度は顔を見て声をかけるのが大事なことだと、必要なことだと考えております。 

  もう一つの方法としまして、こういう安否確認の該当者になる方へ、行政指導のもとで各

地区の隣保班、これにおいて各地区へ御指導いただきまして、この隣保班で面倒を見るとい

いますか、都市部とは違いまして、町のほうとは違いまして、川根本町は隣も10軒先も、ま

た随分先のほうもみんな顔なじみでございます。隣保班がそういう体制をつくっていくとい

う、こういう町の指導があればいいのかなと。これはできないことではないのかなと、そん

なふうに考えております。各地区の隣保班において見守り体制を確立するという、これも一

つの考えではないかと、そんなふうに思います。 

  これは、こうした町が目指している町民参加の安心して暮らせる体制づくりにもつながり

ますし、災害時にも絶対役に立つと、そんなふうに考えております。この点はいかがでしょ

うか。 

○議長（中田隆幸君） 福祉課長、鳥本宗幸君。 

○福祉課長（鳥本宗幸君） 根岸議員御質問の隣保班等の活用ということでございます。 

  それこそ今、根岸議員からもお話ございましたように、都市部と違いまして、まだ川根本

町は地域とのつながりが非常に深いものがあるというふうに思っております。特に福祉課サ

イドとしまして、その隣保班の見守りサービス等を現在のところ考えてはおりませんが、そ

れに代わるものとしまして、各地区民生委員さんがございます。民生委員さんも各地区１人
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とか３人とか、それぞれの人口規模によって設置している人数が変わっておりますけれども、

特に病弱であるとか高齢独居で心配であるという方については、町から民生委員さんの皆様

に情報として流させていただくというふうに思っております。 

  また、町長の答弁にもございましたけれども、福祉課内にあります地域包括支援センター

で病弱な世帯、それから高齢者独居で見守りが必要だという数値は把握しておりますので、

それにつきましては今まで以上に訪問回数等の増を検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ４番、根岸英一君。 

○４番（根岸英一君） 民生委員や日赤奉仕団の方々、月に１回、多くても２回、その程度、

そういう各世帯を訪問しまして、頑張ってやってくれております。月に一、二回ということ

で、いろいろ少ないという点もありますけれども、その方たちにしてみれば精いっぱいの活

動だと思っております。それを話を聞いてくる、そういう相談もありますんで、その方々は

大変な仕事をしていただいているわけですけれども、ただ声をかけるだけでいいもんですか

ら、先ほど課長の中、町長の中でも話がありましたけれども、そういった声かけ、ほんの１

分、30秒、それだけでいいと思います。ぜひやっていただきたいと。 

  また、隣保班体制というのも、これが川根本町がどの地区でも、徳山でも地名でも、どこ

でもこういう体制ができているということになれば、またそういう訪問活動も、ほかの人に

頼まなくてもいいことにもなりますし、ぜひその辺は今後取り組んでいただくように考えて

いただいてと、そんなふうに思います。 

  安否確認は必要なことであります。毎日訪問しなくては意味がないと思っております。が

んと同じであります。早期発見が大切です。そういった意味も兼ねまして、この訪問支援、

ぜひとも実践していただけるようにお願いをします。 

  続けてよろしいですか。 

○議長（中田隆幸君） はい。 

○４番（根岸英一君） 質問の２番目の配送支援のことですけれども、町内の商店も客足減少、

後継者不足等により随分と減少をしてしまいました。本当に山の手、遠くに住む人、そうい

った方々、車に乗れない方は、買い物、配送支援を必要としております。 

  先ほど質問の中でも協議会という言葉が出てまいりましたけれども、どうでしょう、商工

会、また関係機関と連携をして、かつてのひまわりサービスのような協議会を設置して支援

するというようなことはできないかどうか。その点を一つ伺いたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今、見守りの関係、お話がありましたけれども、それとサービスをど

うするか。この中で、私は今後ですね、災害等の関係等も考えると、私は、以前ありました

婦人会組織的なものは、再構築する必要があるではないか。きょうは傍聴の方が非常に女性
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の方が多いもんですから、あえて申し上げているかもしれませんけれども、やはり女性がそ

れぞれのお宅にいらっしゃるという中で、女性の力を頼るということも必要ではないかとい

うことで、それが地域のコミュニケーションにもつながりますし、やはりそれぞれの安否確

認等にもつながる。それから、声かけにもつながる。そういうふうな形で、やはりもう一度

復活することを目標に考える必要があるではないかと。これは災害も絡みますけれども、防

災の関係も絡みますけれども。そのようなことも少し検討する時期に来ているなということ

を痛切に感じております。 

  後ほどまた災害の関係の一般質問もあるもんですから、その場でもお答えしたいと思いま

すけれども、やはりそういう組織があるということが安心につながるではないかなというこ

とも感じておりますので、これも検討課題として、今のサービスも含めて対応するには、そ

ういう組織もある面必要ではないかということを感じておりますので、検討していきたいと

いうふうに思います。 

○議長（中田隆幸君） ４番、根岸英一君。 

○４番（根岸英一君） 先ほど課長の話の中にも出てきましたけれども、ママ宅等、それから

こういった人たちを利用といいますかね、頑張っていただいて、やはり遠方にある方やそう

いった買い物に来られない方の支援を何とかできるようなお願いをしたいなと、そんなふう

に思います。 

  また、商店においても、もしできることなら行政のほうから支援していただければありが

たいんですけれども、それは商店の努力することであるということも思いますし、いろいろ

やってくれております。中には、私は物を見て買いたいから、連れに来てくれよと、そうい

ったお客さんもおりますし、人もおります。そうすればそのように、今対応のできるところ

は対応しているようですけれどもね。そうやって困っている人もいるということで、ひとつ

よろしくお願いをいたします。 

  いずれにしましても、今後高齢化はますます進んでまいります。移動手段のない高齢者世

帯への生活用品の買い物支援や配送支援は、まず実施していかなくてはならないことの一つ

であります。高齢化率ナンバーワンの、県下一の川根本町ですので、高齢者が安心して暮ら

せるよう、他の町で見習いたくなるような、そういった支援をお願いをしまして、私の質問

を終わらせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） これで根岸英一君の一般質問を終わります。 

  次に、５番、中澤莊也君、発言を許します。５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） ５番、中澤莊也です。一般質問通告書に従って質問をさせていただき

ます。 

  質問事項は、転ばぬ先のつえ、土砂災害危険箇所等の見直しについてということで３点の

質問をさせていただきます。町外からの移住希望者への受け皿づくりについてということで

３点、公共施設の管理運営状況についてということで３点の質問を行います。 
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  初に、転ばぬ先のつえ、土砂災害危険箇所等の見直しについてであります。 

  この夏、各地に甚大な被害をもたらしたゲリラ豪雨、広島市安佐南区八木地域では、平成

26年８月20日の集中豪雨によって発生した土石流により、73人、現在まだ１人の方が行方不

明ということですが、とうとい命と大切な思い出、平和な当たり前な日常生活が奪われまし

た。この甚大な被害をこうむった安佐南区をはじめ多くの被災地が土砂災害危険区域に指定

されていませんでした。 

  本町においても土石流や山崩れ等の災害が発生する危険性のある地域で土砂災害危険区域、

土砂災害警戒箇所に指定されていない場所があるのではないかと心配されます。広島市安佐

南区八木地域の土石流災害を対岸の火事と考えることなく、早急に地域防災計画や土砂災害

警戒区域等の見直しを図ることが必要と考え、以下のことを質問いたします。 

  一つ、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の見直しについて。 

  一つ、地域防災計画の見直しについて。 

  一つ、ハザードマップの利活用について。 

  次に、町外からの移住希望者への受け皿づくりということで質問いたします。 

  少子高齢化の流れの中で、町外からいかに多くの人を町内に呼び込み定住にまでつなげる

かは、今後町が取り組むべき大きな課題と考えます。 

  近、都会から癒しの里川根本町に移住を希望する人が増えているという声を聞いており

ます。しかし、残念ながら空き家物件等の情報が不足しており、定住にまではつながってい

ないのが現状です。町長の考える就業等まで考えた一歩踏み込んだ定住施策の実施が必要と

考え、以下のことを伺います。 

  一つ、空き家バンク事業の実施状況等について。 

  一つ、定住、就業促進等のための一元化窓口の設置について。 

  一つ、行政における空き家等のあっせん業務の実施について。 

  後に、公共施設の管理運営状況について伺います。 

  多くの公共施設の管理運営が指定管理により民間業者へ委託されております。施設の設置

目的に沿った管理運営がされているのか、顧客の満足度はどうなっているのか、ウッドハウ

スおろくぼをはじめとした観光施設等の管理運営状況について以下のことを伺います。 

  一つ、ウッドハウスおろくぼの利用者の推移。利用者の声について。 

  一つ、茶茗舘の管理運営状況等について。 

  一つ、もりのくに白沢温泉の管理運営状況についてであります。 

  町当局からの明確な答弁をお願いいたします。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの中澤莊也君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、中澤議員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

  ８月20日に広島県広島市で発生した豪雨による大規模な土砂災害では、多くの方が被害に
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遭われました。広島県災害対策本部が９月17日16時現在として発表した資料では、死者73人、

行方不明者１人、重傷者８人、軽傷者36人となっております。また、建物の被害は、全壊

133軒、半壊122軒、一部損壊175軒、床上浸水1,302軒、床下浸水2,829軒となっております。 

  ８月には豪雨による大きな被害が広島のほかに高知、福岡、京都、秋田など広範囲にわた

り発生したことから、気象庁は、平成26年８月豪雨と命名をしております。 

  このような土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての

危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等、ソフト対策を推進するため

に土砂災害防止法が制定されました。 

  今回広島市北部で発生した土砂災害を受けて、静岡県では県内の土砂災害危険箇所の追加

調査を行います。宅地開発などで新たな危険箇所ができる可能性があるためでございます。 

  県内には、土砂災害危険箇所が１万5,193カ所あり、内訳は土石流が4,247カ所、地滑り

183カ所、急傾斜地1万763カ所となっております。本町では、土砂災害危険区域は、土石流

によるものが42カ所、急傾斜地によるものが143カ所、地滑りによるものはありません、計

185カ所となっております。このうち土砂災害警戒区域に指定されているのは、土石流によ

るものが42カ所、急傾斜地によるものが131カ所、計173カ所という状況です。 

  現在のハザードマップは、平成22年３月30日現在指定状況に基づき作成し、平成25年度に

各御家庭に配布をしたものでありますが、新たに土砂災害危険箇所に追加され、調査の結果、

土砂災害警戒区域に指定された場合には、その区域のハザードマップを新たに作成し、該当

する地域の方に配布し、周知を図る予定でおります。 

  次に、地域防災計画の見直しの御質問がありました。お答えいたします。 

  平成23年３月に発生した東日本大震災を教訓として、平成23年12月に国の防災基本計画が

見直され、静岡県におきましても平成25年６月に県地域防災計画の大幅な見直しが行われる

とともに、県第４次地震被害想定が公表されたところであります。 

  川根本町の地域防災計画は平成23年３月に策定されておりますが、これらの国・県の上位

計画との整合性を図り、国から示された防災関連のガイドラインを反映するとともに、本町

における各種防災に関する計画や制度を反映し、今年度において全面的な改定を行うことと

しております。 

  具体的な計画の見直しの内容につきましては、これまでは、一般対策編と地震対策編の二

本立てであったものを共通対策編、風水害対策編、大火災対策編、大規模事故対策編、地震

対策編の五本立てとし、よりきめ細やかな対応を盛り込むという計画となります。特に今回

は、東日本大震災における教訓を反映した内容を考えており、減災を基本とした防災対策、

自助、共助、公助を基本とした防災対策、避難行動、要支援者への配慮を取り入れた防災対

策、男女共同参画の考え方を取り入れた防災対策、超広域大規模災害を想定した防災対策の

考え方などのほか、全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴ、衛星携帯電話、エリアメール、

防災メールなどの多様な情報手段を取り入れた計画にしたものであります。 
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  今後の計画の改定スケジュールにつきましては、本年７月に第１回の防災会議を開催し、

関係の方々に御説明をさせていただいておりますが、10月までには素案を作成し、２カ月ほ

どの期間の中で各委員の方々の御意見を伺って原案を作成する予定であります。さらに、原

案に対しては、町民の方々からのパブリックコメントをいただいた後に、３月には取りまと

めの上、静岡県知事に報告するということにしております。 

  今回の見直しの 大のポイントは、たとえ大きな災害が起こっても人命が失われないこと

を 重視し、さらに経済的な被害もあわせて 小限になるよう、様々な対策を組み合わせて

災害に備えていこうというものであります。 

  なお、今回の計画の見直しにつきましては、議員の皆様からもパブリックコメント等を通

じて積極的な御意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

  ハザードマップの利活用について説明をさせていただきます。 

  土砂災害の被害を防ぐため、人命保護や開発規制を目的に土砂災害警戒区域を指定し、住

民の皆様に身近な危険箇所を知っていただき、必要なときには安全な場所に避難していただ

くよう、土砂災害ハザードマップを作成し、配布させていただいております。 

  土砂災害ハザードマップは、土砂災害警戒区域及びこの区域における土砂災害の発生原因

となる自然現象の種類を表示した図面に、土砂災害防止法第７条第３項に規定する土砂災害

に関する情報の伝達方法等も記載をしたものであります。 

  ６月の全国一斉土砂災害防止月間に合わせ、土砂災害防災訓練が実施されております。本

町でも平成21年度から年に１地区になりますが、区単位で訓練に参加していただき、本年度

までに６地区で実施しております。訓練の内容は、主に住民の方が皆様で話し合い、地区内

の危険箇所や避難所までの安全な避難経路を確認していただきながら、手づくりハザードマ

ップを作成していただいております。完成したマップは、各御家庭に配布することにより、

土砂災害から御自分や御家族の身を守るための資料としていただいております。 

  いずれにしましても、ハザードマップは、ある条件の想定のもと作成したもので、自分の

住む場所が危険区域に入っていないから安全だという安全のマップではありません。常に身

近な危険に注意をしていただくことが重要となります。常日ごろから御家族の方や地域の方

と防災に関する話し合いをしていただき、災害が実際に発生してからではなく、発生する前

に、まず身の安全を守るための行動をとっていただきたいと思います。 

  町外からの移住希望者への受け皿づくりについての御質問にお答えをさせていただきます。 

  当町の空き家バンク事業の実施状況につきましては、平成24年度10月から開始され、現在

まで７件の登録があり、２件の物件の売買契約が成立されているところであり、空き家バン

クに登録された物件を購入し、また賃借した者が改修に要する費用に対し、空き家改修事業

費補助金も制定しているところであります。バンク登録数は現在５件であり、決して多くな

い状況であると言えます。静岡県の近隣の市町でも26年２月時点で、静岡市が２件、藤枝市
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が３件、浜松市５件、伊豆市７件となっているのが現況でございます。 

  現状の課題には、空き家所有者からのバンクへの空き家提供が進まないことが指摘をされ

ております。このため登録数が10件に満たない自治体も多いのが現状であります。その要因

には、盆・正月など年数回利用するため、二つ目に、大型家具が保管されていること、３番

目に、見知らぬ人に貸すことに抵抗があること、四つ目に、所有者が当該地域に居住してい

ないため、空き家バンクに関する情報が周知徹底されていないといった理由が上げられてお

ります。また、提供される空き家が老朽化しているため、活用が難しいという点も指摘をさ

れております。 

  空き家事業と関連がありますので、（３）の行政における空き家等のあっせん業務の実施

についての質問にお答えをさせていただきます。 

  空き家の賃貸・売買契約の締結には、宅地建物取引業者の資格を有する民間の会社の仲介

により、物権所有者、入居希望者との間で直接行われます。民間取引に自治体が直接に関与

することはできませんが、このため当町の空き家バンク事業は、仲介業者を選定し協定を締

結した形で実施をしております。 

  不動産業務の評価、不動産取引に関する仲介業者など、自治体にとって対応が困難な分野

もあり、空き家対策事業をスムーズに進めるためには、自治体が実施できない機能を補完す

るパートナーと連携し、お互いの強みや能力を持ち寄り、空き家活用の仕組みづくりを行う

ことが重要だと認識しております。まずは、空き家の実態を調査することだと思われ、今年

度当初予算で空き家実態調査を計上しているところでございます。次の段階で、空き家所有

者の意向確認を実施をしていく予定であります。同時進行で空き家対策事業の仕組みづくり

を構築するため、先進地の事例等を研究し、当町に合った仕組みづくりを行っていきたいと

いうふうに考えております。 

  二つ目に、一元化窓口、定住と就業促進等の設置についての質問にお答えをさせていただ

きます。 

  私は、前々から定住・移住、このことに加え就業支援についての窓口を一本化していくと

いう考えを持っております。企画課では、移住・定住、就業促進の対応として、物件情報の

提供、生活情報の提供、就職情報の提供、各課の助成制度の情報提供、移住促進交流事業を

一括で実施をする。ただ、専門的に実施できないものも事実で、議員が提案する移住・定住

相談窓口には今現在不十分と考えておりますので、しっかりした体制づくりが必要というふ

うに考えております。また、ハローワーク等とも協力関係をもう少し具体的に構築をしてい

きたいというふうに思っております。 

  空き家対策は、移住・定住への活用の問題だけでなく、景観の悪化や老朽化による倒壊、

防犯上の課題も含み、全国でも深刻な問題であります。役場組織全体の課題と捉え、機構改

革を含め早急な対応を考えていきたいというふうに思っております。 

  ３番目に、公共施設の管理運営状況についての御質問がありました。お答えをさせていた
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だきます。 

  ウッドハウスおろくぼの利用客数の推移でございますけれども、議員御存じのとおり昭和

63年度に建設、翌平成元年より宿泊施設として稼働し、その運営管理形態も開設当初の地元

地区への委託、町直営等を経て平成20年度より指定管理制度を導入しており、同制度導入以

来、大新東ヒューマンサービス株式会社浜松営業所を指定管理事業者とした管理運営を行っ

ております。 

  ここ５年間の施設宿泊利用者数は、年平均で1,010名となっており、そのほとんどが家族

連れであり、その多くをリピーターが占めている状況であります。利用者の声に関しては、

御好評をいただいている声だけでなく、お叱りの声や御意見、御指摘等様々なお声を承って

いるところであります。このような声に関しましては、その都度改善すべく指定管理事業者

に対し指導要請を行っているところであります。 

  茶茗舘の管理運営状況に関する質問でありますが、同施設は、指定管理制度ではなく、一

般社団法人川根本町シルバー人材センターと管理運営業務に関する単年度更新による委託契

約を締結し、その運営管理を行っております。 

  近年の状況といたしましては、年間約２万5,000人の入館者があり、そのうち約9,700人の

お客様に川根茶呈茶等を体験をしていただいております。管理運営を委託する経費として、

同じく昨年度までの５年間の平均で約900万円を支出し、約270万円の呈茶等体験収入を上げ

ております。 

  次に、奥大井もりのくに施設の管理運営状況についてのお答えをさせていただきます。 

  同施設は、平成３年にもりのいずみ、平成５年にもりのくにの稼働を開始し、管理運営体

制に関しては町直営等を経て平成19年度より指定管理制度を導入しており、平成21年度まで

は大新東ヒューマンサービス株式会社、平成22年度より現在まで株式会社時之栖を指定管理

事業者とし、管理運営を行っております。 

  近年の状況は、もりのいずみは年間約３万3,000人、もりのくには年間約3,000人の宿泊利

用者がある状況となっております。 

  以上でございます。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） まず、土砂災害危険箇所等の見直しということで再質問をさせていた

だきます。 

  先ほどの町長の答弁の中から、私たちのところには新聞紙上でも報道されていましたが、

185カ所の土砂災害危険箇所があり、そのうちの警戒区域ということで173カ所が指定されて

いるということですが、少し気になったのは地滑りがないという報告がございましたが、防

災計画の中で資料編というのがございまして、その中で地滑り地帯ということで地滑り防火

区域の一覧表が掲げられておりますが、これについてはどのような形、今、町長の答弁の中

の要旨等には地滑り地区がないというお話でしたが、その辺について回答を求めます。 
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○議長（中田隆幸君） 建設課長、大村浩美君。 

○建設課長（大村浩美君） お答えします。 

  御指摘のように、地滑り箇所として久保尾、坂京、平栗等に地滑り地区があると思います。

それも現在の指定は林野のほうで指定されているもので、今回この土砂災害危険箇所として

地滑り箇所の指定はありませんが、既にそういった地滑り箇所は指定されているところはご

ざいます。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 地滑り箇所も土砂災害の危険箇所に当然なってくると思いますので、

そういうふうな見直しもこれから必要になってくるというふうに考えます。そして、今年各

地区で起こった集中豪雨による土砂災害が多く発生して、とうとい人命が失われたというこ

とで、県のほうでも追加の調査をするという今町長からの御答弁をいただきましたが、その

追加調査については、川根本町なら川根本町が情報の提供をして、それに基づいて県が調査

をしていくのか。川根本町独自で協力して調査して、指定をして、県のほうに申請を上げて

いくのか、その辺についてお答えを願います。 

○議長（中田隆幸君） 建設課長、大村浩美君。 

○建設課長（大村浩美君） 指定のための調査、指定は県のほうで行います。調査に当たって

今回新たな住宅開発等により新たな危険箇所が発生していないかという調査から始まります

ので、それに関して情報提供の必要があれば県のほうから要請があれば情報提供のほうはし

ていくことになると思います。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、うちの地区は建築基準法でここに家を建ててはいけないとかとい

うのが多分ないと思うんです。都市計画区域とか市街化調整区域というのがなくて、多分ど

こにもでも家を建ててもいいというふうに考えますが、例えば背後に地滑り地域をしょって

いた場合は当然擁壁等の防護柵、そういう施設をやる必要があると思うんですが、その辺の

今言われた住宅の規制をかけれる区域というのはどのような形で捉えているのか。そういう

地区が川根本町に実際に指定ができるのかどうか、その辺について伺います。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問でありますけれども、先ほど県の指定の中で土

砂災害の警戒区域ということで、うちが185カ所あるということを申し上げたと思います。

今、議員がおっしゃる都市開発を規制するような許可制に関するものにつきましては、土砂

災害特別警戒区域というのがあります。それが本町にないということで、今その指定はない

んですけれども、それが土砂災害特別警戒区域に指定をされますと、例えば特定開発行為に

対する許可制というのがありまして、これは住宅宅地分譲とか、災害時要援護者等関連施設

のための開発行為、それから建築物の構造規制、これは建築基準法に基づいたものですね。

それから、建築物の移転等の勧告というのがありまして、これは住宅金融支援機構の融資等
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に関するものであります。こうしたものが特別がつきますと規制がかかるというものであり

ます。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 再度確認をさせていただきます。特別区域というのはなくて、現在は

条例等ではそういうものは規制されていないという、そういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 一応条例ということではなくて、県の新聞報道でもありましたと

おり、この土砂災害危険箇所というのが185カ所、うち土砂災害警戒区域というのが173カ所

あるということで、特別警戒区域というのが指定をされていないということであります。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、総務課長が答弁された中で、土砂災害警戒区域で括弧して特別警

戒区域を含むということで173カ所指定されているんですが、この中には特別警戒区域とい

うのはないということですね。はい、わかりました。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） それでは、地域防災計画の見直しということで、再質問をさせていた

だきます。 

  今年度防災会議を開いて全面的な見直しをし、今までの一般対策編と地震対策編を変えて、

共通、風水害、大火災とか地震と、そういうふうな大規模、五つに分かれた充実したものに

すると。その中で大きなものとしては公助、共助と自助ですか、そういうものをやって、住

民の生命、財産を守るという、そういう内容にしていきたいというお話がございました。そ

の中で、これは要望でございますが、防災計画の中にいろいろ我が町は非常に急峻な地形で

あるし、山地や崖が多い上に断層や破砕帯が発達したもろい地質が広く分布されているとい

うことがうたわれています。この中で指定、いろいろな危険区域の一覧表等がございますが、

これを示す地図等がないわけですね、防災計画の中に。先ほど、まずふだんそういう危険箇

所を周知しておいて、災害が起こる前に避難するという町長のお話がございましたので、ぜ

ひこういう旧の本川根、中川根別でもいいかと思いますけれども、これは防災の災害対策本

部とかヘリポートだけしか載っておりませんので、こういう地図を作成されて、その中に急

傾斜地危険区域とか土石流が発生する危険渓流、そういうものも整備していく必要があるか

と思いますので、今後の防災会議の中で検討をぜひお願いしたいというふうに考えます。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御指摘でありますけれども、土砂災害警戒区域等、こ

ちらが例ですけれども、各世帯にお分けしたハザードマップですけれども、こうした形でマ

ップにして、各世帯にお分けはしているんですけれども、今、議員御指摘の地域防災計画の

中にこうした地図をというお話でしたけれども、先日、県の説明会にも行ってまいりました

けれども、日本全国どこへ行っても100％安全なところはないというふうなお話をされてお
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りました。当然それは今のいろいろな災害を見てもおわかりのことだと思いますけれども、

そうした中で、ややもするとこの地域防災計画の中で、先ほど町長の答弁にもありましたが、

このハザードマップに載っているから怖い、載っていなければ安全ということはないと思い

ます。ですから、そういうことを含めまして、地域全体がこの川根本町のようなこういう山

間地域でありますと、想定外の土石流というのも当然発生することも考えられます。非常に

その言い方はちょっと口はばったいところがあるんですけれども、そういう意味では先ほど

自助、共助というお話がありましたけれども、まずは自分の身を守るにはどうしたらよいか。

そこら辺のことを地域の中あるいは家族の中でしっかり話をしていただいて、自分の身を守

る。これがまず第一だと私ども考えております。防災計画の中でもそうした地図の落としは

必要かと思いますけれども、そうした誤解のないような形で地図の落とし込みというのは、

もしやるとしても検討していきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、課長に答弁をしていただきましたが、やはり目で見て確認できる。

そういう地図の中に落とし込むというのは、私は非常に大切な作業ではないかと思います。

それはふだんからこのハザードマップが配られていますので、これは多分私の家にも配布さ

れたと思うんですが、今、建設課長に再度いただきましたけれども、こういうのを多分見た

こともない方もいらっしゃるし、どこに危険箇所があるかというのはなかなか周知できない

ことであると思いますので、その辺の視覚に訴えるような、そういう方向もとっていただけ

ればと思います。 

  それでは、ハザードマップの利活用ということで少し質問をさせていただきますが、私は

ほかの地区のことはよくわかりませんので、今、川根本町の塩郷地区と川根本町地名地区と

いうハザードマップをいただいてあります。その中で防災計画の中では急傾斜地とか土石流

災害のそういうものも指定されているわけですが、このハザードマップにはうちのところで

言うと竹花地区というのがあるわけですが、そこは急傾斜地に指定されていて、県の工事も

既に済んでいるわけです。そういうものがこのハザードマップにはちょっと入っていないよ

うに感じますので、こういうハザードマップも今後当然状況を見ながら新しく危険箇所に指

定された箇所があるなら、見直すというお話でございましたので、この中にやはり危険渓流

とか避難の誘導の順路、そういうものも入れて整備していく必要があるかというふうに考え

ますが、その辺について答弁を求めます。 

○議長（中田隆幸君） 建設課長、大村浩美君。 

○建設課長（大村浩美君） お答えします。 

  今おっしゃった急傾斜地崩壊危険区域、これにつきましては、この時点の土砂災害警戒区

域には入っておりません。そのため先ほどから申しております数が185カ所に対して173とい

う数字の差になってあらわれております。この土砂災害防止法の目的が、危険箇所を知って

いただいて、まず身の安全を守っていただく行動をとっていただくためのソフト対策となっ
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ております。既に急傾斜地崩壊危険区域に指定されている箇所につきましては、既にそうい

う危険な箇所だという周知がなされているために、今回の指定には入っておりません。ただ、

その地域につきましても当然土砂災害の危険があるところでありますので、今のところ、県

のほうの予定ですと来年度調査、再来年度指定という計画でいると聞いております。 

  また、先ほどから出ておりました特別警戒区域、これにつきましても同じ来年度調査、再

来年度指定という計画で今県のほうで進めております。また、指定箇所、避難路とか、あと

避難場所までの避難経路、それにつきましては先ほど町長からも答弁がありましたが、各地

区で本当に毎年１カ所になりますけれども、土砂災害防災訓練、これを実施しておりまして、

そのときには地区の皆様で話し合って、ここは危険なので、こういうふうに逃げようとか、

そういった話をしていただいております。 

  一概的に町のほうで、避難所がここなので、こういうふうに逃げてくださいという指定は

かえって危険な場合もあります。そういったものは危険な箇所を熟知されている地区の方皆

様でそういった話し合いをしていただきながら、その防災マップはあくまでも一つの条件に

基づいた危険な箇所をお知らせしている地図であります。やはり地域の皆様でそういった危

険な箇所を話し合っていただき、また避難ルートも皆様でこのほうが安全だというルートで、

相談しながら決めていただきたいと思います。そのための情報伝達は町のほうで行っていき

ます。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） まず自分たちの生命は自分たちで守っていくということで、これは啓

発用の資料だという説明がございました。今、建設課長の中で情報の提供という部分が今出

ましたけれども、広島とか北海道なんかでも地域の住民の方が異常な状況を察知して、その

方が周りの方に、もう避難したほうがいいよというようなことを伝えて命が助かったという

話が出ております。当然そのとき町のほうからは避難勧告が多分出てなかったと思うんです

が、その辺の避難勧告ということについて町長の答弁を求めます。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 全ての責任は実際に町にあるということは承知しております。しかし

ながら、情報が錯綜したり情報がなかったりした場合の判断は非常に難しいというふうに考

えております。そういう中で幸いといいましょうか、あちこちでこのような被害があったも

のですから、情報をいろいろな方面からいただけるような対応は国のほうも、また県のほう

も対応しているということだもんですから、情報を的確につかむにはいい時期に判断できる

というふうに考えております。なかなか責任が重い、大事な判断だというふうに感じており

ます。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、町長の答弁がございました。防災計画の見直しの中で、やはり要



－95－ 

援護者に対する支援ということが多分入ってくるかと思いますので、その情報の伝達につい

ても耳の悪い方、高齢者の方が多いものですから、どのような形で、どのように的確に素早

く伝達をするかということが大きな課題になってくるかと思いますので、防災計画を見直す

中でそのようなことも取り入れていっていただければと考えます。 

  次に、空き家バンクのことについて再質問をさせていただきます。 

  町長が空き家バンクの事業の実施状況の中で、なかなか登録に至っていないよというお話

もございました。これは全国的に見てもなかなか難しい状況があるということは承知してお

りますが、この中で町長が申された周知徹底がされていないよというお話がございました。

これをいかにして今後町外者の方に情報発信をしていくのかお考えを伺います。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 町外者の方への伝達ですけれども、いろいろ固定資産を持ってい

る方に案内を送るかとか、そういうことも検討はされたことはあります。ただ、現状ではあ

くまでも今回町のほうで空き家の調査を行いますので、その中から調査した結果に基づいて

所有者への意向確認をするということを予定しておりますので、所有者のほうの確認をまず

初にしていきたいと思います。 

  それと、空き家を求める方、この町に来て就労したい方の情報発信ですけれども、現状で

は東京のほうで県がある程度のそういう自治体を集めたり、全国の自治体を集めての紹介を

する機会がございます。そのようなときに町のほうでも出向いて、川根本町のコーナーを設

けて、そこでの説明は行っております。ただ、それ以上もっと広くということはどうしても

町のほうの情報発信はやっぱりホームページとかそういう形の今の現状になっておりますの

で、より広く取り上げられるような仕組みというものも一歩踏み込んで考えていきたいとは

思います。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今年度調査をして、所有者の確認もされる。そして所有者の意向を確

認して情報提供に反映していきたいということですので、この調査の成果が上がることを期

待しております。この調査ということで、以前これは町長からの答弁だったと思いますが、

各区の区長さんに情報の提供を呼びかけた経緯があるかと思いますが、その辺についてどの

ような情報が何件上がっているのかということがもしわかればお願いしたいと思いますけれ

ども。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） まとまった区長さんからの報告等はいただいてはおりません。た

だ、現実的に企画のほうへはお問い合わせ等は来ておりますけれども、区長さんからという

情報とは聞いておりませんので、そこは現時点ではありません。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） わかりました。 
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  空き家バンク関係で先ほど、これは町長がたびたび申されておりますが、定住促進、就業、

それも含めて一体的にやらないと定住にはつながらないよということで、まだしっかりとし

た体制がとられていないということですが、今後の機構改革をにらむ中で、今後どのような

取り組みを考えておられるのか、具体的な考え方があったらお示しを願いたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 先ほどハローワークの話をしましたけれども、今、町内でも企業の皆

さんからは募集をするけれども、なかなか人がいないという声をたくさん聞きます。そのよ

うな中で、これはミスマッチだと思っておりますけれども、多分ここに住んでいる皆さんは、

この川根本町には就職する場所がないよというような先入観を持っているということが多々

あったというふうに思っております。ですから、そのような情報等も含めて、町が一元化し

て住宅も含め、対応をすることが必要と。特にＵターンで帰ってきたいという方の声も聞い

ておりますので。しかしながら、ほとんどの場合、こちらには就職するところがないよとい

うことで断っているということが多々あるようでございますので、それらを無駄のないよう

に、ミスマッチのないように町が一元化して対応することが必要ということで一元化をして

いきたいと。当然ながらハローワークとも協調関係を持っていかなければいけないというふ

うに思っております。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） そういう情報を住民の方、移住希望者の方に提供する窓口の一本化と

いうことについてはいかがでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 当然ながら住宅等関連するというふうに思っておりますし、また、実

家があるとかいう方は別なんですが、そのほかの方は当然ながら住宅等をセットにするよう

な考え方も必要ではないかというふうに思っております。ですので、企画対応になろうかと

思いますけれども、一元化して対応できる、そのような窓口をつくりたいというふうに思っ

ておりますし、今、具体的にはちょっとばらばらでやっているということで、まとまりがな

いということでございますので、一元化していきたいというふうに思います。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） そういう人たちの声をぜひ吸い上げていって、町の定住につなげてい

ただきたいと思いますので、一元化窓口の早急な構築というんですか、整備、機構の見直し

ということでお願いしたいと考えます。 

  後になりますが、公営施設の管理運営状況ということで二、三再質問をさせていただき

ます。 

  まず、茶茗舘の管理運営状況ということで、シルバーに単年度で委託契約をしているよと

いうお話がございましたが、６月の私の飲食の提供というのはどういうふうに考えているの

かという質問をさせていただきましたが、そのお答えの中で運営も含めて今後検討するよと



－97－ 

いうことですが、どのような内容のものが話し合われたのか。もし話し合われない、まだそ

こまで至っていないということであれば、今後どのような形で検討していくのか、その辺の

ことを答弁を求めます。 

○議長（中田隆幸君） 商工観光課長、野崎郁徳君。 

○商工観光課長（野崎郁徳君） それでは、中澤議員の御質問に対してお答えをさせていただ

きます。 

  ６月議会におきまして議員御指摘のとおりの形で御答弁をさせていただきましたけれども、

今年度におきまして商工観光委員会、商工観光課におけます各種検討課題を協議する委員会

がございます。その場において協議をするという方向でいます。諸般の事由等ありまして、

開催については２月以降を予定しておりますけれども、その場において検討する中で議員の

お話にありましたとおり、施設のあり方、状況等を再確認をし、必要な事項等を調査して、

その結果について対応策を講じていくという考えを持っております。お話ありました飲食提

供についても、町としてもその状況を再度精査をする中で、必要性等については検討してい

くという考えを持っております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、商工観光課長のほうから商工観光委員会等を実施して検討してい

くという御答弁をいただきました。この中ではやはり観光施設の問題、例えばウッドハウス

もそうだし、もりのくにも必ずしも指定管理でやっていることが、ただ民間の活力を利用し

て、円滑、経費的な面で今までよりも少ない経費で、同じような運営ができれば、それはい

いかと思うんですが、やはりウッドハウスにはウッドハウスのつくったときの経緯があって、

ウッドハウスは旧の中川根の観光の拠点であったし、地元の人たちの活性化のため、木材の

有効な利活用、それを促進するためにつくられた施設であります。なかなか指定管理になる

と、お客さんが少ない時期については、そこを閉めているというような、そういう傾向が見

られますし、町がやっていたときは、そういうときでも町の施設だからということでお客さ

んが１人でも来てくれたときは対応していました。確かに経費的な面を考えれば、それは無

理かと思いますが、その面と、いろいろなイベントを打って、お客さんの誘致は図ったわけ

です。そういうものについてもやはり観光振興ということを考えれば、ただ指定管理だけに

して業者に任せっ放しにするという考え方は余り好ましくないんではないかというふうに私

は考えます。その辺についての町の考え方を伺います。 

○議長（中田隆幸君） 商工観光課長、野崎郁徳君。 

○商工観光課長（野崎郁徳君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  ウッドハウスおろくぼのことについてでありますけれども、設立経緯につきましては議員

がお話しされたとおり、木材活用並びに住民の福利厚生というような形で設置をさせていた

だいて現在に至っております。指定管理に移ってからはまた議員今お話ありましたとおり、
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財政的な面については町の支出、全体的支出については減少をしているという一定の効果が

あることも事実でありますけれども、同施設に関しましては、施設の設置場所であります南

赤石林道周辺の森林レクリエーションの拠点であるという位置づけについては、町は現在も

揺るぎないものでございます。議員が会長をお務めいただいておりますけれども、エコツー

リズムの関係におきましても、南赤石林道を活用するエコツーリズムの各種事業等におきま

しても、利用者が宿泊をいただいている現状もございますし、今後もエコツーリズムを中心

とした形の中でウッドハウスおろくぼを拠点とした考え、また同施設には天文台も併設され

ております。そちらへのお客様も多数お見えになっておりますので、それらもあわせた活用

を今後とも図っていくという考えでございます。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、課長のほうから前向きな御答弁をいただきました。ぜひ川根本町

はユネスコエコパークに登録された誇るべき豊かな自然を持った地域でありますので、ウッ

ドハウスの利活用ということについては、町の行政も踏み込んで、ただ指定管理に任せてし

まうのではなく、そういうことも運営の中で行うべきだということを指摘しながら、管理運

営に取り組んでいただきたいと思います。 

  後になりますが、これは情報として入ってきたわけですが、もりのくにの経営がなかな

か難しいよということであります。時之栖も川根温泉ができたことによって一体的に多分経

営をしていくんではないかと思われますが、今後の時之栖がもりのくにを今後とも指定管理

を受けて、運営していくかどうか少し心配な点がございますので、わかる範囲で結構ですの

で、情報の提供という形でお願いしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 指定管理の関係は公募という形で対応するということになっておりま

すので、私のほうから具体的には申し上げられませんけれども、今言われたように、川根温

泉を指定管理をしているという中では、当然ながらこちらのほうも今後とも頑張っていただ

けると思うし、これまでも大変お世話になっているという中では、大変知名度の高い、あち

こちで同じような商売をしている時之栖ですので、引き続きやっていただくことを私個人的

には希望しているということでございます。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） やはり時之栖は非常にノウハウを持っておりますし、川根温泉ホテル

というのは島田の市長もおっしゃっているとおり、奥大井川流域の観光の拠点というふうに

市長も捉えているようですので、連携を図りながら、いかにして例えば川根温泉ホテルと連

携して、あそこにメニューの提供をする。こちらではトレッキングができるよ、カヌー体験

ができるよ、そういうものをメニュー的に向こうに取り入れていっていただいたりしながら、

こちらの観光振興につなげていっていただければと思います。そこについて考え方をお願い
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したいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 商工観光課長、野崎郁徳君。 

○商工観光課長（野崎郁徳君） 島田市川根町の川根温泉ホテルとの関係でございますけれど

も、現在でも同ホテル内におきまして、交通ネットワークが実施をする各種事業のチラシの

掲示、当然もりのくにのパンフレット等も置いていただいております。また、同じ指定管理

事業者時之栖さんでありますので、そちらとの話の中では一体的な取り組みについて前向き

な御検討をしていただけている状況でございます。お客様に対しましても川根温泉に泊まっ

て、翌日はもりのくに泊まるというような誘客、周遊コースの検討、そのような形のことも

検討されているというふうにも聞いております。その辺のことを今後とも深めてまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（中田隆幸君） ５番、中澤莊也君。 

○５番（中澤莊也君） 今、答弁がございましたとおり、川根温泉ホテルと連携を密にしなが

ら観光振興に努めていっていただきたいと思います。 

  これをもちまして私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） これで中澤莊也君の一般質問を終わります。 

  11番、小籔侃一郎君、発言を許します。11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） 11番、小籔でございます。 

  いろいろな一般質問が出てまいりましたけれども、今回は鳥の目的な見方で、私も一般質

問をいたします。 

  南アルプス国立公園指定50周年の年でありました。５月29日には世界農業遺産に静岡の茶

草場が認定されました。そして、６月になり、日本時間12日未明に南アルプス一帯がユネス

コエコパークに正式に登録承認されました。リニア新幹線工事概要も発表されました。そし

て、大井川鐡道、トーマスきかんしゃの運行など大きなイベントがあり、対外的には話題豊

富な年であります。 

  特にユネスコエコパークは関係地域が三つの県10市町村にまたがります。静岡県静岡市、

川根本町、山梨県韮崎市、南アルプス市、北杜市、早川町、長野県飯田市、伊那市、富士見

町、大鹿村であります。が、この10の中で全域が指定されたというのは川根本町、そして南

アルプス市、早川町、大鹿村の四つの自治体でございます。あとは静岡市のように、静岡市

葵区というような区切りがつけられているわけでございます。このエコパークのうち川根本

町の占める領域の割合は総面積の16.4％、核心地域は7.4％、緩衝地域は1.5％、そして移行

地域は22.8％で、人の暮らしなど地域経済の継続的な発展を図らなければならないとされる

面積が大きいのがこの川根本町の数字的特徴であります。そして以下の３点についてお伺い

いたします。 

  １点目は、エコパークについて本町の取り組みについて６月議会で同僚議員からも質問が

ありましたが、資料館やまびこ、南アルプス山岳図書館、茶茗舘等を情報の拠点にしたいと、
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そういう答弁をされました。その後、時間的に短くて恐縮ですが、検討会議と進捗状況、ま

た考えをお伺いいたしたいと思います。 

  ２点目は、きょうの本題でございますけれども、３県10市町との連携と交通交流の構築に

ついてであります。 

  少し前置きがあります。千年の学校を通し、山梨県早川町長、・一幸氏の教えが自分の議

員の原点と言えるものがあります。10年以上も前からいろいろな情報を千年の学校の指導的

機関、日本上流文化圏研究所や早川サポータークラブに入会して、広報紙「やまだらけ」な

どから情報を得ています。日本で一番人口の少ない町ですから、川根本町よりも危機感があ

ります。町民の生活のため、あるいは町存続のためにとの意識が非常に強く思えるところで

す。そんなことで、早川町に関心を寄せてまいりました。鈴木町長は早川町長とはじっこん

の中であるというふうに伺っており、この千年の学校の立ち上げ時からの経緯もよく一番御

存じの町長であります。また、エコパークやリニア新幹線建設の社会環境の中で、山梨県早

川町においてはリニア新幹線トンネル工事に関連させて、ＪＲ東海の一定の負担のもとにリ

ニア工事の残土を使用して道をつくり、早川町 北端の奈良田という場所を御存じかと思い

ますけれども、あります。その北端から南アルプス市芦安温泉の間を４キロのトンネルを貫

通させて、５年後には甲府に通ずる早川芦安連絡道路の建設が決定しております。それは読

売新聞でも既に紹介されているところでございます。 

  本題に入ります。伝わってくるこのような状況の中から、以前は自分自身が夢のまた夢と

思ってきた話でありますが、静岡市、川根本町、早川町、１市２町が県あるいは国とスクラ

ムを組んで静岡県大井川左岸と山梨県をつなげよう、そういう提言をしたいと思います。両

県関係市町にとってはかり知れない恩恵があると思います。平成25年７月発行の「ふじのく

にの“みちづくり”」というリーフレットがございます。今手元にはありませんけれども、

それを見ますと、大井川上流だけが取り残されている感じがいたします。富士川流域は中部

横断自動車道で短時間で甲府につながるというもの。それから、天竜川流域は長野県に既に

つながっております。それに加えて西部地域、三ヶ日からは三遠南信自動車道が進んでおり

ます。大井川流域、この地域はアルプス山岳に阻まれ、交通行きどまりであります。もしも、

考えたくないんですけれども、沿岸部で想像したくない万が一の事故が発生したときは、本

当に逃げ場のない袋小路となるわけであります。例えば大井川水系、井川小河内地区という

ところがありますけれども、井川に。井川雨畑林道というのも今開通しております。中腹か

らトンネルで山梨県に時間短縮して結ぼう。そういうお話も聞きますが、私は畑薙ダム左岸

からトンネルで早川町、雨畑と結ぶ、例えば山梨・静岡上流連絡道構想を提案したいと思い

ます。山静上流連絡道構想という語呂合わせにもなると思うんです。山梨県、早川町雨畑に

一番近い距離だと考えます。この道路により行きどまりを解消しようと考えるものでありま

す。そこで、例えば山梨・静岡上流連絡道建設期成同盟会というようなものを設立を働きか

けて、川根本町が指導的立場を発揮するよう活動を始めてほしいと。そういう考えで町長の
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英断を期待して、お考えを伺いたいと、そんなふうに思います。 

  ３点目は、ユネスコエコパークと川根本町経済についてでございます。三つの地域から構

成されるエコパークの核心地域は動植物の生育が法的に厳しく保護され、長期的に保存され

る地域であり、光岳南側の本州唯一の原生林、自然環境保全地域がございます。緩衝地域は

教育や研修、森林セラピー、エコツーリズムなどの自然の保護、活用の理解を深め、担い手

を育成する場という位置づけでございます。移行地域は町民が居住、生活を営み、自然環境

の保全と地域社会の発展の取り組みが行われる場所ということであり、川根本町全域が当て

はまります。地域社会の発展の取り組みには川根茶と観光とエコパークについてなど、南ア

ルプスエコパーク川根本町ブランドの構築と浸透が課題であると思います。 

  静岡新聞の９月11日から14日に、選ばれる観光の題目で、皆さん御承知かと思いますけれ

ども、３日間にわたりまして経済再生、静岡成長戦略という記事で問題提起されております。

その９月11日、一面トップで「改革は危機感共有から」という文字が心に残りました。本町

の茶業、農林業、観光産業の現況は非常に厳しいものがあります。厳しいを通り越して苦し

い現況でもあります。町長の川根本町経済についての認識をお伺いいたします。 

  以上、壇上からは以上でございます。 

○議長（中田隆幸君） ここで暫時休憩に入りたいと思います。 

  答弁は午後一番にお願いしたいと思います。 

  お疲れさまでした。 

  再開は１時から行います。 

 

休憩 午後 零時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中田隆幸君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  先ほどの小籔侃一郎君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、小籔議員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

  ユネスコエコパークと川根本町という御質問でございました。その中で６月11日のユネス

コエコパークへの登録から３カ月余りがたったわけでございますけれども、その間の町の取

り組みでございますけれども、町内外におきまして登録記念イベントを開催し、エコパーク

登録の周知を図ってまいりました。エコパークとは、エコパークの理念、登録を受けて今後

どう取り組んでいくかといった内容を学ぶ学習会を開催をしてきたところであります。 

  南アルプスユネスコエコパークの関係３県10市町による協議会によりまして、エコパーク

登録をＰＲするポスター、チラシ等を作成しまして、町関係施設、学校等へ掲示するなどＰ

Ｒ活動を行ってきたところであります。 
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  まだまだ周知不足の感はございますけれども、今後とも町内外でのユネスコエコパーク並

びに町全域がエコパークに登録された町「川根本町」としてＰＲ活動を継続していくととも

に、６月議会答弁でも申し上げた、庁内の関係課から成る検討会議を来月初旬に開催する予

定でおります。行政としてエコパークの町としての振興方策の協議、検討を推進をしていく

ものであります。 

  関係する３県10市町との連携と交流交通の構築についての御質問がございました。 

  南アルプスエコパークは、３県10市町の総面積、先ほど述べられましたとおり、30万

2,474haに及ぶ広大なエリアをその区域としていることから、議員が御指摘のとおり市町村

間の連携は不可欠ということは認識をしております。現在、関係10市町による南アルプス世

界自然遺産登録推進協議会を組織いたしまして、同協議会内に南アルプスユネスコエコパー

ク推進部会を設け、連携強化を図りつつ、エコパークの理念を生かすまちづくりの推進、連

携を図っているところであります。 

  しかしながら、この広大な地域の市町連携には、それぞれをつなぐ交通網、道路網の整備

が不可欠であることは議員の御指摘のとおりでありますが、南アルプスを挟んだ長野県、山

梨県はもちろんのこと、県内のエコパークエリアである静岡市井川地区につながる道路整備

の状況は御存じのとおりで、大変狭隘で悪い道でございます。今後、井川地区、さらには山

梨県へと続く道路網整備に関して、県、静岡市をはじめとする関係機関に強く要望をしてい

く所存でございます。 

  町としましても南アルプスエコパークエリア市町の情報を広く知っていただくよう、エコ

パーク拠点整備である資料館やまびこ、南アルプス山岳図書館、茶茗舘等に関する資料を提

示するよう準備を進めているところであります。また、開催を予定しておりますＳＬフェス

ティバル、奥大井ふるさと祭り等においても、エコパーク関連ブースを設け、関係市町の紹

介等を予定をしているところであります。 

  後になりますが、町全域が指定されているエコパークの移行地域での経済と生活に関す

る質問でございますが、今回の登録が本町の豊かな自然環境と人々の暮らし、歴史・文化や

川根茶栽培に代表される地域農業、森林環境整備等を含めた川根本町そのものがユネスコに

認められたものであることから、今までの生活、文化を生かしつつ、町全体をエコパークの

町としてアピールし、エコパークの理念である自然との共生が図られる地域経済活性化の方

向を検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

  そのような中で、先ほど具体的にお名前が出ました早川町の辻町長、今９期目のようです

が、全国でも中山間並びに過疎地山村地帯の全国の会長を多く務めている大変力のある方で

ございまして、先ほども質問にありましたとおり、千年の学校、上流文化圏会議でございま

すけれども、そのときにも指導的な全国の役割を果たしていただいたという方でございます。

その方にもいろいろまちづくりについて御教示を私どもいただいている間柄でございますけ

れども、やはり静岡県を見ますと、先ほども述べられたとおり、天竜川には三遠南信、それ



－103－ 

から富士川には中部横断自動車道等々が２県にまたがって通過をしているという地域でござ

いますけれども、残念ながら大井川は行きどまりという現況でございます。 

  その中で、私どももいろいろこのエコパークに関連いたしまして、どのような施策が必要

かといったときには、なかなか対応が難しいというのが現実でございます。と申しますのは、

寸又の左岸、これも南アルプスの南側でございますけれども、光岳を中心とした地域がコア

の部分になっておりますけれども、そこへ40㎞の左岸林道がありますけれども、今10㎞ほど

で、お立ち台まで行けるようですが、それから先はすぐにだめになって、崩落しております。

その崩落もこれは国有林内でございまして、町がタッチすることは今現在できませんけれど

も、やはり林野庁等とも相談し、また環境省とも相談しながら、やはり柴沢までの40㎞を何

とか車並びに人力で歩けるようにしておかないと、静岡県側からの登山者は皆無に近いとい

う状況でございます。そのような中で、当然長野県のほうでは30万と言われております登山

者がほとんどが長野県から登っているという状況を見たときに、果たしてエコパークの登録

をして何が川根本町ができるかということを考えますと、やはり今言った寸又川の左岸林道

は当然ながら柴沢までは行けるようにしたいという思いが一つございます。それまで40㎞あ

るものですから、その前のお立ち台まではまず対応できるようにして、寸又峡を周遊できる

ような形にしたいというのが一つでございます。 

  もう一つは、やはり今ネックになっておりますのは環状線です。これは井川との関係、静

岡市との関係がございますけれども、当然これまでも川根本町と井川地区の皆さん、静岡市

とはいろいろな形でお互いに連携を持って対応してきたというような経緯がございます。奥

大井南アルプス振興協議会等々もあったものですから、そのような協議をしたということが

ございます。その中で今回山梨県の早川町がやはり雨畑林道を何とか通れるようにして、静

岡県から山梨県に抜ける道路を何とかつくろうじゃないかというようなお話も実は近々私に

もございました。そのような中で、やはり期成同盟会等をつくって、国・県に要望しながら、

両県にまたがりますけれども、そのようなことをやらない限りは静岡県側のユネスコエコパ

ークは余りプラスにならないのではないかというような感じが実はいたしております。その

ような中で呼びかけもあったものですから、何とか具体的に対応して、静岡県から長野県へ

抜ける道路を改良してもらう、そのような期成同盟会をつくるということは３者ではできる

と思いますので、そのようなことを積極的に進めていきたいというふうに思っております。 

  特にこの21世紀というのがこれまで地方の時代とも言われました。また、環境の時代とも

言われました。そのように非常にこれから追い風が吹くような形の中で、残念ながらリニア

の関係、これも悪い面ばかり出ておりますけれども、私の友人は今リニアの駅を山梨県、長

野県、静岡県につくろうという運動をしている方がおります。実は呼びかけもございました。

当然ながら静岡県は山の中ですので、トンネルの区域です。そこへ7,000万の皆さんに大井

川を上ってきていただくようなモデルケースをつくろうじゃないかという運動も実は始めた

方がおります。そのような中で、やはり将来に向かって希望の持てるユネスコエコパークの
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登録であるということは当然ながらやっていく必要があるということを将来的な展望として

やる必要があると思っています。 

  それから、もう一つ、これも大事かなと思っておりますのは、今10市町が構成されて、登

録をされましたけれども、その中でお茶の生産がほとんどないのが山梨、長野です。その中

でお茶は静岡県、いわゆる井川と川根本町になりますけれども、その地区の特産としてエコ

パークに認定されたお茶ということで宣伝したらどうだろうという具体的な話も実は静岡市

のほうからも話がございます。それらもより具体的にこれから研究しながら対応していくこ

とが必要というふうに思っておりますので、これまでともすると下流を見る、いわゆる都会

を見るような風潮が多かったけれども、辻さんの説ではありませんけれども、やはり上流の

文化を大切にすべきだということで、やはり拠点整備もしながら対応する必要があるという

ことで、もう一つ言わせていただきますと、当然ながらユネスコエコパークの拠点づくりが

必要です。今簡単に言いますと、寸又峡と接岨それから、茶茗舘に拠点整備をしようという

ことで整備を考えておりますけれども、将来的には奥泉地区の北小あたりを本格的なエコパ

ークの拠点づくりということで、そこではカヌーをやったり、または登山をする人、いろい

ろな皆さんを案内できる。エコパークになりましたので、当然ながらエコツーリズムの皆さ

んにもお世話になりながら対応していく。それが将来の人づくり、またはいろいろな生きが

いづくりに役に立つのではないかというふうに考えておりますので、来年度は町債をつけな

がら対応をしていくというような思いで今ありたいというふうに思っております。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） ただいま広範にわたりまして早川町の問題、上流の問題、詳しく

説明されました。夢のような話が半分ありますので、再質問もなかなかしにくいところもご

ざいます。ですけれども、夢は夢としてこういう場で語るのも無意味ではございませんので、

お話を続けていきたいと思いますけれども。 

  エコパークに認定されて約１カ月後でしたですけれども、７月16日に静岡市田代の畑薙ダ

ムで南アルプス山開きが行われました。テレビなどで安全祈願祭の様子、アルペンホルンの

演奏とか森副町長のインタビューもテレビで放映されて、皆さんも御案内と思いますけれど

も、そのとき田辺静岡市長とも式典が終わってからお話しすることができました。廃土置き

場を本当に気にしておりました。今から二軒小屋、ツバクロ沢へ行ってくるんだと、そうい

う意気込みで出発した思い出がありますけれども、そのときに井川出身の、先ほどお話ちら

っと出たかと思いますけれども、市会議員とも声をかけ合って、この地域の夢を話し合うこ

とができたわけであります。今の早川への道はその延長線上でもあります。 

  ずっと昔、元掛川市長の榛村さんが、うろ覚えで申しわけないんですけれども、紅葉のき

れいなところは不便だと。空気のきれいなところは人が住みにくいなど、そんなことをおっ

しゃった記憶がございます。本当に悲しい矛盾だと、こういうことでございました。南アル

プス前衛の入り口である寸又峡をはじめ、先ほど来お話出ておりますけれども、ここから光
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岳に登る人が本当に少ないということであります。奥地の開発というのは本当に大事なこと

で、新しい魅力にと静岡空港から大無間山へヘリポートの話もお聞きしたことがあります。

それから、接岨峡から大無間へロープウエーをかけたらどうかとか、そういう話とか、もう

一つ、寸又峡に吊り橋を新しくして、夢の吊り橋と１周できるように周遊回廊を新しい橋を

つくってやることによって、新しい景観が提供できるじゃないかと、そういうような話題も

あります。現在はトーマス効果である程度のにぎわいがありますけれども、こういう夢とか

計画をやっぱり調査費をつけて夢の研究と対策が大事だと思われます。奥地に人を集めるに

はどうしたらいいか。町長の思いをお伺いいたします。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 大変大きな問題があるというふうに思っておりますので、私一人でで

きるというふうには思っておりません。そのような中で、今関連する国の企業、自治体も大

変多くこちらへ来ているということであります。と申しますのは、国土交通省、また林野庁

等々がこちらに関連しているという中では、当然ながら皆さんにも知恵をさずけていただか

なければならないだろうというふうに思っております。 

  その中で今具体的にお話がありました。特に寸又峡、私、非常に残念に思っておりますの

は、何度も申し上げますけれども、 盛期、寸又のピークのときは34軒の宿泊施設がござい

ました。収容人員は1,500から2,000人と言われた時期がございました。今現在は８軒です。

相当減ったということですが、そうしますと、全体の収容人員は450から500です。それだけ

宿泊施設がなくなったというのが現実でございます。これは全体的にどういうことが言える

かといいますと、当然ながら収容人員が少ないところはトップシーズンのときになおお客さ

んの入りが限定されるということでございまして、どうしても年間の宿泊数が増えないとい

うのがそこに原因があるというふうに思っております。トーマスの今お話がありましたけれ

ども、トーマスで千頭駅までは大勢来ておりますけれども、泊まる方はほとんど海岸のほう

へ行ってしまうというような現実が実はございます。 

  そんな中でどうしたら寸又峡を中心とした奥大井へ来て泊まっていただけるかということ

を考えますと、当然ながらやはり見るものが必要だ、体験するものが必要だということにな

ろうかと思います。その中で具体的には今ケーブルカーとかロープウエーの話もございまし

た。また、ある人は長島ダムへ船を浮かべたらどうだろういうお話をされる方もおります。

私は今あるものをもっと大事にするならば、井川線、これは全国にここにしかないものでご

ざいますので、もう少しＰＲをする必要があるのではないかなというふうに思っております。

これはこれまでの本川根町の行政、中川根町の行政も責任があるかもしれませんけれども、

当然ながらやはりああいうものももっともっとＰＲする必要があったかなというふうに考え

ておりまして、私も責任の一端を担わせていただいたものですから、やはり責任を感じてい

るという面がございます。 

  それから、今井川の話が出ましたけれども、井川の皆さんもリニアの関係の道路改良がで
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きるだろうという思いから、ほとんどの方が井川地区の皆さんは賛成をしております。しか

しながら、大井川の下流の皆さんは、水を受給している皆さんはほとんどが反対です。その

ような中で川根本町は水源地を持っている。これは長島ダムのことを申し上げておりますけ

れども、やはりこの機会に下流の皆さんに水源地の大切さ、または水源地で頑張っている皆

さんの姿を見ていただくこともエコパークに登録された一つの任務だと思っておりまして、

そういう下流の皆さんに環境の勉強のために来ていただくような方策も具体的に今お願いを

しておりますけれども、具体的に可能になるような努力もする必要があるというふうに思っ

ています。ですから、将来これは21世紀型の観光地の目指す目標というのは、奥大井に完成

できるというふうなところまでつなげていきたいなというふうに思っておりますので、いろ

いろな形でまた御助言等いただければ、具体的に対応していきたいし、また、やはり少し調

査することも必要かなと、今、小籔議員が言われたことも具体的に調べる必要があるという

ふうに思っておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） 今ＰＲの話出ましたので、お話ししますけれども、ここにぐるぐ

るマップというのがございます。これは８年前に出たものですけれども、私ごとで恐縮です

が、自分のところにはこれを置いてあるのですけれども、この中に８年前ですので、同級生

が載っております。今はもう亡くなりましたけれども。こういうものが今年の予算の中に上

がっております。300万ちょっとの予算が載っておりますけれども、その進捗状況を楽しみ

にしているんです。発行されるのを。ネット文化で、ネットで拾えばいいじゃないかと思う

方はおるかもしれないですけれども、こちらに入ってくる観光客の年齢層は、今はトーマス

で若い方が入ってますけれども、ネット文化になかなか対応し切れない人がいっぱい入って

きます。というのは、このぐるぐるマップのような紙、雑誌文化に頼る客層も多いわけであ

りますので、これがどんなぐあいに進捗されているか。本年度予算に入ってますので、課長

のほうからか町長からお伺いします。 

○議長（中田隆幸君） 商工観光課長、野崎郁徳君。 

○商工観光課長（野崎郁徳君） ただいまの小籔議員の御質問に対してお答えをさせていただ

きます。 

  今お話しのとおり、本年度予算でぐるぐるマップの改定、作成の予算300万円を計上させ

ていただいております。この出版物に関しましては静岡新聞社出版が発行をするものであり

まして、その発行に関する経費の一部を町が負担をするという形で発行しまして、書店等で

販売をすると。販売については静岡新聞社出版のほうが販売をするという形になっているも

のであります。通常の書店で販売をしているもの、ぐるぐるマップは他地区いろいろ出てい

ますけれども、そういう形をとっております。議員御指摘のとおり、その当時発行して、大

分年月がたっておりまして、先ほどのような事例であるとか、載っている記事、店舗等もも

う既にないとかいうようなことも生じていることは承知をしております。その出版物、前回
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作成したときは市町合併前でありまして、旧川根３町、金谷町、島田市と静岡市の一部井川

という形で共同で発行をした経緯があるやに聞いております。 

  今回予算を策定をして事業を進める中で、現在の状況でありますけれども、現在未着にな

っております。なぜ未着かといいますと、発行に当たりまして、同じく広域での発行でない

となかなか効果が薄いという判断のもとに協議を進めている中で、残念ながら島田市のほう

ではなかなか発行に対する合意を得てないというところもあります。今のままの状況でいき

ますと、ぐるぐるマップ川根路ではなくて、ぐるぐるマップ川根本町になってしまうという

ところが一番大きく危惧されるところでありますので、その辺についての対応を島田市とも

協議を重ねる中で、一緒に進めていこうという話ができ得ることを受けての対応というふう

に考えております。 

  また、それに代わるものとして、現状エコパークの登録を受けた中で、静岡市中心に発行

されております「スローカル」というフリーペーパーがございますけれども、約６万部発行

されているものでありますけれども、そちらはフリーペーパーですので、自由にお持ちいた

だくものでありますが、そちらについてはエコパークということで静岡市の井川地区、静岡

市はオクシズという形で旧安倍地区の振興を図っておるわけですけれども、そこの記事とあ

わせて川根本町の特集を８月上旬に出させていただきました。ぐるぐるマップのみならず、

様々な媒体を介しまして議員御指摘の形の観光等に絡む情報発信を続けていきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） 11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） 今、島田市のことが出てきましたけれども、ぐるぐるマップ、大

井川上流でもいいんです、静岡市と組んで。早川町と組んでもいいんです。ここに南アルプ

スと前衛の山々、これ平成18年ぐらいに発行されたものがございます。特産品の紹介とか、

いろいろな紹介がされております。これを見ると本当にすごいことをやっていたんだなと思

うんですけれども、南アルプス観光連絡協議会というところで発行されたものです。今この

組織はどうなっておりますか、お伺いします。 

○議長（中田隆幸君） 商工観光課長、野崎郁徳君。 

○商工観光課長（野崎郁徳君） お答えさせていただきます。 

  その協議会につきましては現在もございます。その中で今発行しているものについては、

主に南アルプスのトレッキングとか、ハイキングコース的なものを御案内する形のものを出

しております。静岡市のほうが中心になってやっていただいておりますけれども、事業的に

はそんな形で継続をしております。 

○議長（中田隆幸君） 11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） それから、８月20日にエコパークの立地の町であります伊那市議

会の総務委員会の10名の皆様がこの川根本町へ訪問されました。一行はエコパーク市町を一
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周する行程で研修をしていたわけであります。ちょうど町長、議長は竜泉市に出向いており

まして留守でしたので、副議長で対応をさせていただきました。その折、課長のほうからＤ

ＶＤを用いてエコパークについて本町の取り組むエコツーリズムについてお話しされました。

議会活動の報告としては６月の４、５と現地視察をしておりますので、そのときの様子を地

図と写真で説明させていただきました。 

  リニア問題はこの伊那市に関しては通過地点でないということで割と淡白な考えでござい

ました。その南の大鹿村は担当区域に入りますけれども。そんなこともあったんですけれど

も、大井川の水に関して先ほど町長お話ありましたけれども、川根本町、それからそれ以南

の水利利用、市町の関心が高いということをお知らせしておきました。先ほども言いました

けれども、山岳で交通の便は頭を抱えるところがいっぱいあるんですけれども、エコパーク

内周遊交通網の構築というような構想も持つべきだなと思います。これには島田市あるいは

浜松市、身延町、南部町を含めて、南アルプスエコパーク周遊友好都市提携というようなも

のを考えて、先ほどのこういうＰＲにせよ、連絡協議会の後の対応を考えていくべきだなと

思います。この連絡協議会の中にはもう既になくなった町が二つぐらい入っております。と

いうことですので、合併後にこういう南アルプスエコパーク周遊友好都市提携、そういうよ

うなものを考えてほしいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今のお話は将来的には大変必要な話だというふうに思っております。

そのような中で今現在先ほども申し上げており、大変アプローチが悪いというような中で、

行けない、見れない、写真も撮れないようなところが非常に多いというような中では、なか

なか大きな宣伝をしても行けないということに対しての反発もあるだろうという思いがござ

います。ですので、やはり先ほど言いました拠点にある程度ちゃんとした案内ができるよう

なことをまずやる必要があるんではないかというふうに考えております。それで、北小あた

りを何とか中心的な役割を担えるようなところにしたらどうだろう。当然ながらエコパーク

ばかりでなくて、カヌーも大変これまでは活発にやられたということもございます。また、

伝統文化、いわゆる神楽等についても、また赤石太鼓についても、そのような皆さんも集え

る、またはよそから、海の子山の子で交流がありますけれども、そういう皆さんがそこで体

験できる。いわゆる昔の千年の学校の出発、原点みたいなこともそういうところを拠点にや

ったらどうだろうという思いがございます。ですので、まず内部をある程度固めてからでな

いと、なかなか外部へのエコパークの現場への招致というのは今現在難しいのかなというふ

うに考えておりますので、何とか拠点づくりをまずして、案内をちゃんとするということを、

まずもってやる必要があるのではないかというふうに考えております。 

○議長（中田隆幸君） 11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） それから、先ほども話しました南アルプスの山開きの際に、帰り

途中お弁当が出ました。そこで食べるところを探してずっと下ってきたんですけれども、井
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川のオートキャンプ場で昼食をとったわけですけれども、そこに林野庁関東森林局大井川治

山センターの増田所長さんがやっぱりお弁当を食べていらっしゃいました。そこでお弁当を

食べながら、榛原川の崩壊地で工事をされております直轄工事のお話をする中で、崩壊防止

工事に対する下流の皆さんの理解と支援が非常に気になると。どういうところを指されて言

われたか知りませんけれども、そうやって言われますと、非常に地味な仕事なんですよね、

山の中で。目立たないところで一生懸命山崩れの防止をしている。先ほど議員の中で地滑り

のお話もございましたけれども、これ本当に大事な仕事でですね。水が減るよというと下流

の皆さんわあわあ言われるんですけれども、この治山防止に対しても下流の町内外の住民の

皆さんに知らせる必要があるというふうに思っておるんです。町長のお考えをお伺いいたし

ます。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 直轄の治山センターにつきましては、当時本川根町長のときにこちら

へ新設をしていただいたという経緯があるものですから、その経緯は承知しております。と

申しますのは、榛原川、民有林が崩壊して大変な崖崩れがあるということで、こちらへ来て

いただいた。当時全国で唯一の新設の治山センターであったということを承知しております。

しかしながら、それに代わりまして、千頭営林署という名前がなくなったということがござ

います。と申しますのは、同じ林野庁ですが、千頭営林署という名前はなくなり、それが管

理事務所になったわけですが、その代替と言ってはおかしいんですが、そういう形で治山セ

ンターが由比のほうからこちらへ新設をされた。当時全国で唯一だったんです。治山センタ

ーを新設するのは。そのような中で大変お金をたくさん使っているということも承知してお

りますけれども、なかなか目立たないところであるということが一つ難点であります。あの

予算が道路の舗装をやれば相当なメーターが伸びるではないかと思うぐらいお金をかけてい

るのが実際です。 

  しかしながら、よく考えてみますと、井川の奥、これも大変な崩壊地が非常に多いという

こと。それから寸又川の奥、これも非常に多くの崩壊地がありまして、ダムのほとんどが水

力のダムですが、ほとんど90％以上が堆砂をしているというような状況です。ですので、私

は治山センターもあちこちでＰＲはやっているようですが、なかなか治山をやっているから

きれいな水が流れるというところまで下流の皆さんは理解をしていないだろうという思いは

私自身もあります。これは水と同じでして、やはりきれいな水を下流の皆さんに使っていた

だくということをやっているのは水源地の住民であるということを、もっともっと行政も治

山センターの皆さんと一緒になってＰＲをすることも必要かなと。それが上流の文化を大切

にしていただける基本ではないかというふうに考えております。 

○議長（中田隆幸君） 11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） よろしくお願いしたいと思います。先ほどから左岸林道のお話が

出ておりました。それから、今営林署の森林管理署のお話も出ておりました。当時は数名の
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林道保全のための職員もおりました。重機もありました。それで、そういうことできれいに

なっていたんですけれども、その方たちが定年退職されてからはそのまま補充もなくされて

きているのが現況で、町長もよく御承知のことと思います。 

  それから、あと林道の崩壊もありましたけれども、先ほどお立ち台までは何とか行けると

いうようなお話でございましたけれども、お立ち台にはちゃんとしたトイレもございますの

で、あのすばらしい景色を町民の皆さん、あるいは町外の皆さんにも提供していくためにも、

左岸林道というのは本当に必要な道路だと思います。左岸林道に今まで本川根町時代から力

を注いできた町長の思い描く左岸林道の思いを伺いたいなと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 突破口としてできるのは、やはり左岸林道が一番重要かなというふう

に考えております。町民の皆さんも現地へ行ったことがないという方がほとんどです。今か

ら15年ぐらい前でしょうか、光岳が原生自然環境保全地域に指定されているということも知

らなかったという経緯がございますので、やはりそのＰＲのためにも町民に知っていただく

ということでＰＲをしたつもりだったんですが、なかなか崩落が非常に多くて、道路の通行

どめが多かったということがございます。特に今お話ありましたとおり、営林署は 盛期に

は職員が800人いたんです。しかし、今現在、管理面積は同じですが、二人しか今担当者が

おりません。当然ながら二人ではなかなか現地の道路の関係の整備等もできないし、また、

山の管理もできないだろうというような中で、今後国有林の皆さんの協力を得ない限りは寸

又の左岸もなかなか途中まで、お立ち台までまずやりたいと思いますけれども、そこまでも

できないという状況でございますので、何とか林野庁と一緒になって、やはりせっかく登録

された地域を多くの皆さんに知っていただくということのためには、私ども積極的に国・県

にお願いして対応をしていきたいというように思います。 

  その中で入り口のほうは民有林なものですから、本川根町当時、いろいろ手当てはしまし

た。これはやはり崩落が危険だということもございましたので、町で単独で対応したという

経緯がございます。それも含めて当時はまだほかに南アルプスマウンテンパーク構想という

のが県のほうに実在したというのか、そういう計画もあったものですから、そのような中で

当時の知事にお願いして対応をしていただいたということがございます。それから先が何も

動きがなかったものですから、再三申し上げましたけれども、具体的な進展はなかったとい

うことで、今度このエコパークの登録が出たということで一気呵成に対応をしていただくよ

うに、国・県へお願いしているというのが現況です。 

  将来的な観光の目玉となるのは多分の話で申しわけないんですが、南アルプスが一番遅れ

ているというような中では、将来的にはすばらしい地域、多くの皆さんが訪れたいと思う地

域になるんではないかというふうに考えておりますし、今百名山の中で一番 後に登るのは

光岳のようです。これはやはりアプローチが悪いということもあって遅れているようですが、

そのような中で、やはり大切なものは町としても大切に一緒になって育てていきたいという
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ふうに思っておりますので、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） 先ほど冒頭の演題のほうで申しましたけれども、今行きたい仕掛

け、これが本当に今のお話のように大切なものだなと、そんなふうに思います。 

  きょうは８人の一般質問者で時間もタイトなものになっておりますけれども、 後に、今

夜８時からＮＨＫ総合テレビで南アルプスについて放送されます。金とく「絶景！美味！ま

るごと南アルプス」という番組でございます。こういう席で何かと思いますけれども、きょ

うはむつみ学級、そのほか大人数が見えておりますので、お知らせしておきますけれども、

この番組でユネスコエコパークに登録された南アルプスの3,000ｍ級の山から眺める富士山

とか大パノラマ、咲き誇る天空の花畑、名水でつくるお酒とかスイーツですね。そんな話題

が含まれているというような案内でございますので、ごらんになっていただければありがた

いなと、そんなふうに思ったところでございます。 

  以上をもちまして私の質問は終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○議長（中田隆幸君） これで小籔侃一郎君の一般質問を終わります。 

  次に、３番、野口直次君、発言を許します。 

○３番（野口直次君） ３番、野口直次です。 

  一般質問をさせていただきます。 

  今年４月に一部でひょう、あるいは２年連続凍霜害がありましたが、この夏は今のところ

大きな被害がなくてほっとしております。 

  私が、３月議会で集落存続のために地区内の小さな諸問題が表になかなか出てこないとい

うことを質問させていただきました。そのとき、町長の答弁に役場職員が地域の行事など積

極的に参加し地域支援を行う、皆様方の声をお聞きすることができるようにする、職員のい

ない地区は情報基盤整備、各家庭に配置する端末機、かわねフォンですね、は双方向性の機

能がある受信機、それを利用していただき、意見、要望などを聞くシステムを今後考えてい

く必要があるということでお話がありました。 

  いよいよ今年度、その事業がスタートいたします。早急に利活用し整備されることを要望

いたします。 

  今回、私は２つの質問をさせていただきます。 

  初に、安心・安全な集落づくりへの把握をしているか。集落（地区）の危険箇所の諸策

を求める。その中に４つ小さく挙げさせていただきましたので、読み上げます。 

  ➀民家の横の隣地の大木または囲い杉、管理が行き届かなくなった放置寸前の防風林、山

つきの住宅に覆いかぶさる木々、台風・地震等危険が差し迫っている状態の中、地主、山主

がわかっていても費用の面で個人では処理ができない、区の人たちも苦慮している。 

  特に、民民の間でも危険な災害が迫りくる町として、早急かつ将来を含め対策はできない

ものか。 
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  ②といたしまして、空き家、集落内の荒廃茶園の防犯、有害鳥獣の被害、さらに火災等危

険度が毎年増加している。不在地主への対応をお聞きする。 

  ③地震・台風・異常気象による土砂災害等大規模災害において自主防災会のハード、ソフ

トの面の強化、先ほど町長も言われましたが、地区内のやはり行政部の新たな、また新規設

立目標ということも、非常にこの中に急遽入れさせていただきました。災害の際、住民へ、

特に独居世帯、弱者へ周知の徹底はどうか。町の取り組みは。再度伺います。 

  ④２とも関連はいたしますが、集落内、高齢化に伴い農地を管理できなくなる所有者が増

えている。町産業課にも問い合わせ事例があるのでは。相談内容は。また産業課、農業委員

会等の対応はどんなかお聞きいたします。 

  続きまして２番目ですが、町民全員がそれぞれの分野のリーダーとして一歩前進するには、

垣根を越えて商工、農林及び観光が連携して人づくり、リーダーの育成を。 

  昨日、静岡新聞に「浜松のＪＡとぴあ、浜松商工会議所に入会」という農商工連携という

記事が１面に出ておりました。産業会の垣根を越えた地域経済活性化を目指す、私たちの町

のこれからの町全体の連携をお伺いします。 

  以上、大きくは２つ、中に小さいのを入れましたが、よろしくお願いいたします。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの野口直次君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、野口議員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

  各地区内の危険箇所の把握でございますが、行政として把握している内容では、先日新聞

報道でもありましたとおり、静岡県とともに確認している土砂災害危険箇所が185カ所で、

うち土砂災害警戒区域が173カ所となっており、これらにつきましては県は見直しを実施し、

土砂災害警戒区域指定の対象となる地域において説明会を開催するとの方針を決めておりま

す。 

  また、土砂災害に対しましては、県の急傾斜地崩壊対策事業による擁壁等の設置、砂防事

業による土砂流出の防止、治山事業による山地保安施設の整備、さらに洪水対策といたしま

しては、県と連携した河川護岸工事の実施のほか、台風や大雨時など、中部電力や長島ダム

管理事務所と連携し、水利情報を確認しながら洪水被害対策を徹底をしております。 

  町といたしましても、県やこれまでの経験等の様々な情報をもとに土砂災害及び洪水ハザ

ードマップを作成し、各世帯に配付させていただいておりますが、これらを活用し、万が一

に備えてまずは各家庭や地域において対応についての話し合いをしていただきたいと考えて

おります。 

  川根本町においては、日ごろから近隣の中で、小さな自治体ならではのきめ細やかな住民

同士の助け合いが行われており、こうしたことが災害時や避難誘導の大きな力になるものと

考えております。 

  町は、風水害などで被害が想定される場合、段階的に避難準備情報、避難勧告、避難指示
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を発令をいたします。 

  避難準備情報は、避難勧告や避難指示を行うことが予想される場合に、それに先立ち発令

されるもので、被害が予想される地域の住民、特に高齢者ら避難に時間がかかる人に早目の

避難を呼びかけるものであります。 

  次に、避難勧告は災害による被害が想定され、人的被害が発生する可能性が高まった場合

に発令されるもので、指定された避難所など安全な場所への避難を勧めるためのものですが、

避難を強制するものではありません。 

  そして、避難指示は状況がさらに悪化し、災害によって人的被害が出る危険性が非常に高

まった場合や人的被害が発生した場合に発令をされます。避難指示が出た場合は、直ちに避

難しなければなりません。ただ避難しなかった人に対する罰則規定などはありません。 

  ちなみに、避難命令という言葉を聞くこともありますが、日本では法律に基づく避難命令

はなく、法律で規定されているのは避難指示と避難勧告のみで、避難準備情報は法律によっ

て根拠こそありませんが、自治体が地域防災計画に基づき発令するものであります。 

  これらの勧告や指示は、ある程度の被害が予想される場合に発令されるものですが、町で

は身の危険を感じたら、これらの発令を待つことなく、まず速やかに自らの身を守ることを

お願いをしております。 

  行政が住民の安心・安全のために全力を尽くすということは言うまでもないことですが、

原則としてまず災害から身を守るのは自分自身、つまり自助であり、次に近隣や自主防災組

織などの共助、その後に行政等の公助による支援があると考えております。 

  今後も行政からは町民の皆様に対し、災害時や災害の発生するおそれのある状態になった

場合、的確な避難勧告や避難指示の命令を心がけていきますが、住民の方々におかれまして

も、行政からの避難勧告や避難指示を待つだけではなく、身の危険を感じたら消防団などの

協力も得ながら、地区の集会所や親戚、知人の家にいち早く避難するなど、自らの命を 優

先に守ることについて、各地区の実情に合ったルールをふだんから話し合いながらつくって

いただくよう、各自主防災会などに対してお願いをし、こうしたことの積み重ねが町民の

方々の身の安全を守ることができる、 善の方法であると考えております。 

  倒壊のおそれのある樹木や空き家なども危険箇所として捉えることができるものでありま

すが、これらの多くは民地であることが多く、危険という観点での具体的な数値は町では把

握しておりません。 

  こうした箇所の把握につきましては、周辺住民の方々からの情報や、区長様からの情報に

頼らざるを得ないのが現状であります。 

  そのような情報を把握した場合、例えば樹木が明らかに倒壊のおそれがあるという状態で

ある場合には、原則として地主様に対応をお願いすることになり、処理にかかる費用負担に

つきましても地主様、あるいはその関係の方々に御負担をいただくことになります。 

  なお、台風等によって国・県・町道などに交通の支障のある倒木等があった場合につきま
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しては、公費を支出して対応することになります。 

  また、空き家対策につきましては、現在のところでは、持ち主様や各自治会の方々にお願

いするほか、防犯上の問題が起きた場合には、速やかにお近くの駐在所に御連絡の上、対応

をお願いするものであります。 

  次に、人づくり・リーダー育成についての御質問にお答えをさせていただきます。 

  町民全員がそれぞれの分野のリーダーとして一歩前へ前進するには、ということで、垣根

を越えて商工農林及び観光が連携をして人づくり、リーダー育成を進めるための対策はある

か。例えば、まちづくり委員会等をつくる意向はあるかということですが、現在のところ、

まちづくりに関して、新しい委員会等の設置は考えておりません。しかし、議員がおっしゃ

られることについては、第２次川根本町総合計画の策定の中で対応をしていきたいというふ

うに考えております。 

  御存じのとおり、第１次川根本町総合計画については、合併から10年経過し、平成28年度

には完了となります。このことから、町では、第２次総合計画について平成29年４月からス

タートさせるために、平成27年度から準備を始める予定でおります。 

  事前準備といたしまして、町民アンケートやワークショップを開催し、町民の意見を十分

に吸い上げ、川根本町総合計画審議会条例に従い、策定及び実施に関する重要事項を調査審

議するため、総合計画審議会を設置することを考えております。 

  議員がおっしゃる「人づくり、リーダー育成を進めるための対策」としまして、現時点で

進めている第１次総合計画の中で実施している「生涯学習推進事業」、「千年の学校」等の

事業を検証し、第２次総合計画では、垣根を越えて商工農林及び観光が連携をして、人づく

り、リーダー育成を進めるための取り組みとなる、さらに充実した施策を基本構想・計画に

盛り込んでいきたいと考えております。 

  議員の方々には、御指導、御助言等をいただきながら策定してまいりたいと思いますので、

御協力のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） 話が前後するかもしれないけれども、いつもこういうことで申し訳な

いんですが、できるだけ今日は整理をするつもりですので、よろしくお願いいたします。 

  それこそ今１番目の質問の中で、やはり民民という関係が大変難しいということは答弁の

中でもよくわかったんですが、やはり本当にこれから住みよい地区、むらづくりの中で本当

に危険の中に、これは本当に難しい話だっていう、先ほども言ったんですが、本当にそこに

住んでいる人たちが、これは町だ、これは地主と相談しなければならない、それはそういう

ことはよくわかっているんですが、本当にもう体力もなくなってきておりますし、経済的に

も大変、例えば子供はもう町のほうに住んでいて、おばあちゃん一人、あるいは老齢の御夫

婦が住んでいる中、台風とか突風があると本当に心配している中で、これからやはり現実と

していろいろな民民の問題はできるだけ避けたいという気持ちはありますけれども、全国的
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にこの町のみならず、今実際生活している中で、本当にこのままいきますと、限界集落とい

うことも出てきますし、また隣人同士のつき合いにも影響しかねないということも出てきま

す。そういうことを考えながら、さらにこれは町長一人あるいは川根本町の問題ではありま

せんが、先ほど言ったように、国自体もやはり地方創生とかいうなら、こういう一歩踏み込

んだ何かアイデアを持っていただきたいと思います。 

  私もちょっと質問にはなりませんが、町長、その辺はどのように考えるかお願いいたしま

す。国との関係です。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 先ほども申し上げたとおり、民民の関係は非常に難しくて勝手に行政

がやるわけにはいかないというような権利の面が出てくるということがございます。 

  そういう中で、今言われたように、どうしてもできない場合は当然行政に区長さんを通じ

てくるだろうというような中では、対処をしていくということはやります。しかしながら、

それが全て無料でいいかということになりますと、なかなか問題があります。 

  以前、消防団をやっているときに気になったんですが、以前は消防団は行方不明者を探す

ときには、１週間は連続で捜索をしたという経緯があります。その後、大変山が深いという

こともありまして、その中で何を言いたいかといいますと、３日ほどは当然消防団として当

たり前として対応する。しかし、４日以降は経費は払っていただきたいということで、当時

は本川根町の当時だったんですが、そのときにはそのような方法で対処したという経緯がご

ざいます。 

  ですので、やはり実費等はいただくような形がより具体的に進む一つの方法ではないかと

いうふうに思っておりますので、なるべく行政が道路に関係すること、緊急事態は別といた

しまして、当然ながら、長い間問題になっているようなところは、やはりそういう形で対応

する以外ないのかなというふうに感じております。 

  その中で詳細につきましては、総務課長のほうから説明をさせたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問ですけれども、基本的にはやっぱり民法が非常

に大きなこれ絡みを持ってくるんですけれども、その土地が私有地である場合、町が強制力

を持ってそれを剪定したり、伐採したり、もしくは指導、命令等を行うことができないとい

うことになっております。 

  ですから、非常に難しい問題で今、町長が言われたとおり、費用の問題につきましても、

原則的にやはりそこの持ち主様の負担になってしまうというようなことがあります。ただ町

長からも話がありましたとおり、緊急の場合ですとか今後持ち主が全然いなくなってしまっ

た場合とか、いなくなることはないんでしょうかね。そういう場合にも考えられることもあ

りますけれども、これは顧問弁護士等も入っていただいて、いろいろな角度から検証をしな

がら、町民の皆さんに危険とかそういう心配がないような形で対処していかなければならな
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いことは重々承知しておりますので、そこら辺のことを含めて、今言ったように顧問弁護士

等と話をしながら少し時間をいただいて検討させていただきたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） 今の話は本当にこういうところで、少しでもこうやって前向きな意見

を言っていただいて大変ありがたく思います。10年、20年前だったら本当に山林も、農業も、

ほかの商工関係もそうでしたけれども、本当にまだまだ上り調子で皆さん余裕があったんで

すが、本当にだんだんと体力的、金銭的に苦しくなってきますので、できるだけ自分のこと

は自分でやるということは当然皆さん町民も思っておりますが、何らかの手でまたいろいろ

なアドバイスをしていただければと思います。 

  続きまして、質問させていただきます。 

  この空き家の実態調査は、先ほども中澤議員も言いましたが、今年度から実施するという

ことを聞いておりますが、本当に今年から実態調査をやるんですか、もう一度お答えくださ

い。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 今どういう調査をするかということで調整をしているところでご

ざいまして、実施いたします。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） ありがとうございます。 

  それで前後いたしますけれども、この町がいろいろな危険、土砂災害とか入ってきますけ

れども、先ほどからやはり答弁とか、皆さんの質問を聞いていると、本当に土砂災害危険箇

所、土砂災害警戒区域、ここにはまだなっていないですが、特別警戒区域なんていうと、こ

の町は全部赤くなっちゃうんじゃないかと思うぐらい、それとこういうハザードマップ、危

険度は非常に皆さんいただくと安心する反面、先ほど町長も、課長も言ったんですが、逆に

頼り過ぎてもいけないと思いますので、ある程度、くどくなりますが、やはり想定外、ある

いは広島のように指定されて、国とか県なんていうのは、ある程度大きな事故とかあるとさ

らに幅を広げていけばいいというでしょうけれども、担当の市町村は大変になってくると思

いますので、行政にもお願いしますけれども、やはり災害は身近な自分、先ほども言った自

分で守るということの終始徹底を、今後も行政もやっていただきたいと思います。その辺ど

んなふうに思いますか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） 今も野口議員のほうから御指摘ありましたとおり、先ほどの中澤

議員さんのときにもお話をちょっとしましたけれども、非常にこの地域、100％安全とは言

い切れないというのが現状だと思っております。 

  その中で、ふだんから地域住民の中で話し合いをというお話がありましたけれども、手前

みそのような形で申し訳ないんですけれども、ここに薗田議員もいらっしゃいますが、私が



－117－ 

住んでいる上長尾地区は自主防災会の中で、もう五、六年前になりますかね。当時の防災員

さんが非常に一生懸命考えまして、各班の中で要援護者、それから幼稚園から高齢者までを

分類をしまして、その方々がふだん家にいるのかとか、どこかへ出ているとか、消防団員で

あるのかとか、お年寄りだけれども少し元気があるとか、あるいは寝たきりだとかいろいろ

な情報ですよね。そうしたものを各班の中で全て把握をしまして、その班を動けるぐらいの

規模、四、五軒の範囲に分けまして、それを実際の防災訓練のときに全て確認をして防災員

に報告するような形をとっています。そんな形でふだんからそういうふうな形で班の小さな

班を小さな区域に区切って、そういうルールづくりをして、いざ災害のときには確認作業を

していこうという。 

  土砂災害とか大きな豪雨なんかのときには、こういう形ができるんでしょうけれども、自

分自身、もし突発的な地震が起きた場合には誰もが要援護者になる可能性が出てきます。そ

のときは非常にまた違った対応にはなるかもしれませんけれどもね。こうしたふだんからの

いろいろな形の地域の中でのルールづくりというのが非常に重要だと思っています。ですか

ら、うちの区だけではなくて、ほかの地区でもこうした内容のことをやられている地区もあ

ると聞きます。 

  ですから、防災員の方の研修ですとか、あるいは区長会、そうした中でこうしたルールづ

くりをぜひ今後徹底してやっていただいて、いざ有事のときにいろいろな形で、特に自助は

もちろんですけれども、共助の部分ですね。そこら辺のことをまず徹底していただくことが、

皆さんの生命と財産を守るというふうなことにつながっていくのではないかと、そんなふう

に考えております。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） 今、総務課長から自分の地域の中の防災訓練を含めて自主防災の内容

を詳しく説明していただきました。本当にああやって言っていただくには相当何年もかかっ

ていると思うんですが、じゃ私の地区を含めてほかの人たちがどの程度やっているかという

ことに対して、やはりこういういい実例がありますので、今後もそういうもうちょっと小規

模な班を半分にしたようなことで、本当に人がどこにいるかという危険を含めながら検討す

るには今のお話は大変ありがたく思いますので、私もこれから参考にさせていただきたいと

思います。 

  続きまして、これは町長か産業課長になると思いますが、集落内の、先ほど言った高齢化

に伴い農地の管理ができなくなる所有者が増えているということで、現実とこれからの町の

取り組みをということでお聞きしたんですが、その辺ちょっと説明していただきたいと思い

ます。 

○議長（中田隆幸君） 産業課長、後藤泰久君。 

○産業課長（後藤泰久君） 今年に入りまして、産業課のほうに耕作ができなくなったよとい

うような相談が数件入ってきています。 
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  内容といたしましては、両親がお茶をやっていたが高齢によりできなくなって子供たちは

町外に住んでいるのでできないというような内容やら、高齢によりできなくなったので、私

はできないけれども経費を払ってでもいいから隣接の方に迷惑はかけたくないよとかという

情報が入っております。この情報につきましては、農業委員会を通じて農業委員の方と情報

を共有しております。 

  産業課としましては、まず借り手を探してもらうと。茶園としての機能を維持してもらう

ということで、借り手を探して継続してもらうということで一番にやっていきたいと思って

おります。どうしてもできないという人には、またそれなりの転作、果樹なりの転作の補助

もありますので、そちらのほうも条件によりまして、条件のよい茶園と悪い茶園によりまし

て、個別によって方策が違うと思いますので、そのように相談に乗っているところでござい

ます。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） 産業課長、答弁ありがとうございます。 

  その中で、やはり相談していただく人たちはまだまだ本当にいいと思うんですが、実際に

もう相談はできない、やりたくても、前にも私質問したんですが、本当に国民年金の中でば

あちゃん一人いると、本当に雇い人しといてもなかなか草取りも足が悪くてできんよという

のがどこの地区にもあると思うんですが、その中でまたこれも先ほど➀と同じように、民民

と同じようなことも関連してきますけれども、本当に相談して、そこである程度産業課ある

いは農業委員会で解決できて、シルバーとかそういうところにお願いして、茶ばらの頭だけ

年に２回とか切ってということで、少しでも周りのということをやっていただくというのは

非常にありがたいんですが、もう一歩踏み込んで、じゃこれから先ほど言ったように管理で

きない事例も出てくると思いますので、その辺また踏み込んで将来検討するという段階まで、

一部の地域ではもう来ているような気がします。特に本当に貸したい人はいっぱいあるだけ

れども、課長が言ったように借り手がなかなかなくて、役場の産業課も農業新聞なんかにも

年に何回も出していただいて借り手はありませんかと、非常に努力しているということも私

らもわかっております。 

  その中で本当に電話１本でも、あるいは役場に来てどこか土地があいてりゃと言えば、本

当に万々歳な話でもうほとんどが一方通行の状態になっております。その中で本当にこれか

ら、これ農家だけの話じゃなくて地区あるいは町、ところがやはり農業の立場から見ますと、

青色の土地なんかは土地を減らさずに守るんだよというのは、今現実な国の政策というか法

律になっております。ところが、今もう高度成長から安定あるいは国全体が低迷した時代に

入ってきたときに、いろいろな法律が、何て言うんですか、逆に足かせになって、当然法律

で本当に、空き家なんかもそうですが、まだまだ法律が現実に合っていないくて住宅をつく

るほう、つくるほうというのは、現に今の時点でも続いているわけです。ところがもう地方

とかみんなが行けば、本当にどっちかといや農地は守りたいが守れんし、何とかいい方法が
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ないかというと、当然そこにはいろいろな法律の枠も出てきて問題が出てくるわけですので、

その辺をやはり何というんですかね、これはここだけの問題じゃなくて将来にわたって国・

県・地方自治体も出てくると思いますので、先ほどのように、新しい夢じゃないですが、こ

ういう条例なんかも国に少しは現実に合ったということをまた議会はもちろんですが、町行

政も１日でどうということはないんですが、そういうように地方創生の時代なんて選挙近く

なったら言い始めたんですが、その前に現実をもっと見てということもひとつ何かの機会が

あったら町長はじめ皆さんも言っていただきたいと思います。 

  その点、私一人のワンマンショーじゃいけませんので、どうか何かいい知恵があったら一

言。 

○議長（中田隆幸君） 産業課長、後藤泰久君。 

○産業課長（後藤泰久君） 議員おっしゃられたように、農地法という法律の中で私たちは事

務を行ってまいります。また農振地域やら、うちの見直しが迫っておりますので、そのとき

はまた現状を見ながら、県・国に現状を説明しながら進めていきたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 野口議員、要点をしっかり、質問要点を。 

○３番（野口直次君） すいません。今度頑張ります。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） それこそ２番目の中で、それぞれ産業が連携していくということをお

話ししたんですが、やはりお茶づくり一つにしても、それぞれの考えですが、日々工夫し宣

伝活動を努力しながら独自に行っていただいているわけですが、総合的に宣伝等を一本化す

ることを考えてもらう時期に来ているのではないかということ。さらに、販売促進も異業者

を含めたお茶、特にただ消費者にというより、ターゲットを川根茶が高級茶というイメージ

があるなら、やはり富裕層とかあるいはじっちゃん、ばっちゃんとか実業家なんかにターゲ

ットを絞って、これから販売するということも業界はじめ全体で考えていく必要があると思

います。 

  それとやはりエコパークの中で、町長も前回も今もお話しいただきましたが、本当に川根

本町と静岡しかあれがありませんので、どうかせっかくのこういうエコパークの中でお茶を

売ることをさらに努力をしていただきたいと思います。本当に守る農地法というのは大事で

すけれども、その反面、これからもいろいろな意味で、トップでも何でもいいですから、逆

に売り込むということのほうを頑張っていただきたいと思いますので。町長も日ごろから同

じようなお考えをしていると見受けられますので、再度お考えを。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 常日ごろ申し上げております。といいますのは、お茶の生産者はお茶

の売り方が下手だなということを特に感じていたもんですから、どうしてもお茶の売り方は

専門家に、また異業種の皆さんに教えてもらったほうがターゲットが広がるではないかとい

うことで常々申し上げております。 
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  そのような中で、果たしてお茶だけで、単品だけで販売の上申ができるかといいますとな

かなか難しいという評価が非常にあちこちからあります。と申しますのは、地元の産品とセ

ットにして売ったらどうだろう。中には水をどうだろうという人もいますが、その中では当

然スイーツ等も今あちこちで言及しておりますし、またお茶に関する転換作物も大分増えて

きたという中では、そういうものを交えていろいろな売り方がターゲットとして考えられる

じゃないかというように思っておりますので、異業種の皆さんも含めて検討することが必要

というふうに常々申し上げておりますけれども、そのような体制をとっていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） 今、町長がおっしゃったように、やはり観光を含めていろいろにコラ

ボして、とにかく川根本町を少しでも売るということで、やはり本当に目線を変えていろい

ろ見るということの大事さというのは、私もこの１年間議員をやらせていただいて本当に勉

強不足の中で思っておりますので、やはりこれからも違った目線ということでいろいろ見て

いきたいと思いますので、その辺また販売につなげていけたらと思います。 

  後になりますけれども、垣根を越えてと言っておりますけれども、 終的にはやはり役

場の、踏み込んでは再編も第２次総合計画の立派なお話も聞かせていただきましたが、その

辺もまた考えている必要もあるじゃないかと思います。 

  それとお願いですが、やはり我が町のリーダーは町長でありますので、これからとにかく

強いリーダーシップ、また行政経験も豊富でございますので、とにかく俺についてくりゃ間

違いないぐらいの気持ちを持って、またやっていただきたいと思います。 

  そうは言いながら、じゃ私の立場になった場合、やはり私や町民はそれぞれの目標を持っ

て今、町民7,758人が全員が10歳ぐらい若返ってこれからの時代を乗り切って、やはり職場、

学校、家庭でそれぞれの立場で目標を自分自身、町長ばかりでなく自分自身も目標を持って

少しでも実行して、それがまた行政、職員がアシストしてくれて、とにかく行けるところま

でみんなで頑張るという町長の決意と、私らも一生懸命勉強していきますので、よろしくお

願いいたします。 

  以上で。 

○議長（中田隆幸君） 答弁はいいですか。 

○３番（野口直次君） 答弁はお願いします。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今褒められたのかけなされたのか、実はわからないところありますけ

れども、多分もっと町長一生懸命やれと、町のために将来に向けて頑張れというような激励

の言葉があったというように認識をいたしております。 

  当然当たり前として精いっぱい、残りの人生少ないかもしれませんけれども、頑張ること

をお誓い申し上げたいと思いますし、それにはやはり一人ではなかなかできないという面は
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議員の皆さんも一緒になって対応方、前へ進めるようによろしく御協力をお願いしたいとい

うふうに思います。ありがとうございます。 

○議長（中田隆幸君） ３番、野口直次君。 

○３番（野口直次君） これで終わります。ありがとうございます。 

○議長（中田隆幸君） これで野口直次君の一般質問を終わります。 

  ここで２時半まで暫時休憩をとりたいと思います。再開は２時半からでございます。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時３２分 

 

○議長（中田隆幸君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  １番、薗田靖邦君、発言を許します。１番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） 午後の眠くなる時間ですが、通告に従って質問をします。 

  期限が迫っている合併特例債のことについてです。 

  今まで特例債を使って行われた事業、今後の事業展開、また再度の町民の皆さんへの特例

債の説明等を伺います。 

  ２町が合併前後、私が消防団を任されていた関係で将来展望を考える委員だったと思いま

すが、当時は消防の関係で県の協会、榛原支部、広域で物事を考えなくてはならない問題ば

かりでしたので、合併ももっと大きなものになるだろうと思っておりました。ただその当時

の町長、助役と話をする中で合併の特典、合併特例債に興味を持ったことを思い出します。 

  現在こうして小さな町同士が一緒になって９年、この特例債を使った事業の根っ子の部分、

本質、特例債と絡めた事業の推進、交付税算定替えも間近に迫り、今できることで将来につ

なげていかなければならないと私は思っております。お考えを伺います。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの薗田靖邦君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） ただいまの薗田議員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

  今お話ありました合併当時の町長をやっていたということもありますので、特例債の新町

建設計画等にかかわり合ったということで十分承知をしているつもりでございます。 

  その中で、今の御質問に対して合併特例債について説明をさせていただきたいというふう

に思います。 

  合併特例債とは、御存じのとおり、市町村の合併に伴い、合併に関連して特に必要となる

事業について充てることのできる地方債で、起債充当可能額は対象経費の95％となっており

ます。 

  また、その元利償還金の70％について、後年度において普通交付税の基準財政需要額に算
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入される仕組みになっておりますが、借り入れの償還につきましては、川根本町では１年据

え置きとし、全額を民間の金融機関からの縁故債として借り入れを行い、元金均等払いの年

２回払い、15年償還というルールを設定して計画的な返済を実施をしております。 

  なお、合併特例債の借り入れ可能期間は、当初は10年間でしたが、平成24年度に延長され

て15年となり、川根本町の期限は平成32年度事業までの起債が可能となっております。その

起債可能限度額は、合併当初における標準全体事業費41億7,000万円と標準基金規模10億

2,000万円の２町合算額に対して95％である49億3,000万円となっております。 

  今までの合併特例債の活用状況ですが、平成18年度に地域振興基金の造成費として９億

5,000万円、農林業センターの地域資源活用総合交流促進施設の整備に3,830万円、平成20年

度に北部地域振興センター、総合支所の建設費として１億6,000万円、平成21年度に北部地

域振興センター、総合支所の外構施設整備費として1,200万円、総計で11億6,030万円借り入

れを行っております。 

  このうち、標準基金規模における起債可能額は、地域振興基金の９億5,000万円でほぼ全

額を借り入れているため、この時点で残りの起債可能額は標準全体事業に対する37億5,070

万円となっております。 

  平成25年度にはデジタル防災行政無線システム共同整備事業のための工事費、機器購入費

として１億100万円を借り入れ予定でおりましたが、機器購入費については平成26年度への

繰り越し事業となったため、本事業においては、平成25年度では県との中継局共同整備工事

市町負担金分として1,900万円の借り入れとなりました。 

  そのため、計画では、平成26年度において25年度からの繰り越し事業である南部地域にか

かる機器購入費として8,200万円、平成27年度において、北部地域における工事費、同機器

購入費、同施工管理費として２億9,500万円を借り入れ、同事業において合わせて３億9,600

万円を借り入れる予定になっております。 

  また、本年度はあわせて高度情報基盤整備事業について、現時点では８億2,680万円、静

岡地域消防救急無線デジタル化整備事業に2,290万円、北部地域のデジタル防災行政無線シ

ステム共同整備事業に1,560万円の合計８億6,530万円を借り入れる予定でおります。 

  平成26年度の借り入れ予定額を合わせますと、これまでに14億7,160万円となりますが、

今後の起債可能額は24億8,940万円となっております。 

  なお、起債可能額の総額49億3,000万円に対し少し低い額になっておりますが、これは標

準基金規模についての借入額が、地域振興基金でほぼ完了していることから、若干の差異が

生じているものであります。 

  今後の合併特例債の活用につきましては、現在のところ具体的な計画はありませんが、当

然旧２町の合併に伴って必要と思われる事業に対して活用していくことになりますが、実質

的には平成26年３月に改定され、既に議員の皆様方のお手元にある「川根本町・新町建設計

画」に掲載されている事業が対象となります。 
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  その中で、例えば行政サービスの中で、地域のサービス内容のバランスを欠いていると思

われる事業があった場合や、旧町相互の交流を促進するための道路や橋梁の整備、さらに交

流のための公園や施設等の整備などが考えられます。 

  ただし、この合併特例債は、冒頭で申し上げましたとおり、元利償還金の70％について、

後年度において普通交付税の基準財政需要額に算入される仕組みであり、町にとっては有利

な地方債ではありますが、あくまでも町の借金であるということを考慮し、事業内容の効果

などの精査はもちろん、町の財政運営に支障のない返済計画等を立て、議会はもとより町民

の皆様にしっかりとした説明ができる事業を実施しなければならないということは言うまで

もありません。 

  この合併特例債という用語について、町民の皆様に説明をすべきである、という御意見で

ございますが、行政が使う用語には、この合併特例債に限らず、様々なわかりにくい行政用

語がありますので、そうした言葉につきましては、随時「広報かわねほんちょう」や「かわ

ねほんちょうことしの仕事」等でわかりやすい説明をしていくことを心がけてまいりますが、

この答弁をお聞きになっている議員の皆様方からも、川根本町議会基本条例にもあると思い

ますので、町民の皆様への御説明をお願いできればありがたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。１番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） 合併特例債は、今、町長おっしゃったように借金であることは間違い

ないわけでして、現在の償還残高はどれくらいで今後の償還の計画はどのようにちょっとな

っているか説明してください。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

  まず平成26年度末の償還残高というのは６億2,394万円でございますけれども、これは先

ほど町長の答弁にありました25年までの５件の合併特例債に借り入れを行ったものでありま

す。26年までの予定でありますので、一応25年までで６億2,394万円の見込みであります。 

  これで合併算定替えの制度の終了となる平成33年度には、地方交付税というのは平成25年

度の試算で約５億7,000万円という近い減額となる見込みでありますので、将来負担の軽減

を図るということで、今後の合併特例債の償還については計画的に償還をしていく予定であ

ります。 

  それで今この負担を軽くするという意味で、繰り上げ償還を実施というのは、議会の皆さ

んにも御説明をさせていただいておりますけれども、来年３月には平成18年度に借り入れた

合併特例債、これを２億352万円、それから合併特例債ではないんですけれども、平成17年

度に借り入れた臨財債、臨時財政対策債、これを１億6,786万円、合わせて３億7,138万円の

繰り上げ償還を行う予定であります。 

  これを行って、効果というのが利息分の支払い義務もなくなるということでありますけれ
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ども、これが4,825万6,000円ほど、この利息の支払い義務が生じなくなるということで、こ

うしたことを含めて、償還の計画をしっかり立てて将来に負担のないように努めてまいりた

いと考えております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） １番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） 償還の計画というのは、いずれにしろ金利も考えて返せるものは返す、

これは常識ですのでお願いいたします。 

  関連しまして、今後平成32年度までにこの合併特例債を使うことができるということであ

り、起債可能残高が24億9,000万ほどあると伺いました。対象となる事業は新町建設計画に

掲載されている事業であるということであり、町としては今後の具体的な事業は未定だとい

うことです。政策的にもこの合併特例債を活用しての事業展開は、使い方によっては非常に

有意義な起債であることは間違いありません。 

  そこで、町として具体的な計画はないにせよ、平成32年度までにこの特例債を使って事業

展開をしていく考えがあるのか、町長のたんすの中の、報道機関もおりますので、余り大き

なことは言えないと思いますが、少し具体的に町長が思っている思い、あればお話しいただ

ければなと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 合併当時、県のほうに南アルプスマウンテンパーク構想というのが具

体的に計画がございました。それが今現在は計画がありません。しかしながら、先ほども答

弁で申し上げたとおりエコパークの登録が認知されたということで、当然ながら同じ時期で

ございますので、関連があるということで、そちらのほうへ、できるできないは別として、

積極的に力を注いで対応していただくような努力をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

  当然ながら、先ほどから申し上げているとおり、環境と自然、非常に大事な位置づけにあ

るという思いがあるもんですから、その辺を構築をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（中田隆幸君） １番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） ありがとうございます。 

  当然エコパーク、これから先、我が町それに進めてやっていくのは当然の話でありまして、

私の腹の中も少しは似たようなところがありますが、私も私で考えもありますので、またい

ずれ、それは町長と話をしながらまた努めてまいりたいと、そんなふうに思っています。 

  さらに、特例債を活用した場合、あくまでも町の借金であるとの考え方があり、当然健全

な町の財政運用をしていかなければならない。 大、仮に24億を活用した場合、資産管理も

含めて財政を圧迫するようなことなど財政上のことで問題がありますか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 
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○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問でありますけれども、議員おっしゃるとおり、

いきなり全額の24億円、これを借り入れるということは非常に考えにくいことでありますし

避けたいと思っております。 

  もし仮に、例えば全額24億円を借り入れたといたしますと、うちの裁量なんですけれども、

15年で返済していこうという計画があります。その中で考えたときに、 初の６年ほどは毎

年約１億円を超える返済額となります。その後も１億円をちょっと切るんですけれども、１

億円近い額を返済しなければならなくなると予想されております。現在借りております合併

特例債等、あるいはいろいろな地方債ありますので、そうしたことを全部含めて考えていっ

ても、これらの地方債を返していくのが町の財政運営上は非常に厳しくなると思っておりま

すので、事業の実施については、今後慎重な借り入れの検討と財政シミュレーションが必要

であると考えております。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） １番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） 仮にの話をして、こんなばかな24億も借りる人はいないもんですから、

基本的に随時始めるときがあれば、私も財政の基本的なことを聞きたかったもんですから質

問させていただきました。 

  次に、新町建設計画、この赤字追加修正版なんですが、この28ページから30ページに載っ

ている主要プロジェクト１から５の話を先ほど町長してくれたはずです。当町の新町計画に

掲載されているこの事業主体であるとのこと、追加措置作業というやつは、この中からまた

何か委員会を設けてできるんですか。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） ただいまの御質問でありますけれども、この合併特例債というの

は、あくまで合併した市町村が新町建設計画の中に基づく事業でなければならないと法律で

決められております。 

  ですので、今後は原則としては新たな事業の追加というのは認められないという県の見解

を聞いております。例外としまして、平成26年３月のときに新町建設計画の変更をして追加

をしております。これにつきましては、平成23年３月に発生した東日本大震災、この関係で

すね。これによって、震災の全国的な実情に鑑みまして、被災地以外の合併をした市町村に

おいても、期間の５年延長とともに、その防災等に関連する事業について変更が認められた

という経緯がございます。その結果、本町では消防救急広域化整備事業というのと、それか

ら緊急時の電源確保という観点からの小水力発電整備事業の追加が認められているものであ

ります。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） １番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） ありがとうございます。 
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  先ほどの第２次川根本町総合計画、野口議員のときにちょっと説明あったんですけれども、

来年から随時その計画を進めていくということなんですが、いずれにしろ、震災があったた

めのこの赤字追加修正なんですね。 

  変わらなけりゃ変わらないで、またこの中からいろいろなプロジェクト名、プロジェクト

があって、その中でまたいろいろなものをきっと拾い出して、先ほど町長が言ったエコパー

クのこともそうなんですが、どれかに当てはまる事業ならまた使えるということの判断でよ

ろしいんですよね。 

○議長（中田隆幸君） 総務課長、前田修児君。 

○総務課長（前田修児君） おっしゃるとおりで、この新町建設計画に載っている事業、この

中でいろいろなアイデアとか、そうしたものを出していただいて選択をし実行していくとい

うことになります。 

○議長（中田隆幸君） １番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） ついついすぐ話をしてしまいまして、すみません。 

  いずれにしろ、また新しい事業と、これに倣っていろいろな事業を進めていくとするなら、

またいろいろなアイデア、皆さんいろいろなことで立てながらやっていただければと思いま

すので。 

  今までのことも含めて、この特例債も含めてそうですが、毎年変化していることへの対応、

新町の将来像、ここにも書いてありますが、「水と森の番人が創る癒しの里 川根本町」た

だこれだけじゃ終わらないと私は思っておりますので、今できることで将来につなげていく

という質問を冒頭しました。次年度、当町合併、節目の10年に当たります。合併当時いろい

ろなことがありました。皆さんも年を重ねていますから、当然年も進んでおりますが、この

町が前進したのか、とまったのか、変化したのか、もめたのか、それぞれに皆さん考えてい

ると思います。 

  合併前当時、委員会、先ほど冒頭申し上げましたが、その他でその当時の子供たち、学生

のアンケートもあり、そのときすごく興味のあることも子供たちが書いてありました。少し

凝り固まった我々のような頭も必要だとは思いますが、将来を思うとき、キャリア教育にも

つながります。教育長、生徒子供議会なるものも、一度節目の10年、開いてみたら、ちょっ

と少しそれた質問になるかもしれませんが、節目の10年ですので、いろいろなアイデアのも

と、第２次基本計画も始まりますので、全てを利用する、この町を利用して子供たちも利用

しながら、将来につながる川根本町をつくるためにも、そんなことも一考かもしれません。

すみませんです。ちょっと少しそれてしまったかもしれませんが、御答弁を。 

○議長（中田隆幸君） 町長、教育長。 

○１番（薗田靖邦君） 町長でも、教育長でも。 

○議長（中田隆幸君） 教育長、大橋慶士君。 

○教育長（大橋慶士君） 今の薗田議員の質問ですけれども、子供議会、想定外の質問をされ
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たものですから、私のほうもちょっと今考えていなかったんですけれども、合併後10年を踏

まえて、今後10年間どう見通していくかということを考えれば、子供議会も開くのもいいん

じゃないかとは私は考えます。 

  またそのときにキャリア教育を絡めてというお話がありましたけれども、キャリア教育は

キャリア教育で、これはいわゆる学校の教育の中で考えることであって、これは学校の教育

の中で将来について自分が将来の夢に向かって進んでいくと、そういうような将来の夢を実

現するという意味ではありません。 

  したがって、将来の夢に向かって進むことによって学習意欲を向上させるという、そうい

う効果があるものです。そういう意味では、根底にはそれがあるかもしれません、子供議会

というのも。そういうことで検討はしたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今、子供議会の話が出ましたけれども、私は純粋な気持ちを持ったお

子さんの考え方、またはこの町に対してのどのような誇りを持っているか、どのような感じ

方をしているかということは、当然聞くべき必要があるというふうに考えております。 

  それから、合併10周年の記念にもどうするかということでございますけれども、これはど

のような形であれ、やはり節目として対応すべきだというふうに思っております。今までも

旧の本川根町でも、中川根町でも、それぞれの10年の節目には必ず何かをイベント的にやっ

ていたということも承知しておるもんですから、やはり合併の10年、当然何らかの形では対

応すべきだというように思っております。 

○議長（中田隆幸君） １番、薗田靖邦君。 

○１番（薗田靖邦君） ８人もいますので、自分は特例債のことだけについて、これで終わり

たいと思いますが、この特例債、使い方、使うものによっては人口形態、人口比率、小さな

町の合併ゆえに問題も起こります。特例債を使った事業展開があるとするなら、町民の皆さ

んへの行政が執行部の思いを伝える強い意志を持って取り組んでいただきたい。そのことを

お願いして、質問を終わらせていただきます。 

  御清聴ありがとうございました。 

○議長（中田隆幸君） これで薗田靖邦君の一般質問を終わります。 

  10番、鈴木多津枝君、発言を許します。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ７番バッターの鈴木多津枝です。朝からの一般質問御苦労さまで

す。暑かった夏もいつの間にか肌寒い秋風が吹く季節に変わりました。連日、子供たちの元

気な声が学校のグラウンドに響き渡るのを心楽しく聞きながらの決算審査でしたが、早くも

９月議会 終盤を迎えました。 

  私たちが議会で奮闘している間に、国では第二次安倍改造内閣が発足し、初の国会が間も

なく始まります。戦争をしないと世界に誓った憲法９条の解釈を変えて戦争をできる国にす

る、集団的自衛権の行使容認の閣議決定やＧＤＰも個人消費も落ち込んでいる今、来年10月
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からの消費税10％への再引き上げ判断、福島原発事故は処理もままならないのに、この秋に

も九州の川内原発再稼動を皮切りに各地の原発の再稼動や原発輸出を狙うなど、平和と暮ら

しを破壊する危険な安倍政権の暴走政治が衆参ねじれを解消した国会で、国民とのねじれを

ますます深めながら突き進んでいます。 

  今こそ、地方の議会や行政が憲法を守り、住民を守る立場に立って、国の暴走に左右され

ない地方自治の精神のもとで、住民、町民本意の町政を進めることが重要になっているとき

はないと思います。 

  そのような観点から通告しました一般質問ですが、長時間の緊張が続く町長にはさぞかし

お疲れのことと思います。どうか簡単、明瞭、前向きな御答弁をいただけますようお願いい

たします。 

  さて、通告しました質問は大きく３本の柱になっています。１点目は、若者定住策、子育

て支援策の拡充で、若者を呼び込み、人口を増やす取り組みについてです。２点目は、災害

に強いまちづくりについてです。３点目は、情報基盤整備事業についてです。 

  １点目では、日本一の川根茶の里で後継者がなく茶業の継承が危ぶまれ、耕作放棄地が増

え続け、景観を損ね、地区ごとに継承されてきた伝統芸能や地域を支える活力も衰え始めて

います。今何とかしなければ取り返しがつかないことになると、誰もが危機感を強めていま

す。 

  町は、どのように人口減少に歯どめをかけ、茶業や地域の文化を次世代へ継承する考えか

伺います。 

  そのために具体的な取り組みとして、１、子育て環境が充実している徳山に遊休町有地や

空き家を活用して、若者住宅建設や宅地分譲を行う考えはないか伺います。 

  これまでも同じ質問を行っていますが、桑野山住宅や大島団地に空きがあることなどを理

由に新たな住宅建設はしないとの答弁を繰り返しています。しかし、地名や高郷、徳山の住

宅は空きが出てもすぐにほとんど埋まっており、この格差の原因と対策をどのように考えて

いるのでしょうか。 

  民間の住宅、賃貸住宅への家賃補助も提案されてから数年が過ぎましたが何も進んでいま

せん。また、地名の若者定住住宅は年齢制限で出ていかなければならない人が増えていると

聞きますが、そういう方への支援や対策についてもどのように考えているのか伺います。 

  ２、川根高校の学生寮建設募金が始まろうとしていますが、後援会、ＯＢの方任せ、地域

任せにしないで、町の課題として取り組む考えはないか伺います。 

  ３、出産祝い金の増額や入学、進学祝い金の創設、学校給食費の２人目半額、３人目以降

は無料とするなど、せめて毎年一つぐらいは目に見える子育て負担の軽減を取り組み、子育

て世代を励ます考えはないか伺います。 

  ２点目の災害に強いまちづくりでは、１、８月23日付の静岡新聞に載った県の崖地移転補

助金の交付要綱が未整備の11市町に当町も入っています。早急に要綱の整備を求めるもので
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す。 

  ２、島田土木事務所へも危険だと要望を繰り返している国道362号線瀬平向井間の法面ブ

ロックの亀裂についてです。８月末には激しい雨が続き、亀裂が広がり、ふくらみが大きく

なっています。いつ落ちて来るか分からない危険な状況ですが、崩落の危険対策を強く県へ

求めると同時に、工事が始まれば生活道路が通行どめとなり、梅高から向井への狭隘な迂回

路が頼みの綱となります。今のうちに早急に迂回路の安全対策や車の待避所確保などの対策

を行う考えはないか伺います。 

  ３、防災訓練の充実、避難所の安全確保、緊急避難警告、指示発令時の高齢者や乳幼児を

連れた御家族への支援など、住民を巻き込んだふだんからの話し合いや情報交換、図上訓練

などの取り組みをどのように考えているかを伺います。 

  ３点目の情報基盤整備事業では、１、端末機の設置などの説明会で出された主な意見と、

それへの対策。 

  ２、来年度からのＩＲＵ契約に必要な条件整備について、かわねフォンの修理、更新の費

用負担、施設全体の修理費、更新費用をどのように考えているかを伺います。 

  繰り返しお聞きするものもありますが、繰り返し聞くのはどうしてもこの町に必要なこと

と思うからです。単にできませんとか、計画がありませんなど、木で鼻をくくったような答

弁でなく、積極的で前向きな答弁をお願いいたしまして、 初の質問とします。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの鈴木多津枝君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは鈴木議員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

  初に、人口減少に歯どめをかけ、次世代の継承を図ることについてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

  若者定住促進住宅の設置目的は、町内に定住を希望する若者が住居を確保するまでの間の

居住の用に供するために設置したもので、地名地区に16戸を建設し管理をしております。 

  徳山に若者住宅ということですが、確かに徳山には保育園、幼稚園、小学校それに診療所

があることから子育て環境が充実していると言えると思います。しかし、若者定住促進住宅

の入居の状況は、現在１戸の空きが生じている現状です。問い合わせは月に１、２件程度あ

り、入居に関するパンフレットをその都度送付いたしておりますが、入居申込みまでには至

っておりません。そのため、若者定住対策のための新たな住宅を建設することは入居者を確

保できるか問題がございます。 

  また、町内には民間事業者の賃貸住宅も整備をされております。住宅を希望する全ての方

を町営住宅等で賄おうとするのは、民間事業者への経営に影響を与えかねないことにもなり

ますので、需要と供給のバランスを見きわめながら検討する必要があるというふうに考えて

おります。 

  次に、町北部と町南部に建設されている住宅の入居状況の格差についてです。入居状況に
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差があることは事実です。その原因として考えられるのは、住宅から勤務地までの通勤時間

と距離が関係していると思われます。道路状況の問題を解消する一つとして、青部バイパス

の全線開通があります。本路線の工事進捗につきましては、継続して国、県に要望してまい

ります。 

  また、特に沢脇住宅および地名住宅に関しましては、旧住宅の建て替えに伴い新住宅に移

転された方が多いため、入退去が少なく、空き部屋が生じないという現状です。 

  次に、家賃の一部補助についてお答えします。平成21年３月に策定した川根本町住宅総合

計画におきまして、子育て世帯が賃貸住宅に居住する場合に条件に応じて家賃の一部を補助

する、若者定住促進家賃補助を新たに施策として盛り込んでおります。 

  本件につきましては現在制度化しておりませんが、計画では所得制限を設けていないこと

や空き家も対象にしていることから、町営住宅の入居要件に当てはまらない方にも支援が可

能となります。そのため今後制度化に向けて検討をしてまいります。 

  若者定住促進住宅の年齢制限についてでございますが、入居申し込み時には満18歳以上満

38歳以下、入居期限が満43歳に達した日から 初に迎える３月31日までに退去しなければな

らないとしています。 

  冒頭申したように、設置目的が若者が住居を確保するまでの間の住宅提供であり、住宅に

入居しながら町内に居住していただく費用を蓄えていただきたいという考えで建築をしてお

ります。定住のための定住促進住宅建設事業費補助金制度も整備をしております。このよう

な制度を活用していただくことで、より多くの方に町内で居を構えていただきたいというふ

うに考えております。 

  次に、川根高校の学生寮建設に係る町の支援についてでございます。川根本町の設置する

学校と県が設置する学校について管理運営上の違いを述べさせていただきます。 

  川根高校は、設置者が静岡県であることから町教育委員会との直接的な権限関係は存在い

たしません。したがって、川根高校の学校経営あるいは運営上にかかわる事項については、

静岡県教育委員会の所管事項であり、直接的に町が関与はできません。町ができることは、

川根高校に対しての側面的な支援であることを、まず御理解をいただきたいというふうに思

います。 

  川根高校は、平成26年度からの静岡県公立高等学校入学者選抜において、川根中学校、中

川根中学校及び本川根中学校の連携中学校からの志願者は連携型選抜として、連携中学校以

外の志願者は学校裁量枠または共通枠の一般選抜として募集し、加えて一般選抜の志願者を

対象とし、川根留学生と銘打って県内から広く募集を展開をしております。この制度を活用

し、平成26年度は男女各１名が入学をしております。 

  先ほど述べたように、川根高校は県立高校であることから、学校経営あるいは運営上にか

かわる事項に直接的に町が関与できませんが、川根高校の存在は町内の中学校生徒の多くが

進学している、中高一貫教育を導入している、町内唯一の高校であるという理由から後援会
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活動やカヌー競技活動に側面的な支援としての補助金を支出しておりますが、本年度から後

援会が川根留学生へ援助する活動に対しても補助対象としているところであります。 

  議員の質問のＯＢ有志により川根高校の学生寮建設募金が始められたが、後援会、ＯＢや

地域任せにせず町の課題としての取り組みをの件にお答えをさせていただきます。 

  川根留学生は、平成26年度からの生徒募集の中での取り組みですが、課題となったことは

宿泊の受け入れでありました。当初、川根留学生の宿泊受け入れは下宿を考え、下宿先の確

保を川根高校同窓会が中心となり、藤川区、徳山区、水川区を重点的に呼びかけていただき

ましたが、思うような確保ができず、結果１名の女子生徒が下宿、１名の男子生徒は元徳山

診療所を下宿先として今日に至っております。 

  川根高校の将来展望は、連携中学校からのみの進学数では教育条件の低下が予想されます。

今後も引き続き川根地域の児童・生徒が安心して川根高校に進学し、将来の夢を実現するた

めには一定数の生徒の確保が必要となり、連携中学以外からも生徒を積極的に受け入れるこ

との必要性を学校関係者で共通認識をしているところであります。 

  この学校関係者には、町及び町教育委員会を含むもので、町及び町教育委員会としても川

根留学生宿泊施設整備は喫緊の課題として持っており、平成26年度に入ってからも県当局や

県議会にも要望活動を行っておりますので、その一端をご紹介をさせていただきます。 

  本年６月５日、大橋教育長と関係職員とともに、県庁へ伊藤県議会副議長及び安倍県教育

長と面談し、川根留学生宿泊施設整備を要望をいたしました。 

  ７月29日、この返答を大橋教育長らから県教委高校教育課に促したところ、８月15日、県

教委高校教育課の堤課長補佐らが来庁し回答がありました。その内容は、県は焼津水産高校

以外の高校に学生寮を建設する計画も意思も持たないこと。２つ目に町が川根高校の学生寮

を建設することは地方財政法に抵触すること。ただし、町民に対する多目的な利用のできる

施設の中で寮を建設することには問題はない、同窓会や後援会が建設することには異存はな

いことが回答でありました。 

  この回答の内容は、学校関係者にも情報提供をしているところであります。 

  また、これと並行し、川根高校同窓会が川根留学生宿泊施設整備支援事業寄附金の募集活

動を展開していることは認識をしております。 

  このような状況ではありますが、引き続き県及び県教育委員会に川根留学生宿泊施設整備

を要望していきますが、平成27年度の川根留学生である新入生が安心して入学できるよう、

下宿先の開拓及び元徳山診療所の改築等により宿泊施設整備に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

  次に、出産祝い金の増額のことにお答えをさせていただきます。 

  結婚出産祝い金制度については、合併時の平成17年度に川根本町ふるさと定住対策事業奨

励金として、結婚祝い金として２万円、出産祝い金として１人目１万円、２人目１万5,000

円、３人目以上１人につき２万円の支給を行う制度を立ち上げました。 
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  平成18年度からは支給額を増やし、結婚祝い金が５万円、出産祝い金を１人目２万円、２

人目３万円、３人目以上１人につき５万円に増額改正し、現在に至っています。 

  町の人口動態の資料から、出生人数は平成17年度38人、平成18年度24人、平成19年度33人、

平成20年度から平成24年度まで30人から40人で推移を続け、平成25年度は31人でした。合併

から現在まで約30人から40人の間で推移していることがわかります。 

  このため、18年度に金額を増額しているのにもかかわらず、出生者数がほとんど変わらな

い状況が伺われます。 

  県内の市町の状況ですが、島田市、藤枝市には出産祝い金の例はなく、森町では次代を担

う子供の誕生祝福と健やかな成長を願い、町の活性化と地域福祉の増進に寄与するため、出

生１人につき10万円を交付しています。西伊豆町では次世代を担う子供の誕生を祝うととも

に将来の健やかな成長を願い、地域福祉の向上を図る目的で出生１人につき３万円を支給し

ています。また、松崎町では出生１人につき５万円を支給する事業を行っています。 

  このように、各市町様々な制度で対応されておりますが、当町は他の市町に比べ、決して

対応が遅れているということではなく、むしろ先進的に行っていると思っております。 

  結婚祝い金、出産祝い金についてはもちろん定住・移住促進対策の一つですが、純粋に新

しい夫婦の門出を祝福し、明るい家庭を築き、次代を担う子供の誕生を祝うため、祝い金と

いう形で町から支給することが本来の目的と考えております。 

  今後、経済状況、町の財政事情、他市町の取り組み等鑑みながら、支給額については検討

をさせていきたいというふうに考えております。 

  次代を担う子供たちは町の宝です。これからも、様々な形で支援していきたいというふう

に考えております。 

  次に、２人目、３人目の学校給食の軽減についてお答えをさせていただきます。 

  学校給食費に係る経費については、学校給食法第11条により負担者が定められており、施

設設備費、人件費は設置者である市町村が、その他の経費としての食材費は保護者の負担と

されています。 

  現行の給食費は、平成21年度からの額で、本年４月からの消費税５％から８％へのアップ

に対しては学校給食費への転嫁をすることなく増額分を町費負担としたところであります。 

  議員からの２人目、３人目の学校給食費の軽減については、今後の食材価格や消費税のア

ップに伴う学校給食費の見直し検討の際の参考にとどめておきたいと考えております。 

  続きまして、崖地近接危険住宅移転事業についてお答えをさせていただきます。 

  御指摘のとおり、本町では崖地に近接する住宅を移転するための補助制度を整備しており

ません。この事業の目的は、崖地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区

域においては、危険住宅の移転を行おうとする方に補助金を交付するものであります。 

  本町は、静岡県建築基準条例第10条で規定する水平面からの勾配が30度を超え、かつ、高

さが２メートルを超える崖に近接する建物が多数存在します。そのため、崖地近接危険住宅
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移転に対する補助制度を新たに整備し、土砂災害から生命を守る手段の一つとしていただき

たいというふうに考えております。 

  要綱を整備しましたら、当然広報などで住民の皆様へ周知を図ってまいります。 

  続きまして、国道362号瀬沢久保尾間の山どめブロック積みの異常についてでございます。 

  この異常は、平成23年頃から発生したと思われます。県土木事務所ではこれまでひずみ計

等を設置し注意深く観察をしております。計測の結果、現在のところブロック積みの変状は

進行しておりません。 

  本年度予算で復旧のための測量、設計業務を発注していただいております。まだ設計は完

了しておりませんが、設計が終わり次第工事の発注をすべく準備をしていただいております。 

  迂回路についてですが、迂回路となる道路は町道下長尾向井線及び町道二本松線になりま

す。道路規格は町道であり、狭隘箇所が多数あるため、現状では大型車両が通行することは

できません。これら道路につきましては生活道路として使用されていますので、舗装の修繕、

側溝の清掃等、安全に通行できるよう維持管理は行っておりますが、大規模な拡幅改良は実

施しておりません。 

  まず、第一には安心・安全に通行できるよう、国道の早期復旧を県にこれまで同様要望を

していきたいというふうに思っております。 

  次に、防災訓練の充実や避難所の安全確保についてお答えをさせていただきます。 

  例年９月と12月に実施をしております防災訓練につきましては、各自主防災会、消防団の

方などの御協力をいただき、毎年多くの町民の方に参加していただいております。 

  防災訓練は、主として地震災害を想定して実施しているものでありますが、本町のような

山間地の場合には崖崩れなどを想定し、各地区の被害状況の把握とともに情報のトリアージ

を行い、支援の優先順位を見きわめながら、まずは町民の命を守ることを第一として訓練を

実施をしております。 

  その中では、第一次的な避難所となる各地区の集会所の耐震を進め、現在は全ての集会所

で必要な耐震工事が終了をしております。 

  広域避難所は町内の６つの小・中学校と川根高等学校及び徳山と久野脇のコミュニティー

防災センターの９カ所を指定しておりますが、それらの施設につきましても耐震化が済んで

おりますとともに、平成25年度までには全ての施設には災害時の電源を確保するための非常

電源設備の工事を完了しているところであります。 

  さらに、中川根中学校、本川根中学校、中川根第一小学校、本川根小学校の広域避難所に

おきましては、これまでに学校、自主防災会の方々を対象として避難所運営訓練を実施をし

ております。 

  これは、実際に災害が起きた場合を想定し、避難所運営ゲームを開催して避難所における

困難課題等を克服してスムーズな避難所運営のイメージを持ってもらうことを目的としてい

るものですが、さらに今後は中央小学校、中川根南部小学校においても開催をしていく予定
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でございます。 

  本町は、94％が森林という地域であり、地震による崖崩れや建物の崩壊に限らず、台風や

ゲリラ豪雨などによる土砂災害の危険地域も多数存在しており、避難場所である集会所も

100％安全とは言い切れない状況にもあります。 

  東日本大震災以来、日本国民の災害に対する意識は大きく変化しているものと思いますが、

それでもテレビ、新聞等の報道を拝見しますと、緊急時の避難勧告、避難指示に従って避難

をされる方は非常に少ないということが言われております。 

  しかし、川根本町においては防災訓練に限らず、日ごろから近隣の中で小さな自治体なら

ではのきめの細かな住民同士の助け合いが行われており、こうしたことが災害時や避難誘導

の大きな力になるものと考えております。 

  町は、風水害などで被害が想定される場合、段階的に避難準備情報、避難勧告、避難指示

を発令します。 

  避難準備情報は、避難勧告や避難指示を行うことが予想される場合にそれに先立ち発令さ

れるもので、被害が予想される地域の住民、特に高齢者ら避難に時間がかかる人に早目の避

難を呼びかけるためのものです。 

  次に、避難勧告は災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合

に発令されるもので、指定された避難所など安全な場所への避難を勧めるものでありますが、

避難を強制するものではありません。 

  そして、避難指示は状況がさらに悪化し、災害によって人的被害が出る危険性が非常に高

まった場合や人的被害が発生した場合に発令されます。避難指示が出た場合は直ちに避難し

なければなりません。ただ避難しなかった人に対する罰則規定などはありません。 

  ちなみに、避難命令という言葉を聞くこともありますが、日本では法律に基づく避難命令

はなく、法律で規定されているのは避難指示と避難勧告のみで、避難準備情報は法律による

根拠こそありませんが、自治体が地域防災計画に基づき発令するものであります。 

  これらの勧告や指示は、ある程度の被害が予想される場合は発令されるものですが、町で

は身の危険を感じられたらこれらの発令を待つことなく、まず速やかに自ら身を守ることを

お願いをしています。 

  行政が町民の安心、安全のために全力を尽くすということは言うまでもないことですが、

原則としてまず災害から身を守るのは自分自身、つまり自助であり、次に近隣や自主防組織

などの共助、その後に行政等の公助による支援があるものと考えております。 

  今後も、行政からは町民の皆様に対し、災害時や災害の発生するおそれがある状態になっ

た場合、的確な避難勧告や避難指示の発令を心がけていきますが、住民の方々におかれまし

ても、行政からの避難勧告や避難指示を待つだけではなく、身の危険を感じたら消防団など

の協力も得ながら、地区の集会所や親戚、知人の家にいち早く避難するなど、自らの命を

優先に守るということについて各地区の実情にあったルールをふだんから話し合いながらつ
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くっていただくよう、各自主防災会などに対しお願いをしていきたいと考えております。 

  こうしたことの積み重ねが、町民の方々の身の安全を守ることができる 善の方法である

と考えております。 

  情報基盤整備の答弁をさせていただきます。 

  地区説明会での御意見の一つとして、現在使っているファックスやコードレスフォンを接

続することができるのかといった御意見がありました。 

  安芸高田市に視察に行っていただいた際に、市担当者や事業者から告知端末機にはファッ

クスやコードレスフォンとの接続はできないとの説明を受け、当町においてもそのような形

で設置を考えておりました。しかし、今後告知端末機の普及や050電話サービスへの加入を

考えた場合、より使いやすくすることが住民の皆様にとっても有利であると考え、それらの

接続に向けて対応するよう事業者に依頼をしてまいりました。新たな機器の接続や認識番号

の付与が必要であるため追加の費用は必要になりますが、接続できる見込みが立った状況で

ございます。 

  また、緊急放送については、計画当初は屋外スピーカーによる放送で対応するよう想定し

ておりました。しかし、今年に入り広島市などをはじめとした豪雨等による災害が数多く発

生しました。それらの状況も考慮し、命にかかわる恐れのある緊急的な情報は停電時であっ

ても端末機から放送できるようにしなければなりません。地区説明会においても同様の御意

見がありました。その対応方法として、端末機にはバッテリー機能を搭載していますが、Ｏ

ＮＵにその機能がないため、新たにバッテリーを外づけする形式で 大４時間の停電に対応

するよう検討に入ったところであります。全端末機に接続することになりますので、設計変

更にて対応していくことになります。 

  告知端末機を高齢の方が取り扱うことができるのかといった心配をされる御意見も数多く

出されております。設置までの説明はもとより設置後においても安心して利用することがで

きるよう介護担当者や地域の役場職員なども協力し、少しでも不安をなくすことができるよ

う対応していきたいと思っております。 

  ＩＲＵ契約に向けての条件整備について、運営事業者、町の負担区分についても、これま

で示したことを基本に協議をしております。 

  上位回線費用、人件費、販売促進費は運営事業者が負担し、町が光熱費、支障移転費、電

柱共架料、占用料、電波利用料、修繕費を負担することを考えております。 

  センター設備に設置する機器類の管理費、回線監視費、障害時保守費、無線などの通信機

器類の保守費など、町が運営事業者に保守管理委託する項目については、その内容を含め協

議を始めました。 

  御質問にある端末機修理費用については、前述の修繕費に含まれており、修繕費の合計額

として年間500万円を想定しているところであります。 

  また、今回の事業は全ての町民の皆さんにサービスを提供することを基本としております
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ので、町民の方が日々利用できる環境を町としても整備する必要があります。 

  かわねフォンによる町からのお知らせ、告知放送等の機能と電話機能のうち、町内の通話

は無料とすることで、世帯へのかわねフォン設置の障害が減少し、事業の目的である高度情

報基盤の整備が進み、今後見守りのサポートとしての機能や防災情報等の各種のサービス提

供が発信できる態勢が整うものと考えます。 

  町は、各世帯に町からのお知らせが確実に届くよう端末機までの日々の管理をする必要が

あり、運営事業者にその管理をお願いすることとなります。１台につき月 大800円の費用

を町が負担することで協議中です。 

  また、事業所に対しては10人以上の従業員が従事する事業所に対し、告知端末機が持つ防

災としての役割も考え、一般の住民の世帯と同様に設置費用などを町が負担をすることにし

ました。 

  町が委託する業務としましては、告知端末機のお知らせや告知放送を設定する業務があり

ます。お知らせとは文字や画像によるお知らせであり、告知放送とは緊急情報など屋外のス

ピーカーと同時に端末機でも放送されるお知らせになります。 

  この業務については、月額の委託料として60万円を基本として協議をしております。役場

からのお知らせに加え、学校や出先機関からのお知らせを含みますが、それらに加え自治体

からのお知らせも基本として盛り込んでいくことで、町民の皆様にも利用しやすい環境がで

きるものと考えております。 

  更新に係る費用については、利用環境や利用頻度により機器の個体差が出るため、正確な

更新時期を提示することは困難としながらも、整備する機器の全てを10年更新、20年更新、

30年以降の更新に分類し、工事費用を含めた更新に必要な費用を提示しました。それによれ

ば、10年後には約４億4,000万円、20年後には９億2,000万円の更新費用が必要となるとの説

明をしてまいりました。 

  更新の考え方ですが、日常の維持メンテナンスに力を入れ、それぞれの機器を延命させる

とともに新機種への更新により効率化を図るなど、いっときに財政負担がかからないよう調

整する必要がありますし、更新計画を策定し計画的に実施することで、その時点での有利な

財源を活用することも対応策の一つになると思います。 

  また、機器の減価償却という考えのもと、基準を設けて基金を積み立て、更新時の費用負

担の一部とする考え方もあるかと思います。施設や設備を構築すれば、どのようなものでも

更新する時期がやってきます。その時点で一時的に大きな財政負担とならないよう、様々な

方法を研究し、取り組んでいけるよう調整していく考えであります。 

  また、更新費用を少しでも少なくする対応として、無線エリアにおいて無線中継局から対

象地域内を光ケーブルによってネットワークを構築することも検討をしております。この場

合、その地域までの接続方法としては高速無線システムを採用し、 終的には各世帯に設置

する受信アンテナへ向けての無線部分を光ケーブルによって変えるという考え方であります。
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設計時においては検討もしていた工法ですが、事業費増につながることで採用をいたしませ

んでした。 

  今回、このネットワーク構築に必要なＭｉｎｉ－ＯＬＴという機器が開発される見込みに

なったため検討段階に入り、東海総合通信局と変更が可能であるかの協議に入ったところで

あります。概算費用ですが、この方式を採用することで事業費の減が見込まれること、光ケ

ーブルを採用することで樹木の成長による無線環境の悪化が避けられることなどから検討し

ているものであります。更新費用の面においても、無線機器と光ケーブルを比較した場合に

は、光ケーブルの寿命が長いことから有利になるものと考えております。 

  長くなりましたけれども、以上です。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 鈴木です。長い御答弁ありがとうございました。 

  傍聴の皆さんもとても関心が強いことだと思いますので、 後の情報基盤整備の件から再

質問をさせていただきたいと思います。 

  聞いていて、そんなにこれからお金がかかるのかと、本当にどうなるんだろうという驚き

が今胸の中に沸き起こっています。 

  整備するときは、合併特例債を使うからそんなに町に負担はかからないよ、でも更新する

費用は10年で４億4,000万、20年で９億2,000万。この費用は町が全部持たなければいけない

んですか。どこのどういう財源を使ってやるつもりか、お聞きいたします。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 現在の財政的な補助金等の仕組みはできておりません。 

  ただ、町のほうでは全国の過疎地域と合わせてそういう情報基盤整備の更新についての過

疎地域の支援等には要望をしております。 

  現在、更新時に補助金がありますということは言えないのが現実であります。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 全額町で更新費用は持つ考えですか。 

  安芸高田市で聞いた話では、これはちょっと又聞きなんですけれども、機器の更新につい

ては安芸高田市では中国ブロードバンドが運営会社が持つよということも聞いているんです

けれども、そういうところの話し合いはどうなんですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 安芸高田市の今の状況ですけれども、具体的に運営事業者が出す

というような条件にはなっていないとのことです。 

  これは、運営事業者と町とのＩＲＵ契約の中で当然相談をしていくことですけれども、市

町によっては利用者のパイですね、市町の大きさ、うちの町の規模の中でどれだけの運営が

されていくかということ等も含めて、これからの契約の中で判断をしていくこととなります。 

  今現在運営事業者が出すという話は、そこまでの約束は、全部ではないですけれども、運



－138－ 

営事業者がどれだけ出すとかという話は確約等はまだ一切しておりません。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 私は 初から町民の合意がない事業だということ、それから運営

費がうちの町では、安芸高田市と条件が全く違っていて、安芸高田市では１万3,000世帯あ

って、１世帯から500円ずつ端末機の使用料を月もらっているということで、ざっと計算し

て多分7,000万ぐらい、それだけでもう運営業者へ入る、そういうことがあるから安芸高田

市では１年目で利益が出た分を議会の了承を得て基金に積んで、これからもそういうものを

修理代などに充てていきたいという話も視察したときに聞きました。 

  ですから、そういう条件が違う、うちの町ではもう全くそういう収入がない、インターネ

ットとテレビ電話を設置した人の使用料、そういうものしか考えられない状況で、あとは足

りない分は全部町が出すということになるということで、町民への負担を例えば使用料を永

久にもらわないというのであれば、町が足りない分は全部出さなければいけなくなるんじゃ

ないかということを、これまでも二、三回質問しましたけれども、やる前から赤字の話なん

かするなということを結構言われまして中断になってきています。だんだんそのことが現実

になってきている。本当にうちの町でそういう財政的な負担が耐えられるものだというふう

に考えておられるんですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 運営事業者が、現在会社としての事業計画の中では５年目には何

とか黒字にもっていきたいという計画を持っています。 

  運営事業者として当然会社としてのその計画に基づいて目標達成のためにサービス提供を

皆さんにしながら、またインターネット等の収入、運営事業者としての収入を得ていく努力

をしていくものと思っております。 

  ですので、将来の話で全額云々という話は、私のほうからは表現することはできません。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 町は、この今回の整備事業でインターネット加入者を900件とい

うふうに想定していますよね。ところが、その何件入るかも、まず何にも確認をしないで、

それこそ一番 初に太田議員が質問したように、本当に前回のアンケートでは24％の賛成し

かない、40何％が反対だと必要ないと言ったと。そういう状況で踏み切ったわけですよ、こ

の事業に。賛成の声ばかりで、反対の声はほとんど聞こえなかったと町長はおっしゃいまし

たけれども、多分町長選挙のすぐ後の懇談会、町政懇談会、本当に町長への御祝儀気分もあ

って、参加された方は町長頑張れよということをとにかく伝えたかったんだと思うんです、

あのときは。 

  だから、この事業に対しても、なかなかやれと言った人は勇んで出てこられたかもしれな

いけれども、やめろと言って心配された方は本当に声を上げなかったんじゃないかなという

ことが、参加していても雰囲気からわかりました。本当に反対だという人は、はっきり言っ
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た人は地名と高郷でお一人ずつしか私は聞いていませんけれども。そういう状況の中で、確

かに町長は自分に言ってくれる声が賛成だと早くやれという声があったというふうに受けと

めたかもしれませんけれども、前回のあれだけ大きな混乱をもたらした事件であり、事業で

あり、それを進めるにしては余りにも拙速というか、本当に国の補助が期限がなくなるとい

うことを私たちは耳にたこができるぐらい言われて、今回どんどん進められて 終的に工事

請負契約の締結が議会にかけられた。それが町が３億円余増額して18億5,000万円ぐらいに

なった工事費を、京セラさんが13億ぐらいで消費税込みで落札した。５億円以上も安くなっ

たということで、私たちもこのことに、町が進めていることに反対できないということで賛

成したんですけれども、工事請負契約の締結については。このことで本当に進むということ

はもう覚悟をしていますけれども、今のこれまでの説明を聞いても、例えば今朝の町長の訂

正の話、ああいうのを聞いても私はああいう説明があれば絶対この事業賛成できなかったで

す。本当に入札が公平、公正かということでは、もう太田議員が言われたように、だんご３

兄弟じゃないけれども、みんなつるんでいる、そういう中で親類同士のお仲間同士の会社が

設計入札をやっている。そういうことで、事務所まで同じところにあるんじゃないかという

ことで心配して質問したらとか、あと町の入札運営規則にも入札業者は県内に事業所を持つ

ことを前提とするというふうに書いてあるのに、あのとき県内どころか町内の下泉に事務所

がありますと言われたんで、私は反対する理由を持てなくなったんですよ。 

  ところが、きょうになってそれが間違っていましたと言われて、一体私たちは本当にあん

なに真剣に議論したのに、行政のそのいい加減な姿勢は何なのかと。私朝からずっと怒りを

覚えています。本当にもっと真剣に行政、町長が言われるように、協力してほしい、一体に

なって進めてほしいとおっしゃられるなら、もっと真摯な説明、態度を示すべきではないで

しょうか。このことについて、町長、どう思われるか、お答えを求めます。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 冒頭で行政報告のときに申し上げたとおり、あのような訂正は大変失

礼な話であるし、もっと慎重に対応すべきだということは冒頭で謝ったと言ったら失礼です

が、訂正をさせていただいたという経緯があります。 

  基本的には、あのようなことは事実確認を抜きにして対応したということに対しては反省

すべきだし、今後あってはならないというような大事件であるというふうに私自身感じてお

ります。それは庁舎内は全員聞いておるし、今度きょうここに出た課長はそれぞれの課に戻

って、そのようなことは間違いのないように確認して議会に提出するというようなことは当

たり前のことをすべきだということを痛切に感じておりますので、そのようなことで対応し

たいというふうに思います。 

  それから、今のブロードバンドの関係でお話がありました。御祝儀かどうかは、私自身は

判断できませんけれども、そのようなことはあったかもしれません。しかしながら、新町総

合計画の中に同報無線、いわゆる防災無線ですが、これの更新も入っていたわけです。これ
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が15億円という金額が出ておりました。計画内ぐらいかかるだろうというのが出ていたとい

うのを確認しまして、それだけかかるなら一緒にやったらどうだろうということを提案して、

光ファイバーと無線と両方を対応したらどうだろうということで、意外と早くそれぞれがそ

の方向でいくということがまとまったということ、それともう一つには、やはり町を一つに

するためには賛成の方も反対の方も同調できるような形で進めるべきだということで、15億

円の防災無線でお金をかける、合併特例債を使いますけれども、かけるならばその方向でや

ったほうが問題解決には早いではないかという判断からしたという経緯だけは承知おきいた

だきたいというふうに思います。 

  そのような経緯でございます。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 先ほどの鈴木議員の御指摘の中に、営業所がなくて入札に参加し

たというようなことをおっしゃいましたけれども、京セラコミュニケーションシステム株式

会社は営業所を持っていたという。 

（「町に」の声あり） 

○企画課長（山本銀男君） はい、そうです。ですので、そこでの指名競争での指名を受けら

れたということは事実でございますので、それは間違いのないようにお願いを、御理解をし

ていただきたいと思います。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） だったら訂正して謝る必要ないじゃないですか。 

  そうじゃなくて、下泉に事務所がありますとあのとき答えたんですよ。それで、じゃ中国

ブロードバンドが下泉に事務所を構えているって、役場から事務所を変えたという説明があ

って、じゃ一緒にいるんですかと聞いたら、中国ブロードバンドは本川根の文化会館の中を

借りて移っていますという説明があったから、少なくとも談合というかもつれ合いの格好に

はなっていないなと思って、私は賛成したわけですよ。 

  そのことを謝ったわけじゃないんですか。何を謝ったんですか。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） ８月12日の時点で、鈴木議員から中国ブロードバンドサービスの

事業所はどこですかという御質問に対して、私は下泉という所在地をお答えをしたのが事実

です。 

  中国ブロードバンドサービスは下泉には事業所はないし、安芸高田が事業所としての登記

の事業所ということです。それで従業員の方は島田のほうで作業を、調査系の作業をしてい

た。町のほうで職員との調査設計の細部での打ち合わせを行っていたということで、京セラ

コミュニケーションシステムが一緒にいたとか、そういう答えではなくて、おっしゃったの

はあくまでも中国ブロードバンドサービス株式会社の事業所がどこだったのかというお答え

で、私の下泉ですという答えが間違いだということで訂正のほうをさせていただきました。 
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○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 本当にその当時の議事録をちゃんと読まないとわかりませんけれ

ども、そういうことではなくって、下泉に初め中国ブロードバンドがいる、そして京セラさ

んがそこに事務所を構えるので文化会館のほうへ中国ブロードバンドさんは行きましたとい

う説明があったということを私ははっきり覚えています。 

  ここでは水かけ論になるので、そのことはもう繰り返しませんけれども、本当に町長が言

われるように、信頼をお互いに崩さないような形で進めていかないと、町民の人たちだって

大きな疑問をまだたくさん持っていらっしゃるわけですよ。 

  そういうことに本当に慎重にやってほしいし、これから一般会計の反対討論もやりますけ

れども、本当に決算審査の中でもほとんど説明がなかったし、資料もなかったわけです。

4,300万の中国ブロードバンドへの委託料に対して繰越明許したよということだけで何にも

なかった。でも繰越明許したから、25年度に何もやらなかったのかと言ったら、そうではな

くてお金を払わなかっただけということで、説明は十分できたはずなのに、聞かなかったか

ら悪いんだって、まあ、副町長、前にも言われましたけれども、そういう議員が聞かないか

ら悪いんだというふうなことになってしまうのかなと、私はそれでは信頼関係は築けていけ

ないんじゃないかと強く思っています。 

  ぜひ、これからは議員が気がつかないこともたくさんあると思います。行政はこういうこ

とを決めました、こういうふうに進めますということは行政は全部把握しているわけですか

ら、そのことをやっぱり議会に報告していただいて、一緒に信頼関係を築きながら進めてい

くということが一番今大事なことだと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今おっしゃるとおりだと思います。 

  この町をどうして一体化して対応するかということは、お互いに信頼関係がなければでき

ないという思いですし、また大きな事業をここまで進んできたという中で、途中でやめるわ

けにはいかないとするならば、当然一緒になってこれからも信頼関係を保ちつつ対応すると

いうことが一番大事で、これが全てで終わりじゃないもんですから、これから展開を考えて

いかなければならない非常に大事な時期だもんですから、そのような方向で今までどおり信

頼関係を保ちつつ対応をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 本当にこれが 後ではなくて、これから展開していくことが大事

で、そこにはお金がまたいろいろとかかってくる。活用をアプリなど設定するたびにお金が

かかっていく。先ほどももう既に防災関係で新たなお金がかかりますよ、設計変更もします

よと。そういうことが言われて、更新の費用もかかっていく、すごく大きなお金がかかって

いくことですので、私は本当にこれは今思うと、もっと真剣に考えなければいけなかったこ

となのに、私たちは本当にそれだけしっかり話し合っただろうかという後悔の念で今本当に
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さいなまれているわけですけれども、でも町長が言われるようにもうとめることはできない、

前に進んでいく、そういうことに対してやっぱりもっと行政の毅然とした議会、町民の人た

ちへの説明責任をしっかり求めて、この件では終わりに……あ、一つ、聞いたのに答弁が落

ちていましたね。財源は更新費用など大きな費用がかかるんですけれども、財源はどうする

んですか。 

  安芸高田市では、利益が上がっているから基金に積み立てている、それをこれからのかか

る経費に充てようという話があったんですけれども、議会の了解を得て。だけれども、うち

の町は、課長は５年間で黒字にすると言われましたけれども、５年間で黒字になるという見

通しを私は本当に持てるのか、その具体的な中身は何かと聞きたいんですけれども時間があ

りませんので、また全協などで聞いていきたいと思いますけれども、本当に町が大きな財政

負担を抱えていくということは事実なんではありませんか。その財源はどうするのかお答え

ください。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 一つに、運営事業者からの提案事項には、運営事業者の累損の解

消後、また改めて、累損ですね、会社の運営の中での累損解消後は改めて町と契約上の取り

決めをしたいというのがございます。 

  ですので、そういう意味では全て赤字だというようなお話は言えないんですけれども、現

時点で先ほども私のほうから言いましたように、補助金等はございません。ということで、

一般財源が見込まれるということでございます。ただ、あくまでも過疎地域としての情報基

盤への運営費についての国への要望等は、引き続いて全国の過疎地域と一緒に要望は上げて

おります。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 重なっていった損が消えたら、黒字になったら、もう１回町と話

し合って、業者も更新費用を持つような協議をしていくということですね。 

○議長（中田隆幸君） 企画課長、山本銀男君。 

○企画課長（山本銀男君） 協議を進めていくということで現在は進んでおります。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） それでは、 初の質問に戻ります。 

  人口減少をどう食いとめるのかということで、高齢化率44％、県内で一番高い当町で、多

くの課題を抱えている現状です。県が先月26日に発表したお達者度では、当町は女性が県内

１位、男性も３位という本当に何度も言われますけれども、驚くべき健康な町であることが

証明されました。これまでも老人医療費の１人当たり給付費が県内で一番低く、県の平均よ

り20％以上も低いということがずっと続いており、周りを見回しても地区の活動や文化、産

業など元気な高齢者でもっている町だということが明らかな町です。これは言うまでもなく

お茶の効用や町のいろいろときめ細かな生きがい対策、保健福祉事業もさることながら、個
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人個人の努力も大きいと思われます。 

  しかし、近年はその高齢者の方々も寄る年にはかなわず、一人、二人とお亡くなりになっ

ており、出会う人たちからいろいろな人たちやいろいろな会合で、これからこの町はどうな

るのかと後継者の問題などを心配する声がたくさん寄せられています。 

  それもそのはずで、昨年度１年間の町の人口動態は、出生28人に対して死亡141人、転入

182人に対して転出239人、差し引き170人の減少です。これは合併以後９年間ずっとほぼ同

じぐらいの人口減少が続いており、合併時に9,314人だった人口が、今年９月１日現在で

7,758人、1,556人の減、年平均173人の減少になっています。 

  町の第１次総合計画の10年後である平成28年度の目標人口は7,300人です。国勢調査の数

値を使っているので、合併時の人口は住民基本台帳の人口より326人少ない8,988人なので、

住基で言えば7,500人以上ということになるでしょう。これでは、目標年度の２年後に目標

人口を保つことはできないのではないか。しかも、この7,300人は年18人の新たな定住を確

保した場合の目標です。それは多分、地名の若者定住住宅のことを言っているんだと思いま

すけれども。 

  第２案として、年27人の新たな定住を確保すれば7,400人に、年37人の新たな定住を確保

すれば7,500人を保てるというふうに総合計画には書いてあります。町はこの間どのような

定住策を講じてこの目標達成を目指してきたのか。これまでの消極的な姿勢からはとてもこ

の中の積極的な目標達成を念頭に置いてきたとはとても思えませんが、一体どのように考え

ているのか伺います。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 今言われたことは非常に難しい問題で、これをやれば全てが解決する

という特効薬はありません。あらゆる手だてを持って対応しているというのが現況です。 

  そのような中で幸い若者の定住等で、地名地区は人が増え、若者が増えたというような経

緯がありますけれども、今現在少し子供が増えているというのは地名地区だけでございます。 

  その辺の中で、お茶にしましても林業にしましても低迷しているということがございます

し、それを何をやれば後継者が増えるかということは非常に難しいところがあります。 

  もし、これをやればいいよということが具体的にあればおっしゃっていただきたいわけで

すが、特効薬はないという前提でやりますと、あれもこれもいろいろなところに手をつけな

いと対応できないだろうという思いがあります。 

  ただ、もう一つ、逆転的な発想をいたしますと、今トーマスが非常に子連れの方が非常に

増えて、私どもの家の前なんかは多くの皆さんが通ります。これはいっときかもしれません

けれども、ああいう皆さんがどういう気持ちでこちらに来ているかということも調査する必

要があるのかなという感じがいたしております。と言いますのは、ここは当然ながら鉄道の

町でございますし、観光の町でございますので、そういう皆さんが車のナンバーを見ますと、

東北のほうから九州または四国のほうからも来ているという状況の中では何がということを
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少し研究する一つの方法かなということも考えておりますし、来た皆さんはそれぞれ話をし

ますけれども、大変いいところで、こんなところへどうしてあのトーマスが来たんだとかい

ろいろ問いかけがあります。そのような中でやはり何か、トーマスであれぐらい来ている、

そのほかではどうだろうということも考えていくと、あれこれいろいろな施策を打っていけ

ば対応できるのではないかなということがありますけれども、先ほど冒頭で申し上げたとお

り、やはり役場に窓口をつくるのが一番手っ取り早いかな、それがいろいろな生の情報が入

ってもくるし、出してもいけるということが、顔が見える一元化というのが必要かなという

ふうに考えております。 

  今それと行政は何もしないとおっしゃっておりますけれども、行政も実はいろいろなこと

をやっているんです。それで、一つここで気になっているのは、川根高校の問題についても、

行政は何もやっていないわけではないんです。職員は一生懸命対応して、県の教育委員会に

行ったりなんかして対応していただいております。 

  その中で、やはり私は議員も行政の執行部も同じなんですが、職員がやる気になるような

形にもっていかないと大変かなという思いが実はあります。これは、褒めたりおだてたりす

るという話じゃなくて、事実として先ほどの下泉の話じゃありませんけれども、確実な情報

というのは自分が持って、それを反映するということが大事で、やはり「だろう」みたいな

話は私どもも議会の皆さんも持ってはいけないなということを痛感しております。 

  特に、川根高校の対応については、そこに教育長もいますけれども、いろいろな形で職員

も対応していただいたということがあるもんですから、そのほかの分野でもありますけれど

も、やはりそういうところは目配りしていただいて、褒めていただくことも必要かなという

ふうに、行政が何もしていないというと職員もやる気なくなっちゃうもんですから、その辺

のことも一つ言っていただければありがたいなというふうに思います。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 私、職員が何もやらないとか、行政が何もしていないなんて今ま

でも一言も言っていません。目標達成を念頭に置いてきたとは思えないという消極的な姿勢

だというふうに言ったんです。 

  これは、職員の皆さんではなくて行政のトップに、特に町長に言いたいことなんです。行

政の人たちは本当に毎年職員を減らされる中で、本当に一人一人の町民に対応して大変な思

いをしているということは私は十分わかっています。だから、職員の人たちが町民から頑張

っているねと言われるためにも、やっぱりトップがそこを本当に頑張っているねと言われる

取り組みをしなければならないと思うから、何回も一般質問のたびにこれはどうだ、あれは

どうだと提案してきました。でも、それ一つも取り上げて、ほとんど取り上げてもらってい

ません。バイオマスもそうですし、徳山への若住建物つくりもどうだと、それも取り上げて

もらえません。建設計画はありません、今もそうでした。 

  それで、これがいいんじゃないかということを提案してもなかなかやってもらえない、そ
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ういう中で、私は積極的とは思えない、消極的だとしか言わざるを得ないと言っているだけ

で、行政が何も努力をしていないなんて一言も言っていません。お間違えなく聞いていただ

きたいと思います。 

  それで、若者を呼び込む目玉をこの町はつくらなければならないと思うんです。例えば、

長野県では若者の農業ブームを人材確保のチャンスと捉えて、就農相談会や新規就農里親支

援事業などを行って、昨年は前年よりさらに多い年間190人の新規就農者が誕生したという

ふうに記事を見ました。新規就農里親支援事業は長野県以外でも行われているようですが、

静岡県ではどうなのか、御存じでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） では答弁を。答弁できますか。 

（何か言う者あり） 

○議長（中田隆幸君） 暫時休憩をいたします。再開は…… 

○１０番（鈴木多津枝君） 知らないなら知らないって答えてください。後に進みたいから。 

○議長（中田隆幸君） 25分に再開します。 

 

休憩 午後 ４時１７分 

 

再開 午後 ４時２５分 

 

○議長（中田隆幸君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  鈴木議員の質問に答弁をお願いします。産業課長、後藤泰久君。 

○産業課長（後藤泰久君） 静岡県における新規就労支援の事業はございます。川根本町にお

きましての新規就労者は把握してありません。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 私が聞きたかったのは、里親支援制度なんです。里親支援制度と

いうのを見て、とっても関心が湧きました。 

  それで、うちの町でも、町長が先ほど言われましたね。何かこれがいいと考えがあればぜ

ひ教えていただきたいと言われたから、私は多分そう言われるだろうと思ってあっちこっち

いっぱい探したんです。それで探して、これはとてもおもしろそうな事業だと思ってお聞き

したんです。 

  多分静岡県ではないと、今課長が言われたような新規就農支援事業はあるけれども、里親

支援事業はないと思います。それで、神奈川県でも国から１年間、この前の、さきの議会で

鈴木室長さんが言った、１年間新規就農青年給付金150万円や里親家賃補助、それから45歳

以上には県が里親農家へ月額４万円の支援金を給付するなどそういう政策をやって、どこで

も本当に本気になって若者を呼び込むことに懸命に取り組んでいるんです。私はそこを言い

たいんです。 
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  それで、町長にそういうものを研究をして我が町でもできることがあると思うんですよ。

そういうことを大きな負担にならないものでもやれること、国の支援制度、県の支援制度、

そういうのを利用しながら町でも幾分かの支援を積み上げて若い人たちを本気で呼び込む、

それがまだ一歩も出ていないんじゃないかということを言いたくてお聞きしたんです。 

  この点ではどうでしょう。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 農業で言いますと、上中さんておりますけれども、今旧の中川根に住

んでいると思いますが、その方が私に言っておりました。と言いますのは、これから農業を

手伝っていただける若い人を非常にほしいという中で、町が窓口になって対応してくれない

かというような話がありました。それは具体的に今下別当等でも、そばをやっているとか、

いろいろなファンドを集めてやっているという話を聞いておるもんですから、その辺の対応

も少し対応できる面はする必要があるのではないかというふうに思っておりますし、きのう

でしょうか、緑の協力隊の３人の女性の方がお見えになりました。そこで会って話ししまし

たけれども、やはりここはすばらしい町だとみんな思っているわけです。しかしながら、そ

のような窓口がないということで、なかなか取っかかりがなくてこちらに来たくてもつてが

なければなかなか大変だということで、ないということも確認したもんですから、やはりそ

ういうことも含めて先ほど来申し上げたとおり、窓口を一元化して対応を考える必要がある。

これは一つの課題どうこうじゃなくて、やはり総体的に企画あたりの対応が必要かなという

ふうに考えておりますので、その点についてはまたいろいろなことを教えていただいて、ど

ういう方法ならあるかということを検討していきたい。 

  それから、先ほど来申し上げたとおり、地元の企業等が非常に求人のチラシを出している

ことを多分御存じだと思います。あのぐらいあるんですね、求人をしている方が。しかし、

その対応がなかなかできていないということ。それから地元を指定する人もいるということ

もあるもんですから、やはり役場が信用問題でいくと一番信用があるというふうに思ってお

りますので、信頼と言いましょうか、あると思いますので、その辺の中で対応をしていくこ

とが、これからは絶対に必要だというふうに思っておりますので、いろいろなことで対応し

ていきたい。 

  特に、一元化の関係については当然具体的にやっていくべきだというふうに思っておりま

す。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ちょっとネットを開くだけでも全国でいろいろな取り組みがされ

ています。特効薬はないかもしれません。でも、やっぱりうちの町でふさわしいもの、日本

一のお茶の里です。だから、そこを中心に据えて若者を呼び込む。本当に若者を呼び込むに

はそういうことしかないと思うんですよ。まず、農業をやってみないか、里親制度で一緒に

やってみないか、教えるよ、自立できるまで応援するよ。その個人とか農家の人たちとか町



－147－ 

の支援、そういうものがあって初めて若い人たちが自立できるようになっていくんだろうと

思うんです。ひとりじゃ無理だけれども、グループをつくれば耕作放棄地なども効率よく生

産ができるんじゃないかと私は思います。 

  そういうことを支援していくということを、ぜひこれから、あれもこれもとにかく研究を

して何かに手を出して足を踏み出さないと、私はもう本当に待ったなしだと思うんです。集

落が本当に人が減っている、積極的に呼び込まないと伝統芸能や地場産業の継承も手遅れに

なってしまいます。多様な担い手を呼び込むためには、町の魅力、そういう魅力や優位性を

県の内外に頻繁に１回とか２回じゃなくて頻繁に発信することが大事だと思います。 

  そのためには、現在頑張っている農家の人たちと連携して話し合いの場を設けて、町長も

検討していきますと言われたんだから、まずここで頑張っている農家の人たち、若者の人た

ちに集まってもらって楽しい会をしながら、一緒にこの町をどうしていこうか、どういう支

援が必要かという話し合いをする考えがないかお聞きします。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） その件については、それぞれの異業種の皆さんとも会合を持って年に

一度はやろうということで、これまでも何回かやってまいりました。 

  その中で今言われた農業ばかりではなくて、観光産業、これもやはり後継者がいなくて廃

業という方もおるもんですから、その辺の観光産業に対しても、先ほど寸又の例を出しまし

たけれども、あの辺でも建物の権利の問題等々いろいろ問題はあるけれども、やはりこれか

ら10月、11月の紅葉のピークのときに、周りは明るいけれども１軒、２軒が真っ暗いよとい

うことが果たして景観上いいかどうかということを考えると、その辺のことも積極的に対応

することがいいのではないかというふうに思っておりますし、その件についてはやはり農業

だけではないというふうに思っておりますし、既存の企業の皆さんも応援しなきゃいけない

ということもあるもんですから、その辺を総体的な形で窓口をつくって対応していくことが

必要というふうに考えております。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） それでは、学校給食費の軽減について再質問をさせていただきま

す。 

  当町の25年度決算で未納額が163万9,000円ありましたけれども、何人分でしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 教育総務課長、藤森敦君。 

○教育総務課長（藤森敦君） 学校給食費の滞納状況ですけれども、ただいま議員が発言のあ

りました163万9,233円にあっては、平成25年度分までの滞納で15世帯であります。 

○議長（中田隆幸君） 10番、鈴木多津枝君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 親の経済状態で子供がつらい思いをするということはあってはな

らないと思います。 

  全国でも子供の貧困ということが政治課題になっていて、ましてや義務教育は無償、教育
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の機会均等をうたう憲法のもとで、格差を広げるのではなく、どの子も楽しく給食という食

育を、教育という食育を受けられるようにすべきではないか。そのために本来なら無償化を

していただきたいし、全国では文科省の発表でも約３割の自治体で無償化あるいは軽減をや

っているということが発表されています。 

  そういうことで、確かに学校給食法では11条で材料費を父母負担とするというふうに、保

護者負担になっているということを繰り返し言われていますけれども、そこを町の施策とし

て子育てを応援する。そのためには２人目、３人目、お子さんが多くなればなるほど、親の

負担は大変になります。でも、町の将来を支える子供を育ててくれている、懸命に育ててく

れている、そういう保護者、親御さんたちへ、町がこういう給食費、二人分、三人分大変だ

から半額あるいは３人目は無料にするよと、保育料と同じような扱いで支援をするというこ

とは、これは決して罰せられるものではないし、町の政策として子育て支援の政策として、

十分に考えられることではないかと思うんですけれども、再度お聞きします。どうでしょう

か。 

○議長（中田隆幸君） 教育長、大橋慶士君。 

○教育長（大橋慶士君） 鈴木議員の今の質問にお答えしたいと思いますけれども、学校給食

費について、これは文科省が平成24年度に学校給食費の未納問題への対応についての留意事

項というのを出しております。 

  ここの中で、未納の原因の一番多いのは親がこれは意識に乏しいというか、それが一番多

いといって50何％はそうだということです。その次が、当然のことながら生活が困難だとい

う、その場合には当然のことながら川根本町では就学支援という形で補助を出しております。 

  就学支援の中の中身を、鈴木議員御存じだと思いますけれども、これは学校給食費につい

てもその費用の中に含まれているということです。ですから、逆を言うと文科省のこの留意

事項の中にはそういう就学支援で給食費をもらいながら、なおかつ支払わないというケース

があるということで、これに対してどう対応するかということで、実は校長名でそれを受け

取って、給食費を払うということも当然考え得るということが文科省が、これは言っており

ます。 

  それと、学校給食費の無償化の問題なんですけれども、実は私もこれ、かつて調べました。

無償化について、鈴木議員の言われるように若者の定住人口を増やすための施策として給食

費を無償化するということが実は効果があるかどうかということをきちんと検証しなきゃい

けないと。それで茨城県のつくばのちょっと先の町で、これは学校給食費を無料化をしまし

た。何年か前なんですけれども。そこの各年度の事業評価を見てみました。ところが、いま

だかつて定住人口は増えなかった。そこも定住人口を増やす、いわゆる施策として学校給食

費を無料化にしましたけれども、増えていないと。ただ、事業評価をしながら、継続をして

やるということです。確かに親の負担は軽くなりますけれども、それが即定住人口を増やす

政策になるかと言ったら、それはちょっと私は疑問だと思います。 
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  ですから、必ずそれが増えるという検証があれば、これはやるべきだと思います。むしろ、

私が考えるのには、先ほど定住人口を増やすという話がありましたけれども、実は定住人口

を増やすためには、例えば、きのうちょうどテレビで鹿児島ですかね、島の人口が20人から

70人に増えたというテレビ放送がありましたけれども、あれを見るとその根底に何があるか

といったら、私は価値観を共有する人たちが集まってくるということが言えるんじゃないか

と思います。 

  ですから、先ほど農業の話もありましたけれども、農業によって定住人口を増やそうとい

う考え方を、それもいいんですけれども、その定住人口を増やす方策の根底に例えば価値観

を共有する、例えば、ここに野口議員がいますからあれですけれども、柚子の栽培の耕作面

積を増やしたりとか、それに対して先ほど里親の話が出ましたけれども、それが自立できる

まで支援をしていくとか、そういうことで、そういう価値観を共有する人たちを呼び込むと

か、そういうことをしない限りは、これは単にいろいろな施策をしたからといって増えない

と私は思っております。 

  ですから、今後考えていくのは、限りある資源の中でいかに効果の上がるポリシーという

ものを打ち出すか、つまりポリシーミックスという考え方を今後当然考えるべきだと、私は

思っております。 

○議長（中田隆幸君） 許された質問時間が30分を過ぎましたので、ここまでといたしたいと

思います。 

  これで鈴木多津枝君の一般質問を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎会議時間の延長 

○議長（中田隆幸君） なお、本日の会議時間につきましては、日程の都合によりまして延長

いたしますので、あらかじめ御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

○議長（中田隆幸君） 続きまして、６番、芹澤廣行君、発言を許します。６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） ６番、芹澤です。 後になりましたが、本町シルバー人材センター育

成事業についてと非常に漠然とした質問ですけれども、一般社団法人のシルバー人材センタ

ーの業務内容についてあれこれと言うつもりではございません。先ほど先輩議員、同僚議員

が全て口をそろえて少子高齢化の中で人口もいろいろな政策をしながらも170人程度減って

いくという中で、私ども団塊の世代が44.3％ですか、私も65になりますので、今年。急激に

もう45％、46％となることは事実の町であります。 
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  そういう中で、シルバー人材センターを取り上げたのは、ちょっと二、三行になりますけ

れども、ちょっと読ませていただきます。 

  平成24年９月７日、閣議決定の高齢社会対策大綱で基本的な考え方として、高齢者が支え

られる側から支える側へと移行することの必要性を指摘し、分野別の基本的施策には全員参

加型社会の実現のための高齢者の雇用、就業対策の推進を掲げ、年齢にかかわりなく働ける

社会、生涯現役社会の実現に向けた取り組みというふうなことを国がうたっております。 

  まさしくこの町は、その たる適合するような町なんですね。私ども同級生が63から65に

かけて続々というまではいかないんですけれども、親御さんがいるお宅は夫婦で帰ってきま

す。いろいろな技術を持った同級がいまして、何とか遊んでいるのも年金もらっているだけ

でも退屈だし、暇だし、お金もほしいし、就業の場がないかということで希望者はたくさん

あるんですね。 

  そういう実態の中で平成21年をピークに会員数が214人を誇った中で毎年若干ずつ減りま

して、昨年は173人だということを聞いておりますが、今年はちょっと増えまして184人とい

うふうな形で、今年は増えております。 

  そういう中で、本町が補助金として国費と合わせてシルバー人材センターへの補助金を出

している。そして、いろいろな町の仕事を恐らく６割前後あるいはそれ以上、シルバー人材

センターに委託しながら、残りは一般の町民の方がシルバー人材センターにお願いしている

と、こういう実態の中であります。 

  そういう中で、ちょっと質問を絞ります。 

  先般、シルバー人材センターの事務局長とちょっとお会いする機会がありまして、ちょっ

と私もよく理解できなかった質問だったものですから明確に答えることができなかったんで

すけれども、国の補助金が728万円、３月28日に交付を決定し、半額の金額が８月19日に振

り込まれたと。町のほうはどうなっているかなという話になりまして、私も軽々には答えら

れないものですから、あとそっちの席に戻りながらその補助金の支出についていつごろ送付

できるのか、国が定めた計算した728万に対してどのような算定方式で毎年町の補助金が入

っているかということを後でもう一回聞きたいと思います。 

  そして、１番目の26年度の登録人数及び役員構成について、これは総会資料が議会事務局

にはなかったんですけれども、シルバー人材センターの本所にありまして、確認したところ、

本年度の会員数が男性95名、女性89名、合計184名ということで、その中で役員構成が幹事

まで含めて12名。残念ながら女子の理事は２人ということで。この１問については、もう少

し理事が女性が増えればいいなという感じでありまして、行政側にとやかくこれは聞いても

行政側が理事が増やすともセンターのほうには言えないと思いますから、この１問について

はお答えはいりません。 

  ２番目のこの数年間の育成事業の実績についてということで、これを中身的に、もしわか

る範囲で役場側の助成金を出している、あるいは委託事業をしている中で、こういうことが
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このシルバー人材センターが本町のためにいかに役立ったかということを少し答弁をしてい

ただきたいと思います。 

  後になりますが、先ほど先輩議員、同僚議員が一人の方、二人の方が言った内容の中で、

老人の見回りとか独居老人の方の健康を把握するなんていうふうな方法があるかどうかとい

うふうなことと関連しておりますが、なかなか大きな農家をやったおうちなんかでひとり暮

らしをしておりますと、たまに知り合いを訪ねますと、とにかくごみの山というか、片づけ

が全然ないような、本当に大変なうちもございます。何とかこういうふうなひとり暮らしの

方の清掃とか、本当に簡単な仕事でありますが、こういうことを福祉を中心にシルバー人材

センターの幹部の皆様と役員の皆様とも相談しながら、何とかそういう意味で、独居老人と

か御夫婦の面倒を見るような事業をシルバー人材センターの事業として組み入れることがで

きないかお聞きしたいと思います。 

  以上、席に戻って暫時質問いたします。 

○議長（中田隆幸君） ただいまの芹澤廣行君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） それでは、芹澤議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  今答弁はいらないと言われましたけれども、川根本町シルバー人材センターの平成26年度

当初の登録人数ですが、180名の登録になっているようです。 

  役員構成は笹木理事長以下、西村副理事長、西條副理事長の２名の副理事長のほか、７名

の理事、２名の監事で構成されております。 

  次に、育成事業の実績ですが、町はシルバー人材センター事業を実施するために必要な経

費のうち、高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱に定める経費を補助の対象として、

川根本町補助金等交付規則及び川根本町シルバー人材センター育成事業費補助金交付要綱の

定めにより育成事業費補助金を交付して、育成事業費補助金として交付をした金額は、平成

22年度が551万9,000円、平成23年度が637万4,000円、平成24年度が641万6,000円、平成25年

度が631万1,000円となっております。 

  今後の事業活動についての支援でございますが、シルバー人材センターの活動は高齢者の

雇用の場の確保、生きがいの充実、社会参加の促進など地域社会の活性化に貢献をしている

活動であるため、引き続き支援を行っていく所存であります。 

  答弁に変えさせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） 今町長の答弁のとおりだと思います。 

  本町の補助金交付規則ですね、平成17年の。これに見合った形で算定されてあると思うん

ですけれども、この算定の一番の基準というのは、昨年度の就業延べ人数ということで間違

いないんでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 福祉課長、鳥本宗幸君。 
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○福祉課長（鳥本宗幸君） 芹澤議員の御質問にお答えいたします。 

  川根本町のシルバー人材センター育成事業費補助金としまして、計算の方法が載ってござ

います。 

  ちょっと細かい数字になりますけれども、まず補助基準額というものが町として決めてご

ざいます。これが637万4,000円、それから補助限度額、これが要綱で決められております。

現在の要綱でいきますと710万円という金額が補助限度額になっております。その補助限度

額710万円から補助基準額を引く、補助基準額が637万4,000円になっております。それに掛

けることが、ちょっと複雑で申し訳ないんですけれども、平成26年度でいきますと、前年度

の就業延べ人数、平成26年度の補助金に当てはめますと、平成25年度の就業延べ人数が１万

1,097人から、基準就業人数という数値を要綱で定めてございます。１万1,097から１万

1,009人を引いたのが、これが分子になります。それを割ることが１万3,000という目標就業

人数がございます。それから基準就業人数１万1,009人を引いた数が分母になります。先の

分子を分母で割った金額に、先ほど言った710万円の補助限度額から補助基準額637万4,000

円の金額を掛けます。掛けて出た数字に補助基準額637万4,000円を足します。その数値でい

きますと、平成25年度の交付金額が631万1,000円という交付金額になってございます。 

  芹澤議員が先ほどおっしゃった728万円でございますけれども、この金額については、本

年１月８日事務連絡としまして、静岡労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官より、

各市町のシルバー人材センター担当課、担当者宛てに補助金額の限度額が通知をされてござ

います。当町の川根本町シルバー人材センターにおきましてはＢランクという位置づけにな

っております。その示された金額の補助限度額が728万円ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） 課長の話が今わかりましたけれども、その中で１点どういうことなの

かちょっと私も理解に苦しむので答弁願いたいんですけれども、８月19日に728万円の半額

の364万円がシルバーセンターに振り込まれたということらしいんですけれども、こうなっ

ていますと金額的に余分に半期分もらってしまうということになると、年度末でこれは調整

するという、そういうことでよろしいんでしょうか。 

○議長（中田隆幸君） 福祉課長、鳥本宗幸君。 

○福祉課長（鳥本宗幸君） その728万円の半額が振り込まれたというのは、国の補助金額に

ついて県から振り込まれたと思われます。 

  この728万円という限度額がございますけれども、それにつけ加えるところがありまして、

国は限度額728万円でありますけれども、市町が交付する金額を超えてはならないという金

額がございますので、当町、今補助金額について精査をしております。そこで決定したとこ

ろで市町と同額の補助金となりますので、 終的なところで返す金額、国に返す金額が発生

する可能性がございます。 
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  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） そうしますと、25年度を精査して728万円の限度額を大幅に下回ると

思うんですけれども、その364万プラスその何割かですね。これは何月に国に返すんでしょ

うか。返すというか、残金をもらうということですか。 

○議長（中田隆幸君） 福祉課長、鳥本宗幸君。 

○福祉課長（鳥本宗幸君） 申し訳ございません。シルバー人材センターのその補助金の国の

補助金の関係についての出し入れは、町のほうでは詳しい詳細については承知をしてござい

ません。 

  シルバー人材センターの決算書、総会の決算書において国の精算額、それから町の精算額

を把握している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） これは一つ町長に質問したいんですけれども、我が町のこの補助金交

付要領が厳然として残っているわけですけれども、この当時と平成26年度のいわゆる高齢者

の比率というものは本当に高齢者の比率が高くなり、60歳以上の働ける中高年が多いわけで

すよね。この交付要領を変更して、なるたけ人材センターへの援助を高めるというふうなお

つもりはございませんか。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 補助要綱で対応できないことは、補助要綱を変える必要があるという

ふうに思っておりますし、それは今やってすぐ間に合うという話じゃありませんけれども、

それぞれの皆さんからの意見、提言等も出てくると思います。それほど高齢者が増えて仕事

はある、しかしながら人がいないという状況があれば、当然ながら出てくるという思いがあ

ります。 

  その中で当然対応を考えなければいけないし、そのお年寄りが元気で、特にシルバーの皆

さんはいろいろなところへ行って重労働もしているようですが、大変活発にやっている。そ

の仲間とのコミュニケーションも非常にいいということも伺っておりますので、期待に沿え

るように対応する必要があるというふうには考えております。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） （３）の質問に関連してでありますが、高齢化が進み、本当にひとり

暮らしで苦労されている方で、お年寄りですね、非常に高齢化して腰も曲がり、足腰もきか

ないというふうな中で、それでも介護にも行かず、お医者さんにも行かずに頑張っている方

が多々おられます。これはひとつ温かい目で見ながら、町としてこれは福祉課が本当に忙し

い課で申し訳ないんですけれども、申し訳ないから言うんですけれども、福祉課の人員、ス

タッフ、マンパワーでできない分を何とかこのシルバーと行政と話し合いしながら、法に抵
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触しない、あるいは免許がない方が余分な仕事をしても怒られますし、白タクもどきをやっ

ても罰せられるし、ただ買い物を委託されて配達するというぐらいは、私は個人的にはいい

かと思うんですよね。 

  ぜひ、この問題を本当に福祉課の課長を中心にシルバーの理事の皆さんと真剣に話し合っ

て、できる限り援助をしていくと。ついては本当に健康なまちづくりということになります

と、これは余分な言い方かもしれませんけれども、介護の経費も負担も望めますし、いわゆ

る医療費の低減にもまさしくつながることだと思うんです。 

  町長、ぜひこれは担当課とシルバーとの本当に綿密な話し合いを持っていただいて、やっ

ていただけるかどうか質問いたします。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 大変申し訳ないですけれども、もう一度質問をお願いします。今、こ

この資料を見ていて聞いていなかった、すみません。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） ひとりで頑張っている足腰が悪く腰の痛い人でも自分のうちで介護に

行かず、医者にはある程度は、まあ、かからないとは言いませんけれども、本当に自分で自

立して高齢を迎える方がおります。ただ、そういう方は自力で買い物に行ったり、重たいも

のを自宅で動かすようなこともできないような現実の中で、何とかいわゆる法に触れない程

度に、このような方に対してシルバー人材センターを利用しながら需要を増やすと、人材セ

ンターの仕事を増やすというふうなことを強く町のほうから望みながら、人材センターの理

事の皆さんと話し合いをしていただきたいと、そういう内容です。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 当然先ほど来、皆さんからもお話がありましたけれども、高齢化率が

高いという中で、高齢の皆さんがどのように過ごすか、私は同級生、年齢の近い方とよく話

ししますけれども、やはりそこに仕事に行ったときには元気で対応しています。 

  しかしながら、すごい調子が悪くてうちにいるとどうしても病人になってしまうというよ

うな傾向があります。ですから、コミュニケーションは非常に大事だという思いで、そうい

うふうな病院ではありませんけれども、そういう形のコミュニケーションの場所であるとい

うことも一つの新しい見方があるのではないかなというふうに思っております。 

  うちの中で座って酒飲んでいるよりは外へ出て、少しでも働いたほうがいいだろうという

ことで、私もいろいろ注意というか身近な人には言っておりますけれども、なるべく仕事に

出たほうが毎日じゃなくても、１週間に１回でも２回でも出たほうがいいよということは言

っております。 

  その中でせっかくシルバー人材センターがあるもんですから、多くの皆さんに登録してい

ただいて、自分のこれまで築き上げた技術等を発揮していただく、そういう場所にすること

はもっともっとＰＲをしながらやることが必要ということを身近でよく感じておるもんです
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から、そのようなことで課長を含めて、シルバー人材センターと対応を検討するということ

は必要というふうに思っております。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） 町長の答弁ありがとうございました。 

  供給側の話で、そういうことでやっていただくということですけれども、需要、仕事を受

ける、お願いする方が費用の問題とか、本当に遠くまで来てくれるのか、なかなかその周知

がしていない部分もありますので、これは町も肝いりでセンターのほうからこういう仕事も

受けますよと、行きますと、そういうこともぜひ今後ＰＲ活動に努めていただきたいと思い

ます。 

  これはできますね、こういう仕事も受けますと。剪定とか農業支援ばっかりじゃなくて、

家庭の中の仕事というあたりも、どうでしょう、この辺は。 

○議長（中田隆幸君） 町長、鈴木敏夫君。 

○町長（鈴木敏夫君） 芹澤議員の言われていることはやはりシルバー人材センターを充実し

ろということだと思うんですよ。それによって、仕事ができる内容は行政が案内するではな

くて、シルバー人材のほうからもこの仕事はできますよと具体的に言ってもらわないと、私

聞くところによると、ある仕事は嫌だけれども、この仕事はいいというふうに選ぶというこ

と、こちらからお客さん、町民がお願いすると、その仕事をやる人がいないよとか、嫌な仕

事ではあんまりないと思いますけれども、誰でもできる仕事でも選ぶということもあって、

なかなか意思の疎通がないということも実は聞いています。 

  ですから、シルバー人材センターが中身も充実して、行政も一緒になって応援して、もっ

ともっと元気な老人を増やすという意味からも大事なセンターであるという認識は変わりま

せん。ですから、センターのほうもいろいろな場面でＰＲもしていただいたり、これはでき

る、これはできないということあるかもしれませんので、その辺も明確にすることが親切と

いうものではないかなというふうに感じています。 

○議長（中田隆幸君） ６番、芹澤廣行君。 

○６番（芹澤廣行君） 今 後の町長の答弁で、仕事をする人、それから仕事をお願いする人、

これがすごくマッチするようなそういう施策をぜひ考えていただければということで、私の

質問をこれで終わります。 

  以上です。 

○議長（中田隆幸君） これで芹澤廣行君の一般質問を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第３９号 川根本町特定教育・保育施設及び特定地域 

             型保育事業の運営に関する基準を定める条 
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             例の制定について 

○議長（中田隆幸君） 日程第２、議案第39号、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案については、第１常任委員会の報告を求めます。第１常任委員会委員長、鈴木多津枝

君。 

○第１常任委員長（鈴木多津枝君） 第１常任委員会委員長の鈴木です。 

  それでは、本定例会で第１常任委員会に付託されました事件について、会議規則第77条の

規定により報告いたします。 

  ９月４日の本会議において、議案第39号、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての付託を受け、９月11日午後１時40

分から大会議室において審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告をいた

します。 

  まず、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の制定についての概要について、担当課長より説明を受けながら進めました。この条例

は、平成24年８月に子ども・子育て支援法が成立し、保育所などの施設型給付や小規模保育

などの地域型保育給付が創設されました。それらの給付対象となる施設は、町が確認するこ

とが定められており、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の実施のため、運営基

準を条例で定めることとされたものです。 

  委員会では、担当者の説明終了後、委員からの質疑が行われました。 

  主たる内容を抜粋しますと、町としてどのような影響があり、心配することは何かという

質問に、子ども・子育て支援新制度は都市部における待機児童解消という側面もありますが、

本町は待機児童がないため、すぐに大きな影響はないと考えていますとの答弁がありました。 

  認定こども園は本町にはないが状況はどうかという質問に対して、子ども・子育て会議に

おいて子ども・子育て支援計画を協議中です。既存のさゆり幼稚園が認定こども園へ移行す

るか否かは園の判断になります。少子化の中、町としても唯一の幼稚園の運営が厳しくなり

継続が困難になることは困ると考えておりますので、会議の中でも存続のために今後はあり

方について園長と協議していきますという答えがありました。 

  審査の結果、採決を起立によって行いました。賛成全員で、原案のとおり可決しました。 

  以上で、審査の結果と経過の報告を終わります。 

○議長（中田隆幸君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第39号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第39号、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第39号、川根本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第４０号 川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営 

             に関する基準を定める条例の制定について 

○議長（中田隆幸君） 日程第３、議案第40号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、第１常任委員長の報告を求めます。第１常任委員長、鈴木多津枝君。 

○第１常任委員長（鈴木多津枝君） それでは、本定例会で第１常任委員会に付託されました

事件について会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  ９月４日の本会議において、議案第40号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定についての付託を受け、９月11日午後１時40分から大会議室に

おいて審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告いたします。 

  まず、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

ての概要について、担当課長より説明を受けながら進めました。この条例は平成24年８月に

子ども・子育て支援法が成立し、保育所などの施設型給付や小規模保育などの地域型保育給

付が創設されました。それらの給付対象となる施設は町が確認することが定められており、

平成27年４月からの子ども・子育て新制度の実施のため、運営基準を条例で定めることとさ

れたものです。 

  委員会では、担当者の説明終了後、委員からの質疑が行われました。 
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  主たる内容を抜粋しますと、子供のアレルギー対策はどうしているかという質問に対し、

現在は入園時に調査、確認していますとの答えがありました。 

  事業所内保育事業、職員の数の基準はどうなっているかとの質問に対し、子供が20人以上

だと現在の保育園と同じですとの答弁がありました。 

  各保育園にスプリンクラーがついているのかとの質問に対し、ついてはいませんとの答弁

がありました。以上のことが確認されました。 

  審査の結果、採決を起立によって行いました。全員賛成で原案のとおり可決しました。 

  以上で、審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（中田隆幸君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第40号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第40号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第40号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第４１号 川根本町放課後児童健全育成事業の設備及 

             び運営に関する基準を定める条例の制定に 

             ついて 

○議長（中田隆幸君） 日程第４、議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び
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運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、第１常任委員長の報告を求めます。第１常任委員長、鈴木多津枝君。 

○第１常任委員長（鈴木多津枝君） それでは、本定例会で第１常任委員会に付託されました

事件について会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  ９月４日の本会議において、議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定についての付託を受け、９月11日午後１時40分から大会

議室において審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告いたします。 

  まず、議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についての概要について、担当課長より説明を受けながら進めました。 

  この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育・保育などの総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法

律、平成24年法律第67号による児童福祉法の改正により、法第34条の８の２が追加され、市

町村は放課後児童健全育成事業の設備及び運営について条例で定めることとされたものです。 

  委員会では、担当の説明終了後、委員からの質疑が行われました。 

  主たる内容を抜粋しますと、放課後児童クラブについてはどのような影響があるのかとの

質問に対し、今回改めて条例で基準が定められることになります。すぐに影響があるとは考

えていませんとの回答がありました。 

  条文第５条に小学校に就学している児童とあるが、今後は６年生までの児童が対象となる

のかとの質問に、そのとおりですとの回答がありました。 

  放課後児童支援員については、現在も基準に沿っているかとの質問に対し、放課後児童支

援員については、条文第10条第３項９号により町長が適当と認めた者に従事させています。

支援員は、現在１クラブ３人体制で開設しているので、２人以上の規定はクリアしています

との回答がありました。 

  なお、委員から出された意見として、今後も条例にあった人材確保施設整備について努力

をしてほしいとの意見が出されました。以上のことが確認されました。 

  審査の結果、採決を起立によって行いました。全員賛成で原案のとおり可決しました。 

  以上で、審査の経過と結果の報告を終わります。 

  なお、３本の条例制定の経過を振り返りまして、委員長として現在当町が行っている放課

後児童保育への改善や３歳未満児の保育士不足への対策が委員会でも求められ、改善の目標

ができたことは大きな成果ではなかったかと思います。 

  一方、この条例のもととなる子ども・子育て支援新制度が都市部での待機児童の解消には

まだまだ道が開かれていないことや、保育の質の後退などに反対の声が上がっており、財源

についても反対の声が強い消費税のさらなる増税分を原資としているなど多くの課題を抱え

る法律の制定をもとにした条例制定であることは、今後も注意を要するものでありますが、

子供が少ない当町においては、他市町に先駆けた子育てしやすいまちづくりを進めるきっか
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けとなることを町長、行政に強く期待しまして、当議案が目指す全ての子供が健やかに成長

するための適切な環境が確保され、どの保育事業においても安心して保育が行えるよう、施

設や人員の拡充に取り組まれることを強く願うものです。 

  なお、決算審査の 中の委員会審査ということで、福祉課長様をはじめ職員の皆様には大

変な負担をおかけし御協力いただいたことや、議員の皆様にも大変熱心に審査を進めていた

だいたことに心より感謝いたします。大変ありがとうございました。 

○議長（中田隆幸君） 委員長報告が終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第41号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、議案第41号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定については委員長の報告のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は35分から行います。 

 

休憩 午後 ５時２３分 

 

再開 午後 ５時３８分 

 

○議長（中田隆幸君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎日程第 ５ 認定第１号 平成２５年度川根本町一般会計歳入歳出決 

             算認定について 

◎日程第 ６ 認定第２号 平成２５年度川根本町国民健康保険事業特 

             別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第 ７ 認定第３号 平成２５年度川根本町後期高齢者医療事業 

             特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第 ８ 認定第４号 平成２５年度川根本町介護保険事業特別会 

             計歳入歳出決算認定について 

◎日程第 ９ 認定第５号 平成２５年度川根本町簡易水道事業特別会 

             計歳入歳出決算認定について 

◎日程第１０ 認定第６号 平成２５年度川根本町温泉事業特別会計歳 

             入歳出決算認定について 

◎日程第１１ 認定第７号 平成２５年度川根本町いやしの里診療所事 

             業特別会計歳入歳出決算認定について 

○議長（中田隆幸君） 日程第５、認定第１号、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第11、認定第７号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定についてまでを一括議題とします。 

  本案については、決算特別委員会委員長の報告を求めます。決算特別委員会委員長、中澤

莊也君。 

○決算特別委員長（中澤莊也君） すみません、長時間にわたってお疲れのところ申し訳あり

ませんが、もう少し時間をいただきたいと思います。 

  平成25年度川根本町一般会計及び特別会計決算特別委員会委員長としての報告をいたしま

す。 

  今定例会において、一般会計及び特別会計の決算の認定については、議長を除く11名の議

員からなる決算特別委員会に付託されました。 

  それでは、付託された事件について会議規則第77条の規定により審査の経過と結果を報告

いたします。 

  ９月４日の本会議終了後、正副委員長の選出と審査の日程、審査方法について協議を行い、

その後、総務課の財政担当室長等から平成25年度一般会計及び特別会計の決算状況について

の総括的説明や財政の健全化を示す実質公債費比率等の説明を受け、９月５日の企画課を皮

切りに８日、９日、10日、11日の５日間にわたり決算特別委員会を実施いたしました。 

  審査の方法は、決算書、決算書資料に基づき各課の予算科目の目ごとに補正の内容、財源、

不用額の生じた理由等の説明に加え、事前に各課から提出いただいた事業決算報告書に基づ

き、主要事業内容、効果、課題等の説明を行っていただき、委員からの質問に答えていただ
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くとともに、委員からの要望、意見等に対して行政側の考え方や方針等を示していただくと

いう方法をとらせていただきました。 

  審査は、行政側からの事前に提出していただいた詳細な資料や担当課長等の的を射た説明

や、委員の皆様の御協力により円滑に進めることができました。この場をおかりしまして改

めてお礼申し上げます。また、鈴木町長、森副町長、大橋教育長には公務御多忙にもかかわ

らず審査会に御出席をいただき、町の抱える様々な課題等に対しましても真摯な御答弁をい

ただき、内容のある審査会となったことに対し改めて厚く御礼申し上げます。 

  ９月12日には、荒廃茶園に設置された平田の太陽光施設、林道富沢線の迂回路として施業

道ヒラト線開設工事現場、茶の転換作物として期待されているミシマサイコの栽培状況、川

根高校南麓寮スクールバス等の視察を実施した後、決算特別委員会を開催し、認定第１号か

ら認定第７号まで委員会採決を行いました。 

  採決の結果、次のとおり認定されましたので御報告いたします。 

  認定第１号、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算は、賛成多数で原案のとおり認定

されました。 

  認定第２号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、賛成全員で

原案のとおり認定されました。 

  認定第３号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算は、賛成全員

で原案のとおり認定されました。 

  認定第４号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、賛成全員で原案

のとおり認定されました。 

  認定第５号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算は、賛成全員で原案

のとおり認定されました。 

  認定第６号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算は、賛成全員で原案のと

おり認定されました。 

  認定第７号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計歳入歳出決算は、賛成全

員で原案のとおり認定されました。 

  次に、審査の経過の状況の中で質問、意見、要望等について幾つかを抜粋して報告させて

いただきます。詳細につきましては、お手元に配付させていただきました決算報告書をごら

んいただきたいと思います。 

  まず、２ページでありますが、６款１項10目地籍調査事業費でありますが、ここには少し

説明等は載っておりませんが、地籍調査事業費の中で地籍調査事業については非常に大切な

事業であるので、事業費を増やすことや事業の見直し、住宅地、農地からの調査を実施をす

るよう多くの委員から意見が出ております。 

  ５目の同じく２ページの林道費でありますが、川根寸又峡線、原から下泉へおりる箇所、

狭くて急である。県道につながる原の道路の改良の計画はどうなっているかとの質問に対し、
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県に下泉・田野口間、局部改良のお願いをしている。現在、改良の計画はないが、局部改良

等を県にこれからも要望していくという回答がございました。 

  ３ページ、土木総務費ですが、300万円の不用額はという質問に対しまして、ＴＯＵＫＡ

Ｉ－０の総合補助によりその事業の該当がなかったため、補助は上限50万であるが、今後こ

の上限枠についても検討していきたいということを感じているという回答がございました。 

  道路維持費でありますが、国道362号春野方面へ行く箇所、ブロック積みのはらみ、まだ

工事を行っていないのかという質問に対し、現在、調査設計を行っている。速やかに工事を

施工してもらうよう県に要望しているとの回答がございました。 

  ７ページをごらんいただきたいと思います。すみません、６ページに戻ってください。 

  水道料の滞納者はという質問がありまして、現年度54件、過年度93件という答弁がござい

ました。 

  ７ページですが、企画総務費、サポーターズクラブとの関係ということで質問があり、す

みません、大井川流域振興連絡会の事業内容はという質問があり、実施した事業は大井川流

域のＰＲ事業、まちかど博物館推進事業、これは26年の３月15日にチャリムでフォーラムの

開催をしているということです。フォトコンテスト及び写真教室、３月７日に表彰式を開催

したと。エコツーリズム推進活動支援事業として、３団体へ30万円の補助を支給して、実施

しているという回答がございました。 

  ３目のまちづくり事業費でありますが、縁結び事業は、島田市の制度にある縁結び世話人

のようなものを設置するといった事業を検討してほしいという要望に対し、意見として、新

規の企画案についてはアンケート等で住民からの意見を取り入れ、施策を考えてみたらどう

か検討していただきたい。 

  大規模な施策は、各課連携した形をとることが重要だと思われる。検討をお願いしたい。 

  ８ページですが、企画課で茶の販売・宣伝事業を行っているのか疑問であったが、事務分

担の検討をしていただきたい。 

  茶業の推進には、川根お茶街道推進協議会の事業でイベント等の開催を検討したらどうか

との意見もございました。 

  茶業の販路拡大についていろいろやってきたと思うが、北海道札幌へ来年度予算化をして、

各課連携した事業を検討したらどうかという委員の意見も出てございます。 

  まちづくり室は、細かな事業が多過ぎる傾向がある。ぜひ、役場の機構改革を進め、重要

な施策を進めていただきたい。 

  それに対し、本町の地域に合った特性を持った施策、エコパーク、リニア等を活用し、企

画立案をすること、財政を伴った政策が必要と考えるという答弁がございました。 

  今回のトーマスフェアについては、コンビニとか御前崎周辺のホテル等、魚センター等が

儲かっただけで、大鐵にうまく使っていただいて、異業種の意見を聞いて、こういう機会を

捉え茶の販売等を考えていきたいという答弁がございました。 
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  環境企画費でありますが、大井川水利権の更新については検討しているのか。本町が情報

を発信するところであるのかという質問に対し、県の水利流量協議会が事務局だが、現時点

では県は動いていない。リニアの件では動きはあると。 

  水利権更新の６カ月前に何らかのアクションを起こす必要があるため、関係機関へ働きか

けていくということです。 

  ９ページです、ごらんください。 

  路線バス対策費、デマンドバス、タクシーの利用はということで、利用可能社は町外者、

町内の人のみか。 

  町外の利用は検討するが、町内利用者との調整が問題であるという回答をいただいてあり

ます。 

  県の補助はという質問に対し、路線バスとデマンドは対象になっていると。下泉・文沢線、

下泉・地名線、診療所循環線については、県の補助要綱により平成24年度実績に基づき平均

乗車密度0.5人以上の路線に該当しないため、補助対象外であるという回答がございました。 

  10ページをごらんいただきたいと思います。 

  ダム水源地域振興費でありますが、以前、国からあったふれあい館の運営助成の状況と流

域市町からの負担の状況についてはどうかという質問に対し、長島ダム所管省庁である国土

交通省に対し支援の再開について、町として、さらには地域に開かれたダム全国連絡協議会

等と様々な機会を通じて要望を行っているが、色よい回答は得られない状況にある。 

  流域市町から、流域連絡協議会への負担という形で負担をされており、同協議会経費を当

町、県、流域市町が３分の１ずつ負担しているという現況であるという回答がありました。 

  11ページですが、ただし、この協議会負担金に関し、県は支援補助を28年度で終了すると

の動きもあり、県には引き続き継続支援を要望していくという回答がありました。 

  ふれあい館の今後のあり方等はどう考えているのか。様々な利活用を検討してはどうかと

いう質問に対し、ダムの案内所として開館し、現在に至っている。国に要望した支援を要望

している。同施設を商業的に使用することは、国として施設設置の経緯等の問題から難しい

との見解を示された経緯もある。今後、エコパーク等様々な面から同施設の有効活用を検討

していきたいという答弁がございました。 

  12ページですが、意見として出ておりますのが、おもてなしの店づくり事業補助金に関し、

事業実施者を複数から個人と改正したことは評価できるが、さらなる利用促進を図るために

も商工会等を通じて制度の周知が必要と考えるので対応されたいという意見が出ております。 

  質問の中で、観光協会の役員報酬が支払われていないと認識しているが、同協会に対する

町の考え方、補助金のあり方及び会員数を確認したいということでの質問があり、役員報酬

は執行されていない。会員数は203名となっている。観光協会が担う業務の中には、町に代

わり行っている業務もあり、今後補助金のあり方についての検討も必要であると認識してい

るという答弁がございました。 
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  13ページですが、観光客誘客のため、旅行会社等のエージェントへの対応策として職員が

エージェント等へ宣伝、勧誘を積極的に行うことも必要ではないか、これは寸又峡の現状を

見ても必要なことと思われるがどうかという質問に対し、島田市等と協力して実施している

が、今後さらなる対応を検討していきたい。寸又峡の旅館が８軒まで減ってきている現状に

おいて寸又の存続、奥大井全体をどうするか、今後のまちづくりをどうするかにも影響があ

ることであり、総合的に検討していく必要があると認識している。 

  それと、14ページをごらんいただきたいと思います。 

  ８目のもりのくに運営費ですが、年度決算では赤字であり、指定管理事業者が今後撤退す

るような心配はないかという質問に対し、撤退となると影響は大きい。指定管理事業者社長

とも協議をする機会を持っているが、今後指定管理料の検討や地元の利用促進を図っていく

ことが重要と考えているという答弁がございました。 

  16ページをごらんいただきたいと思います。 

  ４目地域農政総合推進事業費でありますが、茶からの転換作物のうち、ユーカリ、薬草の

農業としての展開についてという質問に対し、ユーカリは生け花、フラワーアレンジメント

用として販売されている。薬草ミシマサイコは、ツムラと提携、取引があるようで、露地、

ハウスで６軒ほどが取り組んでいるという回答がございました。 

  それと、茶業振興推進マップの作成について、町農業振興地域計画との関連を問うという

質問に対し、いわゆる青地、農用地でありますが、をどう振興していくかは行政の課題であ

ると。住民からは農用地の除外の要望があるが、農業振興の観点や法令などを総合的に反映

させるのが行政の役割と考えているという答弁がございました。 

  17ページですが、意見として、空き家バンクと耕作地バンクをつくってみたらどうか。弾

力的な利用方法が必要ではないかと。来年は、現状のお茶販売の目標を立てて取り組むこと

を要望する。他課と連携して取り組んでほしい。共同工場より個人工場のほうが多様なお茶

づくりに対応できるので、個人工場への支援も大切ではないか。町にある耕作放棄地や空き

家を利用し、後継者育成のために行政から積極的な行動を起こすべきであるのではないかと

いう意見がございました。 

  農業全般でありますが、各種特産物の作物補助金など、やる気のある農家に支援する制度

の見直しや重点化を求めていくということであります。年間で労働ローテーションができる

モデル的な雇用型農業や就労制度の策定を求める。農業委員会を生かすような政策絡みの委

員会にしていくことを求めるという農業全般の意見が出ております。 

  町有林の関係でありますが、18ページをごらんいただきたいと思います。 

  町有林管理費でありますが、山林の利用、町有林を自然林に戻すことは考えているのかと

いう質問に対し、町有林は2,500haのうち、生産に使えると思われるものは30ha程度である

と。官公造林の整備は24年度の死亡事故以来、25年度は整備していない。保安林に指定され

ているため、非常に難しいと。法の改正が待たれるということであります。 
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  19ページをごらんいただきたいと思います。 

  教育諸費でありますが、複式学級についての意見はあったかという問いに対しまして、複

式学級に対しての不安が寄せられた。学校では学力に影響の出ない複式学級の授業方法を検

討している。制度上、複式学級はできる規定であるので、県教委に対し町の特色に合わせた

学級運営ができるよう要請をしている。臨時講師でも授業ができる規定を制定したと。南部

小は教頭先生が鹿児島での研修の経験もあり、参考にしたいという回答がございました。 

  それと、20ページをごらんいただきたいと思います。 

  学校管理費でありますが、第一小学校の光熱水費がほかの学校に比べて多いんではないか

という質問に対し、40立米の漏水は把握しているが、漏水箇所の調査は費用がかかると。各

学校でも発生している状況は確認している。水道担当課とも連絡を取り合って、授業を進め

ていきたいという回答がございました。 

  21ページをごらんいただきたいと思います。 

  学校給食施設費でありますが、食物アレルギーの対応はという質問に対し、食物アレルギ

ーの該当者は13名、代用食等を可能な範囲で対応し、できない場合は家庭で弁当をお願いし

ているという回答がございました。 

  22ページですが、社会教育総務費でありますが、図書館ネットワークと島田市川根図書館

との連携はできるのかという質問に対し、島田市川根図書館では、約４割が川根本町の町民

が利用していると。現在、島田市、牧之原市、吉田町の担当者間で図書館の利用の連携につ

いて検討をしているという回答がございました。 

  資料館の運営費でありますが、南アルプスユネスコエコパークの拠点施設等を考えている

ようだが、平成27年度以降どのような考え方であるかという質問に対し、これは案でありま

すが、教育ビジョンの施策の取り組みの中で施設の有効活用ということで検討をしていると。

その中で環境教育やエコパークの拠点施設として南アルプスのデータを保存、保管している

施設として考えている。今後、施設の運営についても検討していくが、無料化を視野に入れ

て考えている。近隣の長島ダムふれあい館は、入館料無料のためお互いに連携ができればと

も考えている。結果として、人が来ることにより周りが潤い、地域に還元されることを願っ

ているという答弁がございました。 

  ２目の海洋センター運営費でありますが、平成26年度の普及協議会準備会や今後のカヌー

の普及についてはどう考えているかという質問に対し、カヌーを継続的に普及できるように

カヌー普及協議会準備会を進めている。環境教育を含めて遊休の施設を有効に活用するなど

検討をしていきたいという回答がございました。 

  25ページです。 

  自治会振興費。要望事項として、少子高齢化で地区活動費も年々厳しくなっている。以前

実施した自治会交付金について検討をしていただきたいという要望がございました。それに

対し、現在各自治会には均等割で支給する金額プラス世帯分と役場庁舎までの距離に応じた
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金額を支給している。均等割についても、改正の必要性について今後検討していくという答

弁がございました。 

  26ページであります。 

  選挙啓発費。高齢者等の投票所に行けない方の投票について、足の確保は検討しているの

かという質問に対し、できる限り期日前投票の制度を利用してほしい。例えば、バスを出す

とかの方法があるが、やむを得ない場合の例はあると。投票率は、期日前の投票のＰＲ、町

選挙のレベルに国県の選挙への意識啓発が も大切であるという回答がございました。 

  28ページをごらんいただきたいと思います。 

  災害対策費。地区によっては現在使用している無線での更新ができない地区があるが、デ

ジタル化によりどのようになるのかという質問に対し、南部地区については、デジタル防災

行政無線を今後配備します。昨年度実施した電波調査により各地区で受信可能との報告を受

けているという回答がございました。 

  無線も災害時に一斉に使用すると混線するのではないかという質問に対し、災害時の混乱

は起こり得ることだと思います。そうしたことも含め自治会からの連絡にいついては、行政

無線やアマチュア無線、衛星携帯電話等あらゆる通信手段を活用して、連絡をしてもらうよ

うに呼びかけていきたい。被害を少しでも軽減するため、まずは自分の身を守る自助を原則

に行動としていきたいと考えているという回答がございました。 

  29ページの 後に書いてありますが、職員は減少し、職員の事務は年々複雑かつ多くなる

傾向、これは権限移譲によるものでありますが、メンタルヘルスの面に気をつけるようにし

たいという行政側からの意見が出ております。 

  30ページであります。 

  税務課の歳入について、税務課は主なものでありますので、歳入の質問が出ておりますの

で、報告をさせていただきます。 

  町民税法人分の建設建築事業において工事受注等の増加が見られ、25年の増収になってい

るのですかという質問に対し、建設土木は上がっているが、建築関係は横ばいの状況だとい

う回答がございました。 

  それと、 近新聞、ニュース等で騒がれている過誤納付による還付加算金はあるのかとい

う質問に対し、還付処理には事由によりそれぞれの算定方法があります。そのうち一つを誤

って算定したものが今回報道されたものであります。これは各市町電算システムの自動計算

により行っているため発生したと聞いています。当町は、件数等も少ないため、手動計算に

より処理を行うため、誤りはありませんでしたという回答がございました。 

  32ページです。 

  いやしの里診療所事業特別会計をごらんください。 

  施設の管理費でありますが、医師の募集についての不用額についての質問に対し、県立総

合病院から清水医師を派遣していただいており、現時点での広報専門誌への医師募集広告は
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出さなかったための広告料の不用であると。 

  遠隔診療のビデオ会議のシステムのＩＰ料が不用となったため。 

  医師募集に関しては、問い合わせはたまにあるが、応募にまでは至っていないという回答

がございました。 

  国民年金事務費についてです。 

  国民年金の納付状況について教えてくださいという質問に対し、国民年金被保険者の数、

免除者を含むは１号、３号、任意、60歳以上任意合計で1,111人であると。保険料収納率に

ついては77.5％で、島田年金事務所管内平均69.9％を上回っていると。管内市町では納付率

はトップであると。平成26年３月現在、川根本町の国民年金受給者は3,510人で、受給額は

年額の総額として24億2,199万5,517円となっている。１人当たりの年額は69万27円になって

いるという回答がございました。 

  それと、予防費でありますが、僻地患者輸送の対象地区は坂京地区であるが、原山地区と

か町営バス等公共交通機関が整備されたことでなくなった経緯なのか。僻地患者輸送事業の

基準等はという質問に対し、原山地区は町営バス運行等によって交通事情が改善されたこと

で、患者輸送事業は行っていない。坂京地区の患者輸送事業は、１往復1.5人ほどの利用状

況である。国の定める僻地指定には集落から半径４㎞以内に医療機関がないこと、ほか細か

な条件があるということで回答がありました。 

  塵芥処理費、清掃費でありますが、ごみ収集作業は何人で行っているのか。６カ月契約に

しなくて、１年契約にしたらいいのではないかという質問に対し、町職員１名、臨時職員７

名、計８名で本庁、総合支所管内を対応している。臨時職員は、６カ月ごとの雇用と決まっ

ている。継続雇用もあると。職員数を減らしていくことを行革等で指導されてきた経緯もあ

って、現在に至っている。主に燃えるごみの収集業務であるが、８人で対応はできていると。

今後とも適正な人員配置を検討していきたいという回答がございました。 

  後期高齢者医療の保険料でありますが、資格証明書を発行しているかということで質問が

あり、国から発行しないことになっているので発行していないと。医療機関を通常に受診で

きる６カ月間有効の短期証明は発行している。 

  以下に後期高齢者医療の保険者数とか特別徴収、普通徴収者の人数が載っていますので、

ごらんいただきたいと思います。 

  これ37ページでいいんですかね。 

  療養諸費についての質問でありますが、37ページをごらんいただきたいと思います。 

  前年度に比べて入院件数も増えているが、どのような疾病で入院が多いのかという質問に

対し、入院件数の状況は前年比93件の増、療養費70件の増となっている。人間ドック等や特

定健診、健康づくり事業等、国保担当部署には保健師はいないが、管内保健師との連携を密

にして、医療費の軽減につながるようにしていきたいという回答がございました。 

  39ページをごらんいただきたいと思います。 
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  予備費の中で全般ということで書いてありますが、短期保険証とか資格証明書の人数が載

っています。短期保険証を20世帯に交付していると、うち４世帯を一般世帯に切り替える予

定であると。資格証明書は１世帯に発行、短期保険証６世帯が新たに発生する予定。資格証

明書交付者は交付時の訪問等で健康状況の確認も必要と考えているという回答がございまし

た。 

  40ページ、心身障がい者福祉費でありますが、ＮＰＯ法人こころの職員の派遣について、

勤務体制、対象は、１人で対応しているのかというような質問に対し、一般相談、家族の計

画相談等で10月から毎日勤務をしていただいている。身体・知的・精神の障害全部に対応し

ている。訪問については、相談員と担当者とケース・バイ・ケースで対応しているという回

答がございました。 

  41ページ、児童福祉費でありますが、保育費の未納者はということで９名の滞納があり、

142万902円の滞納額であるという説明がございました。 

  災害救助費です。 

  災害時の要支援者のリストはどのように配布されているのかという質問に対し、手挙げ式

でリストを作成している。災害時の要支援者のリストは、民生委員に伝えてある。個人情報

保護法の関係があり、災害時は出せるが、平時の対応が難しいという回答がございました。 

  43ページ、地域支援事業費でありますが、予防事業は、本来一般会計でやるべきでは、ま

た事業費予算の上限はあるのかという質問に対し、介護を未然に予防するためであり、介護

予防事業と地域支援事業、それぞれ介護給付費の２％が上限となっている。また、その合計

が介護給付費の３％以内の枠の予算制度があり、それに沿って介護予防事業を進めていると

いう回答がございました。 

  44ページです。 

  全体としての課への要望事項でありますが、介護給付費は今後上げるのか。介護保険料の

段階区分を多くし、負担の軽減が図られるようにしていただきたい。新しい介護保険事業計

画に町で必要なサービスが受けられるようにしていただきという要望が出てございます。 

  以上、皆様からの意見、要望等について抜粋して報告をさせていただきました。 

  審査会の中でもたびたびお話をさせていただきましたが、この審査会で出た、話し合われ

た内容、要望、意見等が平成27年度以降の予算、行政の施策等に反映をしていただければ、

非常に価値のある審査会であったんではないかというふうに思いますし、皆様の御協力によ

り円滑に審査会を進めることができたことを厚く御礼を申し上げ、委員長としての報告に代

えさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（中田隆幸君） 御苦労さまでした。 

  ここで少し訂正をお願いいたします。 

  局長のほうから。 

○議会事務局長（大村敏秋君） 表紙のほうなんですが、そちらに認定第２号の件名の中に、
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「平成25度」とありますが、「年」をここへ入れていただきたいと。「年」が抜けておりま

したので、一番肝心な部分ですのでよろしくお願いいたします。失礼いたしました。 

○議長（中田隆幸君） それでは、決算特別委員会は、議長を除く全員が委員となっておりま

すので、委員会審査の結果と経過に対する質疑は省略します。 

  これから、認定第１号、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  反対の立場から討論を行います。 

  約１週間にわたり平成25年度決算を審査しました。議員の皆さんには日ごろから考えてい

た思いをそれぞれにぶつけての審査が行われたと思います。担当職員の皆様も真剣に質問に

答え、資料請求に応えてくださり、来年度予算に生きる審査としたいとの委員長の意欲や、

ぜひ生かしたいとの町長の言葉もあるなど、これからのまちづくりをともに真剣に考えた１

週間でした。審査では、幾つもの町民を守るための取り組みや行政の頑張りを確認すること

ができました。特に生活健康課の町民の命と健康を守る取り組みは目を見張るもので、妊娠

から出産、育児にわたる健診や相談、訪問などきめ細かな母子保健の取り組みや中学卒業ま

での子供の医療費、補助の拡充、県へもしっかり要望を伝えるなど子供を守るための毅然と

した姿勢が示されています。予防費での自己負担の軽減も実施率を高め、予防効果を上げる

取り組みが年ごとに進んでいます。高額な不妊治療費補助も効果が示されました。また、福

祉課でも交通弱者へのバス、デマンドタクシーの取り組みや障害者、高齢者、乳幼児、子供

たちなど弱者を守る取り組みが前進していることも示されました。 

  しかし、制度を統一したひとり暮らし高齢者への配食サービスは、中川根側では自己負担

を100円から300円に一挙に引き上げたことで、一番必要とする低所得の高齢者がやめている

のが心配されます。高齢者の声を直に聞くボランティアやＮＰＯさん、弁当提供業者の意見

をよく聞いて、栄養確保や食事のバランスなど、支援が必要な低所得者の高齢者に弁当が届

く事業となるよう改善に取り組む必要があります。 

  教育委員会でも、スクールバスや通学補助、栄養士や調理師さん方による愛情いっぱいの

おいしい学校給食、新潟、カナダ訪問も子供たちに貴重な体験や見聞を広げる取り組みが続

けられていますが、自己負担が大きいカナダ英語研修は、申し込みが少なく、審査でも自己

負担が重くて、参加を諦めているのではないかとか、参加したい、全ての子供が参加できる

ようにしてほしいとの意見が出されました。参加することの意義や教育の機会均等が家庭の

経済状況で壊されている可能性もあります。議員や職員、行政関係の視察研修には、旅費や

費用弁償まで出るのに、町の未来を託す子供たちには負担金を求めるなど、ぜひとも改善が

必要です。学校給食も２人、３人とお子さんが多いお宅での負担は重く、子供に肩身の狭い
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思いをさせないよう、せめて２人目半額、３人目無料などの軽減を設けて、子育て負担の軽

減を図るべきです。また、就学援助金の申請も決して恥ずかしいことではなく、子供に親の

経済に左右されないで等しく教育を受けさせるための憲法で保障された制度です。大人の義

務でもあることを認識して、もっと気軽に申請できるよう手続の簡略化や周知の徹底を図る

べきです。 

  産業課でも農林業振興や耕作放棄地対策、転作支援などきめ細かく取り組んでいますが、

お茶を町の基幹産業と位置づけている割には小規模農家への支援は消極的で、そのことがま

すます耕作放棄地を増やす結果になっているのではないかと心配されます。 

  商工観光課のプレミアム商品券の復活や住宅リフォームの継続は町民の要望に応えて、町

民の暮らしを応援し、町内の商店や工務店などへの効果も大きく評価できる取り組みですが、

多額な費用をかけて建設した数々の観光施設がお荷物の箱物のままで、町の魅力となってい

るとは言えません。費用対効果の工夫が厳しく求められます。 

  ２款２項５目の企画課情報政策費で、昨年の12月議会で突然補正予算が出された4,494万

円についても情報通信基盤整備事業調査設計委託料についての情報通信基盤整備事業、調査

設計業務委託料は、繰越明許にしたためか決算資料にも全く書かれてなく、議員が請求した

主要事業決算報告書にも26年度へ全予算額を繰り越したとしか書いていなくて、視察研修経

費の18万4,000円の支出しか書かれていませんでした。そのため、議員も質問のきっかけが

つかめず素通りしてしまいましたが、プロポーザルは12月に行われており、中国ブロードバ

ンド１社しか参加がなくて、事実上の随意契約のような状況だったにもかかわらず、5,000

万円を切ることで正式に議会にもかからず、どういう条件を出したのかなどの説明もなく、

調査設計内容も相当後まで報告もなく、このような機密的な進め方は不信を増大させること

になります。このようなやり方が決算審査まで続いたことにも、時間ができて気がつき、改

めて驚いているものです。 

  また、毎回述べていることですが、25年度も南部地区では自治会からの集会所修繕費の負

担金として44万1,700円が、建物保険料として43万4,487円が区より収納されています。北部

地区では、集会所修繕料補助金として48万8,680円が、集会所の建物保険料補助金として16

万8,828円が町から自治会へ補助金として出ています。また、区道の改修費にも５％の負担

があり、誰もが災害時には避難所の拠点となる集会所の建物に関する維持管理費を区へ支払

わせることは、町の責任放棄であり二重課税そのものです。町にとってはわずかな額でこれ

くらいと思うかもしれませんが、区にとっては全てが住民からコミュニティーを運営するた

めに集めた貴重な区費で賄うしかないもので、高齢化や人口減少で区では値上げもできず大

変苦しいやりくりを強いられているのが実情です。お祭りや生涯学習やサークル活動など地

区住民の活発な行動があるからこそ当町はお達者度が高いと言っても過言ではないでしょう。

地区住民の区費値上げにつながる地区の負担は廃止して、むしろ町の責任で維持管理を行い、

安心して集会所を使えるように活動を後押しすべきだと考えます。 
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  高齢化率が県内で一番高い町で一人一人の顔を確認しての手厚い対応をするには、手が足

りない状況が続いているにもかかわらず、現場の大変さに水をかけるように福祉課の職員を

３人も減らし、しかも豊富な経験と貴重な資格を持つ職員を関係のない課へ異動させたこと

や、非正規職員の待遇改善も棚上げされていることなど町民の暮らしを守る 前線の職員へ

の配慮が余りにも足りません。町が民間企業の見本となるよう職員の待遇改善に取り組むこ

とは、若者をこの町に引きとめるための大きな鍵にもなることです。このように職員の懸命

の努力で町民を守る取り組みが進んでいる一方で、今待ったなしの 大の課題である若者定

住、人口減少へ取り組むべきトップの必死な姿勢が感じられない決算内容を指摘して反対討

論とします。 

○議長（中田隆幸君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。11番、小籔侃一郎君。 

○１１番（小籔侃一郎君） 前文はただいまの反対討論、反対でなく賛成討論かと思えるもの

でありましたが、しかしの後の反対討論に対し私は認定第１号、平成25年度川根本町一般会

計歳入歳出決算認定について賛成の立場から討論させていただきます。 

  平成25年度は、歳入総額64億1,115万円、歳出総額57億9,333万円で、実質収支額は繰越明

許費を除き５億400万円ほどとなっていますが、単年度収支を見ると１億5,800万ほどのマイ

ナスとなっておると理解しております。 

  本年７月に実施していただいた町監査委員による決算審査の御意見にもありますとおり、

平成25年度における町の実質赤字比率、連結実質赤字比率においても一般会計だけでなくて、

全ての会計で黒字であり、また実質公債費比率も前年の7.4％から0.6％を改善されて、

6.8％となっているものであります。将来負担比率においても将来負担額を充当するだけの

可能額が14億7,000万円ほどを上回っているなど25年度決算は県内でも健全な財政運営とな

っていると理解しております。 

  今般の一般質問でも関心が示されましたが、 近国内において非常に大きな災害が発生し

ているものについては、一刻も争う救急業務など町民の安心・安全を守るという事業では、

平成28年４月から静岡市を中心とした消防広域化に向けての協議が進められていると同時に、

島田市への消防事務委託や金谷消防署川根北分遣所への資機材等の配備とともに町の消防団

の資機材の充実、または災害時における情報収集や住民の皆様への情報伝達手段である防災

行政無線のデジタル化のための中継局の整備などが進められ、より高い消防、防災体制の確

立に向けて準備がなされております。災害に強いまちづくりはもとより、25年度は町道や林

道の整備も実施されました。 

  さらに、各自治体や団体が充実した活動が送れるよう交付金、いやしの里づくり事業補助

金をはじめとする自治会振興のための支出や農業、商工業、福祉、教育関係の団体への交付

金補助金も効率的に支出されていたと思います。 

  このほか歳出全体では昨年と比較すると約4,000万円ほどの減額となっており、このこと

は比較的大きな事業支出がなかった年度でありましたが、職員数が減少する中において、町
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民に対するサービス低下をさせることなく業務を遂行している姿を見ております。 

  ただし、決算特別委員会で反対討論の中で指摘もありましたが、特別委員会の中で町の職

員の健康管理が懸念されるというお話もお聞きしましたので、県あるいは国からの権限移譲

による業務の増加に加えて、町民の皆様からの複雑化する多様なニーズに応えていただくた

めにも今後においてより一層の適正な職員の定員管理をお願いするところであります。 

  歳入につきましては、予算に対する収入率は99.7％でありますが、歳入合計のうち依存財

源は63.7％と依然高い比率を占めております。歳入全体では、24年度と、前年度と比較する

と１億2,000万円ほど減額しており、この主な理由は臨時財政対策費の借り入れをしなかっ

たということであります。歳入の中でも大変大きな収入割合を示している地方交付税は24年

度と比較すると3,000万円ほど減額となりましたが、合併算定外の特例期限である平成32年

度を見据えて、当町におかれましては情報基盤整備による財政負担増も懸念される意見や町

の答弁もあり、より一層の健全な財政運営を期待するところであります。 

  しかしながら、冒頭でも申し上げましたとおり、町全体における財政運営については、25

年度一般会計はもとより全ての会計で黒字運営がされておりました。これらに基づき私は認

定第１号につきましては、賛成するものであります。 

  以上、賛成討論をさせていただきます。 

○議長（中田隆幸君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） これで討論を終わります。 

  これから、認定第１号、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決し

ます。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立多数です。 

  したがって、認定第１号、平成25年度川根本町一般会計歳入歳出決算認定については、認

定することに決定しました。 

  これから、認定第２号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、認定第２号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
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についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、認定第２号、平成25年度川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  これから、認定第３号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、認定第３号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定と

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、認定第３号、平成25年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定については、認定することに決定しました。 

  これから、認定第４号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、認定第４号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定と

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、認定第４号、平成25年度川根本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することに決定しました。 

  これから、認定第５号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、認定第５号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、認定第５号、平成25年度川根本町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することに決定しました。 

  これから、認定第６号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、認定第６号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、認定第６号、平成25年度川根本町温泉事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、認定することに決定しました。 

  これから、認定第７号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計歳入歳出決算

認定について討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、認定第７号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中田隆幸君） 起立全員です。 

  したがって、認定第７号、平成25年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計歳入歳出決

算認定については、認定することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１２ 発議第６号 地震財特法の延長に関する意見書の提出に 

             ついて 

○議長（中田隆幸君） 日程第12、発議第６号、地震財特法の延長に関する意見書の提出につ

いてを議題とします。 

  お諮りします。 

  発議第６号は、会議規則第39条第２項の規定によって提案理由の説明を省略したいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第６号は提案理由の説明を省略することに決定いたしました。 

  なお、本発議は全員が賛成者でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

  これから、発議第６号、地震財特法の延長に関する意見書の提出についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第６号、地震財特法の延長に関する意見書の提出については原案のとお

り可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１３ 発議第７号 「手話言語法（仮称）」制定を求める意見 

             書の提出について 

○議長（中田隆幸君） 日程第13、発議第７号、「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書

の提出についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  発議第７号は、会議規則第39条第２項の規定によって提案理由の説明を省略したいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第７号は提案理由の説明を省略することに決定しました。 

  なお、本発議は全員が賛成者でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

  これから、発議第７号、「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書の提出についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第７号、「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書の提出については

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 請願第１号 行政書士法違反書類の川根本町各機関への 

             提出排除に関する請願 

○議長（中田隆幸君） 日程第14、請願第１号、行政書士法違反書類の川根本町各機関への提
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出排除に関する請願についてを議題とします。 

  本日までに受理された請願はお手元に配りました請願文書の表のとおり第１常任委員会へ

付託しましたので報告します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１５ 川根本町議会議員派遣の件 

○議長（中田隆幸君） 日程第15、川根本町議会議員派遣の件を議題とします。 

  川根本町議会会議規則第129条の規定による議員の派遣については、お手元に配付した議

員派遣の件のとおりです。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  よって、川根本町議会議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のと

おり決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（中田隆幸君） 日程第16、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題としま

す。 

  議会運営委員長から議会規則第75条の規定によってお手元に配りました本会議の会期等議

会の運営に関する事項について継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１７ 常任委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（中田隆幸君） 日程第17、常任委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題としま

す。 

  各常任委員長から会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり閉

会中の継続調査及び審査の申し出があります。 
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  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査及び審査をすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中田隆幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎閉  会 

○議長（中田隆幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成26年第３回川根本町議会定例会を閉会します。 

  長時間にわたり御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ６時５０分 
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